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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

総括研究報告書 

 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

 

研究代表者 平林 直次  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

本研究の主たる目的は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律（以下、医療観察法）の対象者全体を類型化し、それぞれに応じた処遇のあり方や転帰・予後を

明らかにすること、喫緊の課題である入院および通院複雑事例に関する調査や、治療・処遇方法を開

発することである。 

グループ 1(大規模調査)では、重度精神疾患標準的治療法確立事業(以下、データベース事業)の入

院データベースを利活用する研究事業（利活用研究事業）からデータ提供を受け、令和 3年度に作成

したデータセットの解析を行った。また、指定通院医療機関を対象とした全国調査を実施した。 

 入院対象者は 12の基本類型に分類された。 

薬物療法により入院対象者を群分けすると、クロザピン群は平均入院期間が 4.8年と長く、入院期

間中の隔離経験率が 47.6％と高かった。また持効性注射剤群は通院処遇移行者の割合が 95.5％と高

かった。高齢者では処遇終了と同時に精神保健福祉法入院となる傾向が認められた。処遇終了と同時

に精神保健福祉法入院となる場合、F0、F1、F7では早期に処遇終了していた。また指定入院医療機関

ごとに処遇終了率にばらつきが認められた。 

通院複雑事例は、「アドヒアランス不良群」「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リスク群」の 3 群

に分類された。 

グループ 2(事例研究)では、令和 3年度に続いて事例の収集を進め、複雑事例の治療や処遇に関す

る分析を進め、各種の成果物をまとめた。指定入院医療機関の施設の枠組みを超えた転院トライアル、

コンサルテーションの事業化を想定し、事務局の機能モデルを作成し活用しうるものであることを確

認した。医療観察法の鑑定書を提出する際にまとめとして添付する「鑑定書総括用書式」を作成する

ことを提案し、その作成方法の解説および作成例を提示した。 

以上のとおり、データベース事業により構築されたデータベースは、臨床及び研究において有効に

活用されており、引き続き事業を継続することにより多大な成果が期待される。指定入院医療機関の

施設の枠組みを超えた転院トライアル、コンサルテーションの事業化を想定した、事務局の機能モデ

ルが示され事業化への準備が整った。 
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分担研究者氏名 （順不同、敬称略） 

河野稔明 国立精神・神経医療研究セ

ンター精神保健研究所 

竹田康二 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

壁屋康洋 国立病院機構榊原病院 

村杉謙次 国立病院機構小諸高原病 

     院 

今村扶美 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

大鶴 卓 国立病院機構琉球病院 

五十嵐禎人 千葉大学社会精神保健教

育センター 

岡田幸之 東京医科歯科大学大学院 

精神行動医科学分野 

 

Ａ．研究目的  

医療観察法による医療は、統合失調症を

想定したガイドラインに基づいて実施され

るが、対象者の診断は均一ではなく、診断

を含む対象者の類型化に応じた処遇・治療

が求められている。しかし、医療観察法対

象者の類型化は行われていないのが現状で

ある。また、頻回/長期行動制限や長期入院

の傾向を持つ、いわゆる“入院複雑事例”

が抽出され調査や退院促進が進められてい

るが、長期入院傾向には歯止めがかかって

いない。一方、長期入院化には至らず、処

遇終了する対象者も存在するが、その実態

や長期予後は不明のままである。 

通院処遇では、原則 3 年間で処遇を終了

し精神保健福祉法医療に移行することにな

っているが、通院処遇延長例、再入院・再

処遇例など、いわゆる“通院複雑事例”に

関する調査も不十分である。 

本研究の主たる目的は、医療観察法対象

者全体を類型化し、それぞれに応じた治療

や処遇のあり方を明らかにすること、喫緊

の課題である入院および通院複雑事例に関

する調査や、治療・処遇方法を開発するこ

とである。 

重度精神疾患標準的治療法確立事業（以

下、データベース事業）のデータを活用し、

対象者の類型化を行う。また、全国調査に

よって退院後の長期予後や入院複雑事例の

特徴を明確にする。さらに施設間の連携や

協働作業による効果的な治療や介入方法を

明らかにする。 

いわゆる“通院複雑事例”に関しては全

国調査に着手し、通院複雑事例の類型を明

らかにする。また、入院複雑事例と通院複

雑事例との異同を含め検討する。 

 

Ｂ．研究方法  

研究代表者は、2 回の研究班会議を開催

し、研究分担班同士の情報共有をはかり、

研究を進めた。グループ 1(大規模調査)で

は、データベース事業の入院データベース

を利活用する研究事業（利活用研究事業）

からデータ提供を受け、令和 3 年度に作成

したデータセットの解析を行った。また、

指定通院医療機関を対象とした全国調査を

実施した。グループ 2(事例研究)では、令

和 3 年度に続いて事例の収集を進めつつ、

複雑事例の治療や処遇に関する分析を進め、

各種の成果物をまとめた。 

 

分担研究班の構成  

a 医療観察法対象者の類型化に関する研 

究（河野班） 

b 指定入院医療機関退院後の予後に関す 

る全国調査（竹田班） 

c 頻回 /長期行動制限を受けた対象者の

全国調査（壁屋班） 

d 入院複雑事例に対する効果的な治療や 

介入方法に関する研究（村杉班） 

e 施設内および施設間のコンサルテーシ 

ョンの実施方法に関する研究（今村班） 
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f 直接通院の実態および通院処遇複雑事 

例の特徴に関する全国調査（大鶴班） 

g 医療観察法再鑑定の必要性に関する調 

査および検討（五十嵐班） 

h 医療観察法鑑定書の作成方法に関する 

研究（岡田班） 

 

グループ 1 (大規模調査) 

データベース事業のデータを利活用し、

入院対象者の類型化を行った。なお、調査

期間は医療観察法施行から 2021 年 6 月ま

でに入院処遇が決定した対象者とし、調査

項目は基礎情報、共通評価項目、事件情報、

薬物・アルコール情報とした(河野班)。 

2015 年 7 月 16 日から 2021 年 7 月 15 日

までに通院処遇に移行した対象者について、

退院後の予後を調査した。 

2019 年 9 月から 2021 年 12 月に医療観察

法病棟を退院した対象者のうち、退院時に

抗精神病薬が処方されていた統合失調症圏

の対象者を薬物療法の内容から 3 群に分け

て予後調査を行った。 

退院時処遇終了者 10 名の前向き予後調

査を実施した (竹田班 )。 

入院複雑事例は入院中に「頻回/長期行動

制限」を受けることが多く、「入院処遇終

了と同時に精神保健福祉法入院に移行」す

る場合と「長期入院化」する場合が知られ

ており、これらと関連する要因を探索的に

抽出した。なお、調査対象は 2005 年 7 月

15 日の医療観察法制度開始から 2019 年 7

月 31 日までに医療観察法入院処遇となり、

2021 年 7 月 31 日時点で退院済みの対象者

とした(壁屋班)。 

通院複雑事例の実態調査では、全国の

675 の指定通院医療機関に調査票を送り回

収した。調査項目は社会学的特性、処遇の

形態、診断名、対象行為、通院処遇期間内

の精神保健法入院、問題行動、医療観察法

再入院、再他害行為、共通評価項目の評点

とした。2018 年 7 月 15 日から 2021 年 7 月

15 日までで、通院処遇を受けた対象者につ

いて調査を実施した(大鶴班)。 

グループ 2 (事例研究 ) 

入院複雑事例を対象として多施設連携に

よる治療法・処遇の開発と臨床普及の促進

（村杉班）(今村班)、指定入院医療機関を

対象とした処遇終了、転院、法 52 条鑑定の

実態調査と、処遇終了に関する検討 (五十

嵐班)を行った。また、医療観察法医療従事

者や鑑定経験者による Web 会議を開催し、

医療観察法鑑定事例集・手引きを作成した

(岡田班)。 

 

（倫理面への配慮）  

本研究においては、個人情報を収集する

研究が含まれており、下記 1～5 の原則に従

うこととした。なお、「人を対象とする生

命科学・医学系研究に関する倫理指針（2021

年 3 月 23 日）」に従って、適宜、倫理委員

会へ申請し、倫理委員会の承認 9 件(付議不

要 2 件を含む)を得て研究を進めた。 

1. 必要に応じて、研究の実施に先立って

分担研究者の所属する施設に設置され

た倫理委員会の承認を得る。 

2. 個人情報の管理については、研究関係

者以外の者がアクセスできない場所に

保管する。 

3. 研究結果の公表に当たっては、統計学

的データのみを報告することを原則と

する。 

4. 症例報告が必要不可欠な場合には、個

人の特定を不可能にする匿名化を実施

する。 

5. 介入研究を実施する場合、研究対象に

文書で説明し同意を得る。 

 

Ｃ．研究結果  
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グループ 1(大規模調査) 

a 医療観察法対象者の類型化に関する研究  

 ガイドライン改訂の際に定義する対象集

団の原型になる 12 の基本類型が抽出され

た。 

(1) F0 高齢者・認知症 

(2) F0 比較的若年・器質性 

(3) F1（患者特性は同質だが処遇に施設差） 

(4) F2 重複障害 F8 

(5) F2 重複障害 F1/F7 

(6) F2 重複障害なし（年齢・性別で修飾） 

(7) F3 女性の嬰児殺し 

(8) F3 双極性障害の粗暴行為 

(9) F3 それ以外の気分障害 

(10) F7（性別・重複障害で修飾される） 

(11) F8（重複障害 F7 で修飾される） 

(12) その他の主診断 

b 指定入院医療機関退院後の予後に関する

全国調査（竹田班）  

 全国 31 の指定入院医療機関と協働し、法

務省保護局および保護観察所の協力を得て

予後調査を実施した。2015 年 7 月 16 日か

ら 2021 年 7 月 15 日の間に指定入院医療機

関を退院し通院処遇に移行した対象者のう

ち本調査に同意の得られた者は、累計 753

名(男性 547 名、女性 206 名)であった。2021

年 7 月 15 日時点で、462 名が処遇終了して

いた。処遇終了者の平均観察期間は 966.9

日（中央値 1,094.0 日）であった。重大な

再他害行為 8 名 8 件であり累積発生率は

1.2%/3 年であった。自殺企図（未遂を含む）

は、17 名認められ、そのうち死亡（既遂）

した者は 7 名であった。 

対象者の重大な再他害行為率、死亡率、

自殺者数、精神保健福祉法入院率などの主

要な指標に経年変化はなく、退院後の予後

は良好に経過していることが確認された。 

 2019 年 9 月から 2021 年 12 月に医療観察

法病棟を退院した対象者のうち、退院時に

抗精神病薬が処方されていた統合失調症圏

の患者数は 336 名であった。そのうち 84 名

にクロザピン（Clozapine：以下、CLZ）89

名 に 持 効 性 注 射 剤 （ Long Acting 

Injection：以下、LAI）が処方されていた。

CLZ 群、LAI 群、CLZ・LAI いずれの処方も

ない群の 3 群に分けて比較すると、CLZ 群

は平均入院処遇期間が 4.8 年と長く、入院

処遇期間中の隔離経験率が 47.6％と高か

った。また LAI 群は通院処遇移行者の割合

が 95.5％と高かった。 

 CLZ 群が、非 CLZ 群と比較して、通院処

遇期間中の精神保健福祉法入院累積発生率

が有意に高かったが、調整入院者（退院と

同時に精神保健福祉法入院）を除いた解析

では有意差は認めなかった。 

 退院時処遇終了者 10 名の前向き予後調

査を実施した。退院後の治療は 10 名中 8 名

が継続中、1 名は中断、1 名は終了（病死）

であった。再他害行為、自殺企図、医療観

察法による再入院はいずれもみられなかっ

た。精神保健福祉法による入院は 10 名中 8

名が経験しており、そのうち 7 名は処遇終

了日から調査日までの全日を精神科病棟に

入院していた（研究責任者 本村啓介 さ

いがた医療センター）。 

c 頻回 /長期行動制限を受けた対象者の全

国調査（壁屋班）  

 入院長期化のみならず処遇終了時精神

保健福祉法入院(処遇終了-入院)と頻回/長

期の行動制限が医療観察法入院医療の課題

であると捉え、その特徴と要因の分析を進

めた。 

頻回/長期行動制限と処遇終了-入院との

間に関連性を認めた。処遇終了-入院となっ

た群は退院申請時の共通評価項目で改善し

ていない項目が多いことが明らかになった。

頻回/長期行動制限を受けた群の中で、処遇

終了 -入院となった群と通院処遇へ移行し
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た群について、共通評価項目の各下位項目

を比較したところ、両者は初回入院継続申

請時には群間差が小さく、後者は多くの点

で個人内の改善が得られたのに対し、前者

は改善が少なく、退院申請時には両群の違

いが多くの項目で認められた。 

対象者の年齢が上がると医療観察法入院

処遇を終了すると同時に精神保健福祉法入

院に移行しやすく、F0、F1、F7 では早期に

処遇終了し精神保健福祉法入院に移行して

いた。 

また、指定入院医療機関の間には、処遇

終了と同時に精神保健福祉法による入院と

なる対象者の割合が異なり、その運用に施

設間のばらつきが認められた。F1 ではその

差が顕著であった。処遇終了の在り方も含

めた指針の策定や指定入院医療機関のコン

センサスの形成が必要である。 

グループ 2(事例研究) 

d 入院複雑事例に対する効果的な治療や介

入方法に関する研究（村杉班）  

 措置入院複雑事例 2 事例に対して、医療

観察法医療同様の担当多職種チームアプロ

ーチによる介入を実施した。その結果、治

療が進展し退院となった。措置入院の枠組

みにおいても、多職種チームアプローチが

奏功する可能性が示唆された。一方、通院

での多職種チームアプローチ継続の必要性

が確認された。 

Case formulation（以下、CF）を用いた

shared decision making による介入（以下、

SDM with CF）を 4 例に実施し「治療同盟の

構築」に促進的に働いた可能性が示唆され

た。 

指定入院医療機関同士の転院では、多職

種チームの「患者への脅威」の低下が確認

された。また第 3 の指定入院医療機関が加

わった転院では、「客観的視点の担保」「複

雑事例の治療に関わる医療機関の燃え尽き

や抱え込みの防止」などの効果が期待され

た。 

e 施設内および施設間のコンサルテーショ

ンの実施方法に関する研究（今村班）  

 令和 3 年度は、コンサルテーションの試

行モデルを整備するとともに、事務局の役

割や実施方法に関する手順書や各種フォー

マットを作成した。マッチングされた 3 ペ

アにおいて実際にコンサルテーションを実

施した。試行を経て、コンサルテーション

の事業化を想定した事務局の機能モデルが

実際に活用しうるものであることが確認さ

れた。 

f 直接通院の実態および通院処遇複雑事例

の特徴に関する全国調査（大鶴班）  

 657 の指定医療機関に調査票を送付し、

381 機関(57.9%)から回答を得て、通院複雑

事例 57 事例を収集し、統計学的解析を行っ

た。通院複雑事例は、「アドヒアランス不良

群」「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リ

スク群」の 3 群に分類された。 

 医療観察法処遇終了後 5 年間の予後調査

では、すべての問題行動の発生は通院処遇

終了後、増えることはなかった。通院処遇

終了後 3 年間は重大な他害行為の発生はな

く、終了後 5 年間で 96 名中 1 名、1 件であ

った。CLZ 治療継続率は LAI による治療継

続率よりも高かった。 

 問題行動などの発生は、同一の対象者、

による繰り返し、多方向性に発生する傾向

が見られた。 

g 医療観察法再鑑定の必要性に関する調

査および検討（五十嵐班）  

 33 の指定入院医療機関を対象として医

療観察法 52 条鑑定の有無や治療困難を理

由とした転院事例の有無について調査を行

った。22 施設（回収率 66.7％）から回答を

得た。医療観察法 52 条鑑定ありは 5 施設、

治療困難による転院ありは 4 施設、両者と
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もにありは 2 施設であった。令和 4 年度は

52 条鑑定の経験を持つ 5 施設から 52 条鑑

定事例に関する情報を収集し、52 条鑑定の

実態把握を行った。退院・入院継続の審判

では、医療観察法による医療の必要性の評

価で問題とされる疾病性、治療反応性、社

会復帰要因は、要件というよりは、要素と

して評価されている可能性が示唆された。

疾病性だけを理由とした申立ては適切とは

いえないこと、治療反応性の評価が最も重

要であること、治療が尽くされていること

を確認するためには他の指定入院医療機関

によるコンサルテーションの活用や 52 条

鑑定の積極的な実施が有用であることが指

摘された。 

h 医療観察法鑑定書の作成方法に関する

研究（岡田班）  

 医療観察法の鑑定書を提出する際にま

とめとして添付する「鑑定書総括用書式」

を作成することを提案し、その作成方法の

解説および作成例 9 例を提示した。 

 

Ｄ．考察  

1) データベース事業の臨床及び研究利活

用について  

データベース事業は、医療観察法におけ

る医療の質の向上と均てん化を目的として

2014 年に始まった。指定入院医療機関 32

施設(2022 年 12 月 31 日現在、34 施設)が

協力してデータ収集に必要なネットワーク

が構築された。収集されたデータは幹事病

院である国立精神・神経医療研究センター

病院に設置された入院データベースに蓄積

されることとなった。データベースを解析

し、入院期間、薬物療法や行動制限の実施

状況、転帰や予後など、いわゆる“パフォ

ーマンス指標”が算出され、事業開始当初

より各指定入院医療機関にフィードバック

された。各指定入院医療機関ではパフォー

マンス指標を参考にして自施設の全国での

位置づけをもとに医療の質の向上に励むこ

ととなった。パフォーマンス指標は、指定

入院医療機関同士の相互訪問・点検を行う

いわゆる“ピアレビュー事業”でも使用さ

れるようになった。また、指定入院医療機

関の医療の現状を整理し、医療観察法統計

資料がまとめられた 1)。 

 入院データベース事業では、上記の臨床

利用に加え、当初より研究利用の構想も練

られていた。幹事病院には研究利活用委員

会が設置され、国立精神・神経医療研究セ

ンター倫理委員会の承認を得て（承認番号

A2019-026）二次利用研究が開始された。 

本研究班でも入院データの二次利用を研

究利活用委員会に申請し承認を受け、提供

されたデータの解析を行った。国内外でも

まれな大規模データベースを利用し、調査

期間内の全数を対象とし統計学的手法を用

いて類型化、医療観察法退院後の予後と関

連する要因の抽出、入院複雑事例に関連す

る要因の同定を行っており、信頼性や妥当

性の高い結果を得ることができた。 

データベース事業により構築されたデー

タベースは、臨床診療でも活発に活かされ

つつあり、また研究活動においても有効利

用が始まった。今後、同事業の継続により、

行政に必要な基礎的データの収集、指定医

療機関の医療の質の向上、臨床研究の推進

において多大な成果をもたらすことが期

待される。  

2) 複雑事例について  

 入院複雑事例  

長期入院化傾向を示す一群として、入院

複雑事例が「長期入院」と「頻回/長期行動

制限」により定義され、その定義の明確化、

各種指標の開発、治療や処遇方法の開発が

進められてきた。 

 処遇終了と同時に精神保健福祉法による
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入院に移行する対象者の中には、入院複雑

事例が多数含まれると推定される。本研究

により、行動制限との関連性が明らかにな

った。早期に処遇終了となる対象者と、長

期入院治療にもかかわらず処遇終了となる

対象者の存在が確認された。さらに指定入

院医療機関ごとに処遇終了率に差があるこ

とが知られており、その原因は指定入院医

療機関ごとの治療反応性の評価や処遇判

断の違いによると推測された。  

 医療観察法対象者の個別性の高さを考え

ると入院継続 /退院許可の申立基準を一律

に示すのは困難である。また調査結果から、

医療観察法の 3 要件は 3 要素として運用さ

れている実態が明らかとなった。その中で

も治療反応性の評価が重要であった。法施

行当初、治療反応性は診断名から推測され

ることが多かった。指定入院医療機関入院

後、診断名が変更され、治療反応性なしと

判断され退院許可が申立てられ、早期に処

遇終了されることもあった。医療観察法医

療が運用されるにつれ、診断名変更後も入

院治療を継続し、“治療をし尽くした”と判

断した時点での退院許可の申立てが増えて

いると推察される。すなわち治療反応性は

精神科医一般の共通認識(コモンセンス)に

基づいて判断される一般的な治療反応性か

ら、個別性の高い実証的治療反応性に移行

しつつある。実証的治療反応性は指定入院

医療機関の規模、医療の質、治療経験など

に影響を受け、指定入院医療機関の処遇終

了率に差を生じていると推定される。  

 法施行後、各種の治療プログラム、CLZ、

地域ケアマネジメント、アウトリーチサー

ビスなどの医療技術の進歩が続いている。

医療観察法医療には医療資源が集中的に投

入されており、一般精神科医療との間に格

差も生じている。指定入院医療機関の勤務

経験を持たない精神保健判定医も多く、当

初審判では精神科医一般の共通認識に基づ

く治療反応性の判断が多いが、入院継続/退

院許可の審判では指定入院医療機関により

実施された治療の効果を踏まえた決定が行

われる。それだけに本研究班で作成された

個別性の高い治療反応性の評価を可能とす

る「鑑定書総括用書式」の有用性は高いと

考えられる。 

 治療反応性を考える上では指定入院医療

機関として標準的な医療が行われることが

大前提であり、転院トライアル、コンサル

テーション、SDM with CF などの施設を超

えた試みが、日常的に実践されることが望

まれる。そのためには、事業化が不可欠で

あろう。また、これらの試みでは各施設の

負担増が調査結果から指摘されており、日

常的な実践を進めるには負担の軽減に努め

る必要がある。 

 通院複雑事例  

通院複雑事例は、「アドヒアランス不良群」

「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リスク

群」の 3 群に分類されることが明らかとな

った。 

入院複雑事例は共通評価項目の解析結果

から、アドヒアランスあるいは自傷・自殺

念慮といった単一の項目によって特徴付け

られず、社会復帰関連要因と関連すること

が明らかとなっている。入院複雑事例は、

アドヒアランス不良群や自傷・自殺念慮群

よりも、通院複雑事例中核群と共通性を持

つ可能性が高い。  

入院処遇の枠組みではアドヒアランスが

問題となることはまれで、通院処遇となっ

て初めて通院や服薬のアドヒアランス不良

が明らかとなる。また入院処遇の保護的環

境から地域生活に移行することにより現実

的ストレスや不安が増大し自殺念慮を抱く

ものの、入院とは異なり身近な相談者を欠

き、自傷や自殺のリスクが高まると推測さ
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れる。すなわち入院処遇対象者の中に「ア

ドヒアランス不良群」「自傷・自殺リスク群」

が潜在的に存在し、通院処遇移行後、顕在

化すると考えられる。  

 

Ｅ．結論  

〇重度精神疾患標準的治療法確立事業によ

り構築されたデータベースは、臨床及び

研究において有効に活用されている。引

き続き事業の継続が必要である。 

〇指定入院医療機関の施設の枠組みを超え

た転院トライアル、コンサルテーション

の事業化を想定した、事務局の機能モデ

ルが作成され事業化への準備が整った。 

〇通院複雑事例は、「アドヒアランス不良群」

「通院複雑事例中核群」「自傷・自殺リス

ク群」の 3 群に分類された。 

〇入院複雑事例は、アドヒアランス不良群

や自殺・自殺念慮群よりも、通院複雑事

例中核群と共通性を持つ可能性が高い。 

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし 

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表  

1)  Hiroko Kashiwagi, Junya Matsumoto, 

Kenichiro Miura, Koji Takeda, 

Yuji Yamada, Michiko Fijimoto, 

Yuta Yasuda, Hidenaga Yamamori, 

Manabu Ikeda, Naotsugu 

Hirabayashi, Ryota Hashimoto: 

Neurocognitive features, 

personality traits, and social 

function in patients with 

schizophrenia with a history of 

violence. Journal of Psychiatric 

Research, 2022; 147: 50-58 

2)  Hiroko Kashiwagi, Kayo Kume, Koji  

Takeda, Taiki Ueshima, Osamu  

Asaumi, Mayu Omori and Naotsugu  

Hirabayashi: Responding to the  

COVID-19 outbreak as a  

therapeutic community in a 

forensic psychiatric ward in  

Japan–A reconsideration of the  

role of therapeutic community in  

disasters. Frontiers in  

Psychiatry, 2022; 13: 577969(doi: 

10.3389/fpsyt.2022.577969） 

3)  平林直次: 精神科併依存症を持つパー

ソナリティ症の治療. 精神療法, 

2022; 48(6): 770-777 

4)  五十嵐禎人：責任能力の判定と処遇の

ためのアセスメント 刑事責任能力

鑑定と医療観察法鑑定をめぐって．

司法精神医学, 2022; 17(1): 24-32 

 

2．学会発表  

1) 平林直次: 基調講演 法制度の垣根を

こえる‐医療観察法は精神医療全般

と精神保健福祉全般の水準の向上に

どのように寄与しているか. 第 17 回

医療観察法関連職種研修会, Web 開催, 

会期 2022.6.3 

2) 平林直次: 教育講演 3 司法精神医療

における認知行動療法の実践. 第 22

回日本認知療法・認知行動療法学会 , 

東京都（ハイブリッド形式） , 会期

2022.11.11-11.13 

3) 小池純子, 曽雌崇弘, 河野稔明, 竹

田康二, 藤井千代, 平林直次: 医療

観察法対象者の入院期間に影響する

因子について－医療観察法データベ

ースと機械学習を用いた分析. 第 18

回日本司法精神医学会大会, Web 開催, 

2022.7.9-7.10 

4) 壁屋康洋，髙野真弘：頻回 /長期行動
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制限を受けた対象者の全国調査 (1)処

遇終了-入院の要因比較．第 18 回司法

精 神 医 学 会 , Web 開 催 , 会 期

2022.7.9-8.8 

5) 壁屋康洋，髙野真弘：頻回 /長期行動

制限を受けた対象者の全国調査（ 2）

診断ごとの処遇終了-入院の運用比較．

第 76 回国立病院総合医学会，熊本，

2022.10.7 

6) 村杉謙次：シンポジウム  医療観察法

入院複雑事例の社会復帰について考

える. 第 17 回医療観察法関連職種研

修会, Web 開催, 2022.6.3 

7) 髙橋未央，野村照幸，村杉謙次，平林

直次：医療観察法病棟複雑事例に対す

る共同意思決定の有効性についての

報告～ケースフォーミュレーション

を用いて～. 第 18 回日本司法精神医

学 会 大 会 （ ハ イ ブ リ ッ ド 形 式 ） , 

2022.7.9-7.10 

8) 鈴木敬生：コンサルテーション研究と

困難状況への対応例. 令和 4 年度チ

ーム医療研修「医療観察法 MDT 研修」, 

Web 開催, 2022.10.1 

9) 前上里泰史, 大鶴卓：一般演題 通院

処遇複雑事例の特徴に関する全国調

査－通院複雑事例の類型化の試み－．

第 18回日本司法精神医学会大会, Web

開催, 会期 2022.7.9-7.10 

10) 医療観察法支援における被害当事者

との対話による相互理解促進の意義

について‐沖縄県医療観察法ネット

ワーク協議会活動報告‐. 第 18 回日

本司法精神医学会大会, Web 開催, 会

期 2022.7.9-7.10 

11) 久保彩子, 大鶴卓：シンポジウム 医

療観察法におけるクロザピン治療－

地域生活を見据えた治療抵抗性統合

失調症治療－. 第 118 回日本精神神

経学会学術総会, 会期 2022.6.17 

12) 東本愛香，西中宏吏，野村照幸，五十

嵐禎人：出院者の支援に関するクライ

シスプランを用いた実践事例．第 18

回日本司法精神医学会大会, Web 開催，

会期 2022.7.9-8.8 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし 

 

2. 実用新案登録  

なし 

 

3. その他 

なし 

 

参考文献  

1) 資料 1.医療観察法統計資料 2020 年版.

国立精神・神経医療研究センター HP. 

https://www.ncnp.go.jp/shiryou/iryo

kansatsuho.html 
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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

医療観察法対象者の類型化に関する研究 

 

研究分担者 河野 稔明  国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

 

研究要旨： 

医療観察法の入院処遇ガイドラインは、重複障害がなく、治療抵抗性でない統合失調症の対象者を

想定しているが、実際の対象者は均一でなく、個別性への配慮が必要である。本研究では、重度精神

疾患標準的治療法確立事業の入院データベースを利活用し、対象者を類型化することを目的とした。 

入院時年齢、性別、主診断、重複障害、対象行為、共通評価項目、および入院期間と退院時処遇を

組み合わせた「複合転帰」により、主診断（ICD-10コード）別に TwoStepクラスター分析を行った。

その結果から、ガイドライン改訂の際に定義する対象集団の原型になる基本類型を抽出した。 

主診断 F2 は主に重複障害がクラスターの生成に寄与しており、F8 が重複する事例、F1 または F7

が重複する事例、重複障害のない事例の 3つの基本類型に分けるのが妥当と考えられた。F1は「複合

転帰」で生成されたクラスター間で他の変数の分布に明確な差がなく、F1全体に単一の基本類型を与

えることとした。F3は性別および対象行為がクラスターの生成に寄与しており、嬰児殺害の女性、粗

暴行為を繰り返す双極性障害、それ以外の事例の 3つの基本類型が抽出された。F0は年齢によって病

態が異なっており、認知症の高齢者と、その他の器質性精神障害を有する若年・中年者の 2つの基本

類型が抽出された。F7、F8 および F4569は、サンプルサイズが小さく、現時点では各集団に単一の基

本類型を与えるのがよいと考えらえた。以上より、12の基本類型を得た。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

小池純子 国立精神・神経医療研究セ 

ンター精神保健研究所 

岡野茉莉子 同上 

藤井千代 同上 

壁屋康洋 国立病院機構榊原病院 

曽雌崇弘 目白大学 

松長麻美 東京医科歯科大学大学院 

竹田康二 国立精神・神経医療研究セ 

ンター病院 

平林直次 同上 

 

Ａ．研究目的  

医療観察法の入院処遇ガイドライン 1)は、

重複障害がなく、治療抵抗性でない統合失

調症の対象者を想定して定められている。

しかしながら、対象者の特性は均一でなく、

個別性に配慮した治療と処遇が求められる。

このため、入院処遇ガイドラインには対象

者の特性に応じた治療・処遇の内容を組み

込むことが必要である。 

本研究では、重度精神疾患標準的治療法
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確立事業（以下、「データベース事業」）の

入院データベースを利活用する研究事業

（以下、「利活用研究事業」）を活用して、

入院処遇対象者を類型化した。これにより、

将来の入院処遇ガイドライン改訂の際に、

対象集団を定義するための基礎となる情報

を得ることを目的とした。 

令和 3 年度の分担研究報告書に、対象者

の類型に関連する先行研究や、入院データ

ベースを活用する理由を詳述しているので

合わせて参照されたい。 

 

Ｂ．研究方法  

1. 概要 

入院データベースに登録されている診療

データは、データベース事業において導入

された「医療観察法データベースシステム」

を通じて収集されたものと、電子記憶媒体

を郵送する「定点調査」により収集された

ものに大別される。前者は平成 29 年 7 月

分（一部医療機関は平成 30 年 8 月分）から

毎月分が登録されており、後者は平成 29 年

6 月（一部医療機関は平成 30 年 7 月）時点

の情報（同時点ですでに転退院していた対

象者は転退院時の情報）が登録されている。

また、両者とも入院対象者の基本的な人口

統計学的・医学的・法的特性と、共通評価

項目などのアセスメントに関する情報、入

院処遇の進行や転帰に関する情報を含むが、

前者にはこれらに加えて、処方・注射、触

法歴、薬物・アルコール問題、身体疾患、

院内問題行動の情報も含まれている（院内

問題行動は平成 31 年 4 月から）。 

本研究では、まず静的因子を中心とする

基本的な変数で類型化に強く関係する変数

をつかみ（一次分析）、動的因子の時系列デ

ータ、また治療のプロセスやアウトカムに

関する変数を追加して、対象者を立体的に

とらえた場合の類型を抽出する（二次分析）

こととした。以下、一次分析と二次分析に

分けて方法を詳述する。 

なお、一次分析の方法の詳細は令和 3 年

度の分担研究報告書にも記載しているが、

研究班内での議論を踏まえて変数を追加す

ることとなったため、本稿には変数追加後

の内容で改めて記載する。また、倫理審査

申請、データ利活用申請、分担班会議開催

などの手続き・活動については、総合研究

報告書に記載する。 

2. 一次分析  

1) 分析対象データ  

利活用研究事業において提供を受け、分

析を行った匿名化データの範囲は次のとお

りである。 

(1) 対象者 

医療観察法施行から令和 3 年 6 月までに

入院処遇が決定した全対象者とした（研究

に協力しない旨の申し出に基づき、データ

が提供されなかった対象者を除く）。  

(2) データ抽出月 

対象者ごとに最新月とした。すなわち、

令和 3 年 6 月時点で在院中の対象者につい

ては同月、退院済の対象者については退院

した月とした。 

(3) 項目 

概要は次のとおりである。詳細は表 1 に

まとめた。 

i) 人口統計学的特性 

入院時年齢、性別 

ii) 医学的特性 

主診断、重複障害、薬物問題、アルコー

ル問題 

iii) 法的特性 

対象行為（種別、被害）、触法歴  

iv) アセスメント 

共通評価項目（入院時初回、入院継続申

請 1 回目、退院申請の各時点） 

v) 処遇情報 
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現在の処遇、入院期間、退院時処遇 

2) データセットの構成 

提供を受けた匿名化データをクリーニン

グした上で、派生変数の生成などの加工を

施し、次の 3 つのデータセットを作成した

（令和 3 年度の分担研究報告書では作成を

計画していた 2 つのデータセットを「A」、

「B」の符号で識別していたが、変数を追加

した新たな診療データの提供を受けたため、

本稿では改めて「X」、「Y」、「Z」の符号で 3

つのデータセットを識別する）。  

(1) データセット X 

すべての対象者（3,743 名）につき、入院

時年齢、性別、主診断、重複障害、対象行

為（種別、被害）、共通評価項目、現在の処

遇、入院期間、および退院時処遇に関係す

る変数、ならびにこれらの派生変数で構成

する。 

(2) データセット Y 

平成 28 年 6 月までに入院決定を受けた

対象者（2,558 名）につき、データセット X

と同様の変数で構成する。ただし、現在の

処遇、入院期間、および退院時処遇に関係

する変数ならびにこれらの派生変数につい

ては、入院決定 5 年後時点の情報に置き換

えた。例えば、平成 25 年 9 月 14 日に入院

決定を受け、令和 2 年 2 月 23 日に退院決

定と共に通院処遇に移行した対象者は、デ

ータ抽出時点ではすでに退院しているため、

現在の処遇は「退院」、入院期間は 7 年 5 ヶ

月、退院時処遇（大区分）は「通院処遇」

であるが、これを平成 30 年 9 月 14 日時点

の情報、すなわち、それぞれ「入院中」、5

年、「未選択」に置き換えることになる（こ

こでは医療観察法第 49 条第 2 項に規定さ

れる処遇期間の進行停止は考慮しない）。こ

れにより、どの時期に入院決定を受けた対

象者も、等しく 5 年間観察したことになる。 

データセット Y では、対象者の転帰を分

類するために、入院期間と退院時処遇を組

み合わせた派生変数「複合転帰」を生成し

た。複合転帰の区分は、通院短期（3 年未満

で通院処遇に移行）、通院長期（3 年以上 5

年未満で通院処遇に移行）、終了短期（2 年

未満で退院と共に処遇終了）、終了長期（2

年以上 5 年未満で退院と共に処遇終了）、超

長期（入院決定 5 年後も入院中）、及び抗死

他（入院期間 5 年未満で、現在の処遇が「そ

の他」または退院時処遇が「抗告退院」も

しくは「死亡」）の 6 つとした。 

(3) データセット Z 

平成 29 年 7 月以降に入院決定を受けた、

またはその前に入院決定を受け、引き続き

入院処遇中であった対象者（1,638 名）に

つき、入院時年齢、性別、主診断、重複障

害、対象行為（種別、被害）、共通評価項目

（入院時初回、入院継続申請 1 回目の各時

点）、触法歴、薬物問題、およびアルコール

問題に関係する変数、ならびにこれらの派

生変数で構成する。すなわち、データセッ

ト X を構成する変数から共通評価項目（退

院申請)、現在の処遇、入院期間、および退

院時転帰を除き、触法歴、薬物問題、およ

びアルコール問題を追加した形となる。こ

れにより、直近 4 年間の対象者に限られる

が、医療観察法データベースシステムの導

入により新たに収集されるようになった対

象者の背景情報を分析することができる。 

3) 分析方法  

分析には SPSS ver.28 を使用した。 

(1) 予備的分析 

まず、入院対象者の全体的な特性を把握

するため、各データセットで記述統計（度

数分布）を行った。 

(2) 類型化分析 

類型化には TwoStep クラスター分析を用

いた。距離測度は対数尤度、クラスター数

は 15 を最大値とする自動判定とした。 
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iii)で後述するように、分析対象集団と

投入変数（群）の構成は統計学的、臨床的

に適切と考えられるパターンを複数設定し、

結果を踏まえて必要なパターンを追加した。

生成されたクラスターを良質と評価する基

準は、出力される「クラスターの品質」が

高値であること、クラスターの生成に寄与

する変数（群）が複数あり、特定の変数（群）

に偏っていないこと、(3)で後述するクロス

集計において、モデルに投入していない変

数（群）の値の分布がクラスター間で明確

に異なり、各クラスターが臨床的に意義の

ある特異性を有することとし、これらを総

合的に判断して最善のパターンを選別した。 

i) モデルに投入した変数の加工 

入院時年齢は 10 歳刻みに区分して提供

されたが、80 歳以上は一括した（20 代、30

代、……、70 代、80 歳以上）。性別は加工

しなかった（男性、女性）。主診断は ICD-10

コードの F＋数字 1 桁の水準に区分した。

ただし、G3（アルツハイマー病）及び G4（て

んかん）については、当該疾患を原因とす

る器質性精神障害が対象行為に直接の影響

を及ぼしたと考えられたため、F0 に置き換

えた。主診断は名義変数である（区分間に

順序はない）ため、モデルには F0、F1、F2、

F3、F7 および F8 をダミー変数化して投入

した（F4、F5、F6 および F9 は「F4569」と

して一括し、すべてのダミー変数の値を 0

とした）。重複障害（最大 2 個の複数選択）

も主診断と同様に区分した上で、各区分の

有無を変数化した（0/1 データ）。対象行為

（最大 3 個の複数選択）は既遂と未遂を統

合し、さらに強制性交等と強制わいせつを

「性暴力」に統合した（殺人、放火、強盗、

傷害、性暴力）。その上で各区分の有無を変

数化した（0/1 データ）。分析の過程で、さ

らに強盗と性暴力を統合した 4 個、強盗と

傷害と性暴力を統合した 3 個からなる変数

群も用いた。共通評価項目は加工しなかっ

た（0 点、1 点、2 点）。すでに加工されて

いる複合転帰は 6 区分のまま用いた。 

ii) 使用したデータセット 

モデルに複合転帰を含む分析はデータセ

ット Y で、含まない分析はデータセット X

で行った。 

iii) 分析対象集団と投入変数（群）の構成 

以下、投入変数（群）の構成を、変数（群）

を表す略号の組み合わせで表す。略号は、

入院時年齢を「齢」、性別を「性」、主診断

を「診」、重複障害を「重」、対象行為を「行

5」（4 個、3 個からなる変数群はそれぞれ

「行 4」、「行 3」）、共通評価項目を「共」と

する。投入する変数が多すぎるとモデルが

不安定になるため、一部の変数群では投入

する変数を選別した。重複障害は臨床的重

要性と頻度（ベースレート）を考慮して F1、

F7、F8 の 3 変数を投入した。共通評価項目

は第 2 版から第 3 版への切替時期（平成 31

年 4 月）と、入院後まもない時期の状態か

ら転帰を予測する可能性を探る臨床的意義

を考慮して、入院継続申請 1 回目の第 2 版

中項目を投入した（入院時初回は対象行為

直前 6 ヶ月を評価対象としており、入院後

の状態とは大きく異なる場合がある）。  

まず、共通評価項目、複合転帰以外の変

数（群）のみによる分析を行った。入院時

年齢および性別は必ず投入し、主診断、重

複障害および対象行為は選択的に投入した。 

対象集団は、最初は全対象者とした。投

入変数（群）は、齢性診、齢性重、齢性診

重、齢性診行 5、齢性診行 4、齢性診行 3、

齢性診重行 5、齢性診重行 4、齢性診重行 3

の 9 パターンとした。主診断を投入したパ

ターンでは、主診断が F2 かどうかがクラス

ターの生成に強く寄与していたため、次は

対象集団を主診断で F2 と F2 以外とに分割

することとした。 
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F2 を対象とする投入変数（群）は、齢性、

齢性重、齢性行 5、齢性行 4、齢性行 3、齢

性重行 5、齢性重行 4、齢性重行 3 の 8 パタ

ーンとした。F2 以外を対象とする投入変数

（群）は、齢性診、齢性重、齢性診重、齢

性診行 5、齢性診行 4、齢性診行 3、齢性重

行 5、齢性重行 4、齢性重行 3、齢性診重行

5、齢性診重行 4、齢性診重行 3 の 12 パタ

ーンとした。F2 以外では、全対象者の分析

と同様、主診断が強力に寄与していたため、

主診断はさらに分析用ダミー変数と同水準

まで細分化することとした。 

F2 以外を細分化した F0、F1、F3、F7、F8、

F4569 の各集団を対象とする投入変数（群）

は、齢性、齢性重、齢性行 5、齢性行 4、齢

性重行 5、齢性重行 4 の 6 パターンとした。

これまでの分析で、対象行為を 3 つに分類

した変数群（行 3）を投入したパターンで

は良質なクラスターが生成されなかったた

め、これらの集団では対象行為に関し、5 つ

または 4 つに分類した変数群（行 5、行 4）

のみを使用した。 

次に、共通評価項目、複合転帰、および

これらの両方を追加した分析を行った。分

析対象は F0、F1、F2、F3、F7、F8、F4569 の

各集団とした。投入変数（群）は、変数の

個数を抑制するため、共通評価項目、複合

転帰以外は齢性、齢性重、齢性行 5、齢性行

4 の 4 パターンとした（サンプルサイズが

比較的大きい F2 のみ、齢性重行 5、齢性重

行 4 を加えた 6 パターン）。これまでの分

析で、F2 を除く各集団においてクラスター

が良質と評価されたパターンでは、投入変

数（群）に重複障害と対象行為の両方が含

まれることがなかったため、齢性重行 5、

齢性重行 4 の 2 パターンは除外した。 

(3) 検証的分析 

TwoStep クラスター分析で生成されたク

ラスター別に、分析に用いた入院時年齢、

性別、主診断、重複障害、対象行為、複合

転帰、共通評価項目、また被害者区分、触

法歴の各変数の値の分布を集計した。この

際、各ケースが属するクラスターの情報を

予めデータセット X、Y、Z の間で共有した。 

また、類型化分析の対象集団は最終的に

主診断で分けたため、データセット Y を用

いて、臨床的な関心の高い入院期間および

退院時処遇とのクロス集計を行った。 

3. 二次分析  

1) 分析対象データ  

分析を行った匿名化データの範囲は次の

とおりである。 

(1) 対象者 

入院先の指定入院医療機関が医療観察法

データベースシステムを通じた診療データ

の提出を開始した月（原則は平成 29年 7月、

一部医療機関では平成 30 年 8 月）から令

和 4 年 6 月までに入院処遇が決定した全対

象者とした（研究に協力しない旨の申し出

に基づき、データが提供されなかった対象

者を除く）。  

(2) データ抽出月 

入院決定日が属する月および以後 6 ヶ月

ごと、ならびに退院月または令和 4 年 6 月

（同月時点で在院中の場合）とした。 

(3) 項目 

概要は次のとおりである。詳細は表 2 に

まとめた。動的変数は全データ抽出月分、

静的変数（退院により値が発生する退院時

処遇を含む）は最新月（退院月または令和

4 年 6 月）分の提供を受けた。 

i) 人口統計学的特性 

入院時年齢、性別 

ii) 医学的特性 

主診断、重複障害、薬物問題、アルコー

ル問題 

iii) 法的特性 

対象行為（種別、被害）、触法歴  
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iv) アセスメント 

共通評価項目（入院時初回、各抽出月） 

v) 治療 

クロザピン処方（有無） 

vi) 隔離・拘束 

隔離（回数、総日数）、拘束（同） 

vii) 処遇情報 

現在の処遇、入院期間、退院時処遇 

2) データセットの構成 

匿名化データをクリーニングした上で、

派生変数の生成などの加工を施した。 

対象者数は 1,198 名で、対象者ごとの抽

出データ数は平均 2.65 個（標準偏差 2.25）

であった。対象者内のデータ抽出順は連番

によって識別する（入院決定月が 0、以後 6

ヶ月ごとに 1 ずつ増え、退院月または令和

4 年 6 月が最大）。 

本稿作成時現在、対象者内で動的変数の

変化量を変数化するなど、分析に必要な派

生変数の生成を進めている。 

3) 分析方法  

入院対象者の全体的な特性を把握するた

め、予備的分析として記述統計（度数分布）

を行った。 

一次分析と同様に、類型化分析、検証的

分析を行う予定であるが、本稿作成時現在、

その準備中である。 

 

（倫理面への配慮）  

本研究は、2 件の研究課題として国立精

神・神経医療研究センター倫理委員会に倫

理審査を申請し、承認を得て実施している

（承認番号 A2021-043、A2022-043）。また、

利活用研究事業自体も、データベース事業

で取得した対象者の匿名診療データを研究

者に提供し、学術研究の目的で分析させる

ことにつき、同委員会の承認を受けている

（承認番号 A2019-026）。同委員会のウェブ

サイトには、3 課題それぞれの概要と、研

究対象者が自身の情報の利用停止を求める

場合の連絡方法を説明した公告文書が掲載

されている。 

 

Ｃ．研究結果  

1. 一次分析  

1) 記述統計  

記述統計の結果は表 3 のとおりである。 

2) 抽出された類型  

対象集団ごとに最善と考えられた投入変

数（群）のパターン（以下、見出しに略号

で表記）を取り上げ、類型化分析、検証的

分析の結果から、各クラスターのラベル（生

成に寄与した投入変数の値の分布を簡潔に

記述したもの）および特徴を示す。 

(1) 全対象者（齢性診行 4、表 4） 

主診断および対象行為で 5 個のクラスタ

ーが生成された。主診断は F2 か F2 以外か

に分かれた。 

(2) F2（齢性重、表 5） 

年齢、性別、重複障害のすべてが寄与し

て 9 個のクラスターが生成された。4 個は

重複障害で、残る 5 個は年齢と性別の組み

合わせでクラスターが規定された。 

両性とも、年齢が上がると通院処遇が減

り、処遇終了が増える一方で、若年者には

超長期が多かった。また、F8 が重複すると

超長期が非常に多くなり、F7 が重複すると

女性のみ超長期が多かった。 

(3) F2 以外（齢性診、表 6） 

主診断および性別で 7 個のクラスターが

生成された。主診断は F3 が（男性は F1 も）

単独でクラスターを形成した。 

(4) F0（齢性、表 7） 

3 個のクラスターが生成された。男性は

年齢により、対照的な転帰を示す 2 個のク

ラスターに分かれた。両者間で主診断の下

位分類を比較すると、クラスター2（男性、

若年・中年）は 94.2％が認知症以外の器質
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性精神障害（F04～09）であるのに対し、ク

ラスター3（男性、高齢）は 60.0％が認知症

（F00～03）であった。 

(5) F1（齢性重転、表 8） 

転帰で 2 個のクラスターが生成されたが、

ほかの変数の分布は両者で類似していた。 

(6) F3（齢性行 4、表 9） 

主に対象行為がクラスターの生成に寄与

し、殺人および放火はさらに男女でクラス

ターが分かれた（計 6 個）。クラスター間で

転帰および年齢に明確な特徴がみられた。 

クラスター2（女性、殺人）は 63.4％で子

が被害者となっており、他のクラスターよ

り有意に高率であった（残差分析、p＜0.05）。 

クラスター5（傷害）、クラスター6（強盗・

性暴力）はそれぞれ 83.0％、93.3％が男性

で、主診断の下位分類はそれぞれ 91.5％、

93.3％が双極性障害（F30～31）であった。

また、それぞれ 26.1％、33.3％に成人刑法

犯の被起訴歴があり、他のクラスターより

有意に高率であった（残差分析、p＜0.05）。 

(7) F7（齢性、表 10） 

性別で 2 個のクラスターが生成され、転

帰に明確な違いがあった。女性では放火が

高率であった。 

(8) F8（齢性重、表 11） 

F7 重複の有無で 2 個のクラスターが生成

され、転帰に明確な違いがあった。 

(9) F4569（齢性重、表 12） 

4 個のクラスターが生成され、うち 2 個

は性別が、残る 2 個は重複障害が寄与した。

クラスター間で、転帰、対象行為、共通評

価項目に分布の違いがあった。 

3) 主診断別の転帰  

主診断と入院期間および退院時処遇との

クロス集計の結果、F0、F1、F7 および F4569

は 2 年以内の退院が過半数を占め、F0、F7、

F8 および F4569 は処遇終了が 3 割以上を占

めた（表 13）。  

2. 二次分析  

1) 記述統計  

記述統計の結果は表 14 のとおりである。 

 

Ｄ．考察  

1. 一次分析  

全対象者および F2 以外の分析では主診

断がクラスターの生成に強く寄与し、他の

変数の寄与が可視化されにくいため、基本

類型はまず主診断で分けて考えるのが妥当

と思われる。以下、主診断ごとに考察する。 

F2 は、過去に指摘されてきたように、重

複障害（特に F8、F7）があると明らかに長

期入院が多くなった。そのため、まず重複

障害の有無で基本類型を整理するのが望ま

しい。重複障害の中でも F8 は寄与の程度が

格別であるため、F1 および F7 とは分ける

のが適切であろう。重複障害のない集団で

は性別や年齢も転帰と強く関連したが、類

型（質的な違い）というよりは量的な違い

として捉えられる。 

F1 は、通院短期とそれ以外の転帰とで他

の特性に差がなかった。これは F1 の処遇の

あり方に対する医療機関の考え方を反映し

ている可能性があり、施設差を検証する必

要がある。現時点では F1 全体に単一の基本

類型を与えるのが相当である。 

F3 は、性別および対象行為と転帰の関連

が強かった。検証的分析の結果から、クラ

スター2 は嬰児殺害の女性（治療は比較的

スムーズに進む）、クラスター5・6 は粗暴

行為を繰り返す双極性障害（長期入院にな

り、男性が多い）が中核をなすことが示唆

される。 

F0 は、性別および年齢と転帰の関連が強

かった。検証的分析の結果から、男性は年

齢により病態が異なることが示された。基

本類型は認知症とそれ以外の器質性精神障

害に分けるのがふさわしいと考えられる。 
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F7、F8 および F4569 は、いずれも処遇終

了となる割合が高かったが、その中でもク

ラスターにより転帰に違いがみられた。主

に性別および重複障害がクラスター生成に

寄与し、各クラスターに特徴がみられたが、

サンプルサイズが小さいこともあり、現時

点では各集団に単一の基本類型を与えるの

が望ましい。 

以上をまとめると、暫定的に 12 の基本類

型が考えられる（表 15）。これらの基本類

型は今後の検討により見直される可能性が

あるが、入院処遇ガイドライン改訂の際に

は、これらに概ね対応した集団ごとに治療・

処遇の内容を記載することが想定される。 

2. 二次分析  

本稿作成時現在、分析準備中であるが、

一次分析の結果を踏まえて付加的な分析を

行うことにより、対象者の精緻な類型化に

資する所見が得られる可能性がある。サン

プルサイズが 1,198 名と一次分析に比して

小さくなるため、クラスター分析を行う場

合には投入する変数（群）を絞り込む、ま

たは一次分析と同様の分析を行って得られ

たクラスターの中で動的因子の時系列情報

（主成分分析などによる変数化を想定）に

よる類型の抽出を行う、などの方法を検討

する必要がある。 

 

Ｅ．結論  

入院対象者の特性や入院処遇の転帰から

12 の基本類型が抽出された。これらは二次

分析を含めた更なる検討により修正される

可能性があるが、将来の入院処遇ガイドラ

インにおいて定義される対象集団の原型と

なるものであり、ガイドライン改訂に向け

た準備の進展に寄与すると考えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし 

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表  

なし 

 

2．学会発表  

小池純子, 曽雌崇弘, 河野稔明, 竹田康

二, 藤井千代, 平林直次: 医療観察法対

象者の入院期間に影響する因子について

－医療観察法データベースと機械学習を

用いた分析. 第 18 回日本司法精神医学

会大会, Web 開催, 2022.7.9-7.10 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし 

 

2. 実用新案登録  

なし 

 

3. その他 

なし 
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  表1　一次分析で提供を受けたデータの項目

大項目 中項目

ヘッダー情報 抽出月

提供ID（対象者識別番号）
年齢 入院時年齢
性別
審判決定時の診断 診断名（主診断）

重複障害1
重複障害2

入院医療機関による診断 診断名（主診断）
重複障害1
重複障害2

対象行為 対象行為1種別
対象行為2種別
対象行為3種別
被害者区分
放火の被害区分

当該医療観察法処遇の情報 当初審判処遇
再処遇回数

当該入院処遇の情報 入院決定日
再入院回数
急性期総日数・有無
回復期総日数・有無
社会復帰期総日数・有無

入院処遇の転帰 現在の処遇
入院処遇日数・有無
退院区分
退院時処遇大区分
退院時処遇小区分

共通評価項目第2版 中項目・入院時初回
小項目・入院時初回
中項目・入院継続申請1回目
小項目・入院継続申請1回目
中項目・退院申請
小項目・退院申請

共通評価項目第3版 中項目・入院時初回
小項目・入院時初回
中項目・入院継続申請1回目
小項目・入院継続申請1回目
中項目・退院申請
小項目・退院申請

触法歴 前科前歴（少年触法行為含む）
少年触法行為
少年触法行為の回数
成人刑法犯
矯正施設通算収監期間
（少年院／児童自立支援施設／刑務所含む）

薬物問題 薬物問題の有無
アルコール問題 アルコール問題の種別
※表頭の「大項目」「中項目」は入院データベースにおける階層。
「小項目」の掲載は省略した。

※下線付は追加で提供を受けた項目。
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  表2　二次分析で提供を受けたデータの項目

大項目 中項目

ヘッダー情報 抽出月

施設提供ID（抽出施設）

対象者提供ID（全国統一対象者番号）
年齢＊ 入院時年齢＊
性別＊
入院医療機関による診断 診断名（主診断）

重複障害1
重複障害2

対象行為＊ 対象行為1種別＊
対象行為2種別＊
対象行為3種別＊
被害者区分＊
放火の被害区分＊

当該入院処遇の情報 入院決定日＊
再入院回数＊
急性期総日数・有無
回復期総日数・有無
社会復帰期総日数・有無

入院処遇の転帰 現在の処遇
入院処遇日数
退院区分＊
退院時処遇大区分＊
退院時処遇小区分＊

処方・注射 クロザピン（概要）
共通評価項目第2版 中項目・入院時初回

中項目・基準日
共通評価項目第3版 中項目・入院時初回

社会復帰関連指標・入院時初回
中項目・基準日
社会復帰関連指標・基準日

隔離・拘束 概要（回数・総日数）
触法歴＊ 前科前歴（少年触法行為含む）＊

少年触法行為＊
少年触法行為の回数＊
成人刑法犯＊
矯正施設通算収監期間
（少年院／児童自立支援施設／刑務所含む）＊

薬物問題＊ 薬物問題の有無＊
アルコール問題＊ アルコール問題の種別＊
※表頭の「大項目」「中項目」は入院データベースにおける階層。
「小項目」の掲載は省略した。

※アスタリスク付は最新月（退院月または令和4年6月）のみ。
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2
(
1
.
1
)

一
時
的
パ
ー
ト
ナ
ー

1
6
(
0
.
6
)

入
院
期
間

性
別

F
8
 
心
理
的
発
達
障
害

6
6
(
1
.
8
)

知
人
ま
た
は
友
人

3
1
9
(
1
1
.
1
)

1
年
未
満

1
8
9
(
7
.
4
)

男
性

2
8
6
9
(
7
6
.
6
)

F
9
 
行
動
・
情
緒
障
害

2
(
0
.
1
)

未
知
の
人
物

7
9
9
(
2
7
.
7
)

1
～
2
年

8
6
6
(
3
3
.
9
)

女
性

8
7
4
(
2
3
.
4
)

F
9
9
 
特
定
不
能
の
精
神
障
害

3
(
0
.
1
)

会
社

4
0
(
1
.
4
)

2
～
3
年

8
0
1
(
3
1
.
3
)

審
判
決
定
時
の
主
診
断

な
し

0
(
0
.
0
)

私
的
組
織

6
1
(
2
.
1
)

3
～
4
年

3
1
8
(
1
2
.
4
)

F
0
 
器
質
性
精
神
障
害

1
0
1
(
2
.
7
)

入
院
医
療
機
関
の
重
複
障
害
＊

公
的
組
織

1
2
9
(
4
.
5
)

4
～
5
年

1
4
7
(
5
.
7
)

F
1
 
物
質
関
連
障
害

2
4
5
(
6
.
5
)

F
0
 
器
質
性
精
神
障
害

5
0
(
1
.
3
)

不
詳
ま
た
は
不
明

2
7
0
(
9
.
4
)

5
年
以
上

2
3
7
(
9
.
3
)

F
2
 
精
神
病
性
障
害

3
0
0
5
(
8
0
.
3
)

F
1
 
物
質
関
連
障
害

1
9
2
(
5
.
1
)

放
火
被
害
大
区
分
（
放
火
の
対
象
行
為
あ
り
、
n
＝
8
9
6
）

こ
こ
よ
り
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
Z
（
n
＝
1
6
3
8
）

F
3
 
気
分
障
害

2
4
7
(
6
.
6
)

F
2
 
精
神
病
性
障
害

5
4
(
1
.
4
)

自
宅

6
5
5
(
7
3
.
1
)

前
科
前
歴
（
少
年
ま
た
は
成
人
）

F
4
 
不
安
障
害
圏

2
3
(
0
.
6
)

F
3
 
気
分
障
害

1
6
(
0
.
4
)

関
係
者
の
い
る
場
所

6
2
(
6
.
9
)

あ
り

5
4
4
(
3
3
.
2
)

F
5
 
身
体
関
連
障
害

3
(
0
.
1
)

F
4
 
不
安
障
害
圏

1
4
(
0
.
4
)

関
係
者
の
い
な
い
場
所

9
0
(
1
0
.
0
)

な
し
・
不
明

1
0
9
4
(
6
6
.
8
)

F
6
 
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
圏

2
0
(
0
.
5
)

F
5
 
身
体
関
連
障
害

3
(
0
.
1
)

未
選
択

8
9
(
9
.
9
)

前
科
前
歴
（
少
年
触
法
行
為
）

F
7
 
知
的
障
害

4
4
(
1
.
2
)

F
6
 
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
圏

6
3
(
1
.
7
)

現
在
の
処
遇

あ
り

1
1
9
(
7
.
3
)

F
8
 
心
理
的
発
達
障
害

4
9
(
1
.
3
)

F
7
 
知
的
障
害

2
9
1
(
7
.
8
)

入
院
中

7
5
3
(
2
0
.
1
)

な
し
・
不
明

1
5
1
9
(
9
2
.
7
)

F
9
 
行
動
・
情
緒
障
害

4
(
0
.
1
)

F
8
 
心
理
的
発
達
障
害

1
3
0
(
3
.
5
)

退
院

2
9
8
8
(
7
9
.
8
)

前
科
前
歴
（
成
人
刑
法
犯
）

F
9
9
 
特
定
不
能
の
精
神
障
害

1
(
0
.
0
)

F
9
 
行
動
・
情
緒
障
害

3
1
(
0
.
8
)

そ
の
他

2
(
0
.
1
)

あ
り

3
9
2
(
2
3
.
9
)

な
し

1
(
0
.
0
)

F
9
9
 
特
定
不
能
の
精
神
障
害

0
(
0
.
0
)

退
院
時
処
遇
（
現
在
の
処
遇
が
退
院
、
n
＝
2
9
8
7
）

な
し
・
不
明

1
2
4
6
(
7
6
.
1
)

審
判
決
定
時
の
重
複
障
害
＊

そ
の
他

2
7
(
0
.
7
)

通
院
処
遇

2
4
4
7
(
8
1
.
9
)

被
起
訴
歴
（
成
人
刑
法
犯
）

F
0
 
器
質
性
精
神
障
害

3
9
(
1
.
0
)

対
象
行
為
＊

通
院
処
遇
－
入
院

3
9
3
(
1
3
.
2
)

あ
り

2
3
1
(
1
4
.
1
)

F
1
 
物
質
関
連
障
害

1
5
3
(
4
.
1
)

殺
人

5
4
5
(
1
4
.
6
)

通
院
処
遇
－
施
設
入
所

8
9
5
(
3
0
.
0
)

な
し
・
不
明

1
4
0
7
(
8
5
.
9
)

F
2
 
精
神
病
性
障
害

4
5
(
1
.
2
)

殺
人
未
遂

6
9
7
(
1
8
.
6
)

通
院
処
遇
－
家
族
同
居

5
7
9
(
1
9
.
4
)

薬
物
問
題
の
有
無

F
3
 
気
分
障
害

2
2
(
0
.
6
)

放
火

7
8
1
(
2
0
.
9
)

通
院
処
遇
－
単
身

5
8
0
(
1
9
.
4
)

あ
り

1
9
3
(
1
1
.
8
)

F
4
 
不
安
障
害
圏

1
8
(
0
.
5
)

放
火
未
遂

1
2
2
(
3
.
3
)

処
遇
終
了

4
9
2
(
1
6
.
5
)

な
し

1
2
2
2
(
7
4
.
6
)

F
5
 
身
体
関
連
障
害

1
(
0
.
0
)

強
盗

9
8
(
2
.
6
)

処
遇
終
了
－
入
院

3
1
7
(
1
0
.
6
)

不
詳
/
不
明

2
2
3
(
1
3
.
6
)

F
6
 
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
圏

7
3
(
2
.
0
)

強
盗
未
遂

5
7
(
1
.
5
)

処
遇
終
了
－
通
院

1
4
1
(
4
.
7
)

ア
ル
コ
ー
ル
問
題

F
7
 
知
的
障
害

2
4
3
(
6
.
5
)

傷
害

1
4
2
2
(
3
8
.
0
)

処
遇
終
了
－
医
療
な
し

3
4
(
1
.
1
)

乱
用

7
3
(
4
.
5
)

F
8
 
心
理
的
発
達
障
害

7
2
(
1
.
9
)

強
制
性
交
等

5
(
0
.
1
)

抗
告
退
院

1
5
(
0
.
5
)

依
存
症

5
8
(
3
.
5
)

F
9
 
行
動
・
情
緒
障
害

1
8
(
0
.
5
)

強
制
性
交
等
未
遂

2
0
(
0
.
5
)

死
亡

3
3
(
1
.
1
)

酩
酊

3
8
(
2
.
3
)

F
9
9
 
特
定
不
能
の
精
神
障
害

0
(
0
.
0
)

強
制
猥
褻

1
1
3
(
3
.
0
)

死
亡
（
病
死
）

1
8
(
0
.
6
)

な
し

1
0
8
0
(
6
5
.
9
)

そ
の
他

1
9
(
0
.
5
)

強
制
猥
褻
未
遂

1
3
(
0
.
3
)

死
亡
（
自
殺
）

1
5
(
0
.
5
)

不
詳
/
不
明

3
8
9
(
2
3
.
7
)

※
ア
ス
タ
リ
ス
ク
付
の
変
数
は
複
数
選
択
。
そ
れ
以
外
は
単
一
選
択
の
た
め
、
割
合
の
合
計
は
1
0
0
％
に
な
る
（
退
院
時
処
遇
は
各
階
層
で
合
計
1
0
0
％
）
。

※
放
火
被
害
大
区
分
の
「
自
宅
」
は
、
一
戸
建
て
か
集
合
住
宅
か
、
同
居
家
族
あ
り
か
独
居
か
に
よ
り
分
類
さ
れ
た
4
個
の
小
区
分
を
含
む
。
「
関
係
者
の
い
る
場
所
」
は
小
区
分
「
ホ
テ
ル
等
一
時
居
宅
中
の
場
所
」
、

「
医
療
・
福
祉
施
設
(
入
院
先
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
)
」
、
「
知
人
宅
」
を
含
む
。
「
関
係
者
の
い
な
い
場
所
」
は
小
区
分
「
知
ら
な
い
人
の
家
」
、
「
非
現
住
建
造
物
(
小
屋
・
倉
庫
な
ど
)
」
を
含
む
。

変
数

変
数

変
数

変
数
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表4　全対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 強盗・性暴力 274 超長期比較的多い

2 F2以外 715 処遇終了多い、物質乱用不良

3 F2、殺人 948 超長期やや多い、非社会性良好
4 F2、放火 655 処遇終了比較的多い、自殺企図不良
5 F2、傷害 1151 超長期やや多い、自殺企図良好

投入変数（群）：入院時年齢、性別、主診断、対象行為4区分

表5　主診断F2の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 男性、若年 792 通院処遇・超長期多い

2 男性、中年 888 転帰の分布は平均的、個人的支援やや不良

3 男性、高齢 281 処遇終了多い、超長期少ない、個人的支援不良
4 女性、若年 211 通院処遇・超長期多い、自殺企図やや不良
5 女性、中年・高齢 390 処遇終了やや多い、超長期やや少ない
6 重複F1 91 転帰の分布は平均的、非社会性不良、個人的支援やや不良
7 重複F7、男性 149 転帰の分布は平均的、非社会性不良
8 重複F7、女性 58 超長期多い、自殺企図やや不良
9 重複F8 113 通院処遇少ない、超長期非常に多い

投入変数（群）：入院時年齢、性別、重複障害

表6　主診断F2以外の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 F7・F4569 66 処遇終了非常に多い、衝動コントロール・非社会性・ストレス不良

2 男性、F0 97 処遇終了非常に多い

3 男性、F1 221 処遇終了多い、非社会性やや不良
4 男性、F3 139 転帰の分布は平均的、自殺企図やや不良
5 男性、F8 61 処遇終了・超長期多い、共感性不良、非社会性やや不良
6 女性、F3 113 通院処遇非常に多い、自殺企図・ストレス不良
7 女性、F0・F1・F8・F4569 73 処遇終了多い

投入変数（群）：入院時年齢、性別、主診断

表7　主診断F0の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 女性 15 処遇終了多い、自殺企図・コンプライアンス不良

2 男性、若年・中年 57 通院処遇比較的多い、超長期も一定数あり

3 男性、高齢 40 処遇終了非常に多い、個人的支援不良
投入変数（群）：入院時年齢、性別

表8　主診断F1の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 通院短期 110 （ほかの変数に特筆すべき特徴なし）

2 通院短期以外 70 （ほかの変数に特筆すべき特徴なし）
投入変数（群）：入院時年齢、性別、重複障害、複合転帰
※投入変数（群）に複合転帰を含むため、データセットYで分析を行った。そのため、分析対象集団全体の
対象者数は180名である（データセットXの主診断F1の対象者は244名）。
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表9　主診断F3の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 男性、殺人 44 若年者少ない、通院処遇多い

2 女性、殺人 82 若年者多い、通院処遇多い

3 男性、放火 42 若年者少ない、処遇終了多い
4 女性、放火 22 通院処遇多い、終了長期・超長期比較的多い
5 傷害 47 超長期やや多い
6 強盗・性暴力 15 処遇終了多い

投入変数（群）：入院時年齢、性別、対象行為4区分

表10　主診断F7の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 男性 32 対象行為の分布は平均的、処遇終了非常に多い、共感性不良

2 女性 10 放火非常に多い、通院処遇比較的多い、共感性比較的良好
投入変数（群）：入院時年齢、性別

表11　主診断F8の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 重複F7 13 全員が短期、共感性・個人的支援不良

2 重複F7なし 53 超長期多い
投入変数（群）：入院時年齢、性別、重複障害

表12　主診断F4569の対象者の分析で生成されたクラスターの特徴

No. ラベル n クラスターの特徴

1 男性 18 対象行為の分布は平均的、処遇終了多い、自殺企図・物質乱用良好

2 女性 22 殺人多い、超長期やや多い、非社会性・物質乱用良好
3 重複F1・F8 7 傷害多い、終了短期多いがnが小、自殺企図良好、物質乱用不良
4 重複F7 7 放火多い、通院処遇比較的多いがnが小

投入変数（群）：入院時年齢、性別、重複障害

表13　主診断別の転帰

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

入院期間
1年未満 26 (34.2) 26 (14.4) 95 (4.7) 13 (8.0) 11 (37.9) 3 (9.4) 15 (37.5)
1～2年 22 (28.9) 80 (44.4) 674 (33.1) 56 (34.6) 9 (31.0) 12 (37.5) 13 (32.5)
2～3年 17 (22.4) 45 (25.0) 666 (32.7) 54 (33.3) 4 (13.8) 8 (25.0) 7 (17.5)
3～4年 5 (6.6) 19 (10.6) 268 (13.1) 22 (13.6) 2 (6.9) 1 (3.1) 1 (2.5)
4～5年 3 (3.9) 4 (2.2) 123 (6.0) 11 (6.8) 2 (6.9) 3 (9.4) 1 (2.5)
5年以上 3 (3.9) 6 (3.3) 213 (10.4) 6 (3.7) 1 (3.4) 5 (15.6) 3 (7.5)

退院時処遇大区分
通院処遇 31 (42.5) 128 (73.6) 1566 (85.8) 136 (87.2) 11 (39.3) 18 (66.7) 20 (54.1)
処遇終了 39 (53.4) 42 (24.1) 233 (12.8) 17 (10.9) 16 (57.1) 9 (33.3) 15 (40.5)
抗告退院 1 (1.4) 1 (0.6) 9 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (5.4)
死亡 1 (1.4) 3 (1.7) 17 (0.9) 2 (1.3) 1 (3.6) 0 (0.0) 0 (0.0)
その他 1 (1.4) 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

（n＝40）

（n＝73） （n＝174） （n＝1826） （n＝155） （n＝28） （n＝27） （n＝37）

（n＝76） （n＝180） （n＝2039） （n＝162） （n＝29） （n＝32）

F4569F0 F1 F2 F3 F7 F8
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表
1
4
　
二
次
分
析
で
用
い
た
変
数
の
記
述
統
計
（
特
記
な
き
は
 
n
＝
1
1
9
8
）

n
(
%
)

n
(
%
)

n
(
%
)

n
(
%
)

入
院
時
年
齢

対
象
行
為
＊

現
在
の
処
遇

前
科
前
歴
（
少
年
ま
た
は
成
人
）

2
0
代

1
3
2
(
1
1
.
0
)

殺
人

1
3
5
(
1
1
.
3
)

入
院
中

7
0
7
(
5
9
.
0
)

あ
り

4
2
0
(
3
5
.
1
)

3
0
代

2
8
6
(
2
3
.
9
)

殺
人
未
遂

2
2
4
(
1
8
.
7
)

転
院

1
8
(
1
.
5
)

な
し
・
不
明

7
7
8
(
6
4
.
9
)

4
0
代

3
3
0
(
2
7
.
5
)

放
火

2
5
7
(
2
1
.
5
)

退
院

4
7
2
(
3
9
.
4
)

前
科
前
歴
（
少
年
触
法
行
為
）

5
0
代

2
4
7
(
2
0
.
6
)

放
火
未
遂

4
6
(
3
.
8
)

処
遇
期
間
の
進
行
停
止

1
(
0
.
1
)

あ
り

1
1
0
(
9
.
2
)

6
0
代

1
3
4
(
1
1
.
2
)

強
盗

2
0
(
1
.
7
)

そ
の
他

0
(
0
.
0
)

な
し
・
不
明

1
0
8
8
(
9
0
.
8
)

7
0
代

5
6
(
4
.
7
)

強
盗
未
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 表15　抽出された入院対象者の基本類型

No. 基本類型の概要

1 F0 高齢者・認知症

2 F0 比較的若年・器質性精神障害

3 F1（患者特性は同質だが処遇に施設差か）

4 F2 重複障害F8

5 F2 重複障害F1/F7

6 F2 重複障害なし（年齢・性別で修飾）

7 F3 女性の嬰児殺害

8 F3 双極性障害の粗暴行為

9 F3 それ以外の気分障害

10 F7（性別で修飾される）
11 F8（重複障害F7で修飾される）
12 その他の主診断
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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

指定入院医療機関退院後の予後に関する全国調査 

 

研究分担者 竹田 康二  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

本研究は、医療観察法入院処遇対象者の退院後の予後を把握すること、対象者の予後に影響を与え

る要因を検討することを目的としている。 

令和 4年度は、重度精神疾患標準的治療確立事業（医療観察法データベース事業）のデータの利

活用に関する研究事業の研究利活用委員会に利活用申請を行い、承認を取得し、医療観察法病棟退

院患者の向精神薬処方等に関するデータの提供を受け、解析した。また提供を受けたデータと令和 3

年度に実施した通院処遇移行対象者に関する予後調査データとの連結解析も実施した。2019年 9月

から 2021年 12月に医療観察法病棟を退院した対象者のうち、退院時に抗精神病薬が処方されてい

た統合失調症圏の患者数は 336名であった。そのうち 84名にクロザピン（Clozapine:以下、CLZ）、

89名に持効性注射剤（Long Acting Injection:以下、LAI）が処方されていた。CLZ群、LAI群、

CLZ・LAI剤いずれの処方もない群の 3群に分けて比較すると、CLZ群は平均入院処遇期間が 4.8年

と長く、入院処遇期間中の隔離経験率が 47.6％と高かった。また LAI群は通院処遇移行者の割合が

95.5％と高かった。上記提供データと昨年度までに収集された通院処遇移行対象者に関する予後調

査のデータを退院年月、年齢（10年齢階級別）、性別（男女）、対象行為、精神科主診断（ICD-10）、

退院区分（処遇、居住形態）で照らし合わせ、連結可能であったデータのうち、統合失調症圏かつ

退院時に抗精神病薬が処方されていた対象者 103名について抗精神病薬と通院処遇期間中の予後と

の関連を分析した。CLZ群が、非 CLZ群と比較して、通院処遇期間中の精神保健福祉法入院累積発生

率が有意に高かったが 、調整入院者（退院と同時に精神保健福祉法入院）を除いた解析では有意差

は認めなかった。 

医療観察法入院処遇対象者のうち、退院時処遇終了者の予後に関する研究は、退院時に同意が得

られた者について、退院後利用する医療機関にアンケート調査を実施した。令和 4年度は合計 10名

のデータが収集された。性別は全員が男性、平均年齢は 57.6 歳、退院時精神科主診断（ICD-10）は

F0が 2名、F1が 2名、F2 が 6名であった．退院後の治療は 10名中 8名が継続中、1名は中断、1名

は終了（病死）であった。再他害行為、自殺企図、医療観察法による再入院はいずれもみられなか

った。精神保健福祉法による入院は 10名中 8名が経験しており、そのうち 7名は処遇終了日から調

査日までの全日を精神科病棟に入院して過ごしていた。 
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研究協力者（順不同、敬称略） 

本村啓介 さいがた医療センター 

山田悠至  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

柏木宏子 同上 

 

Ａ．研究目的  

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」は、心神喪失等の状

態で重大な他害行為を行った精神障害者の

処遇と医療について定めた法律である（以

下、医療観察法の対象となった者を対象者

と記載する）。  

医療観察法は長期にわたり法に基づく処

遇と精神科医療を対象者に課す制度であり、

特に入院処遇は人権的制約が大きい。また

多額の公費が投入されている制度でもある。

したがって、医療観察入院医療を受けた対

象者の予後を適切に把握し、さらなる医療

の改善を目指していく必要がある。本研究

は、医療観察法入院処遇対象者の退院後の

予後を把握すること、退院後の予後に影響

を与える因子を検討することを目的にして

いる。また医療観察法病棟等退院時、多く

の対象者が通院処遇に移行するが、一部の

対象者は退院時に医療観察法による処遇が

終了となる 1)。そこで、本研究は退院時処

遇終了者に関する調査も実施している。 

令和 3 年度は、通院処遇移行対象者に関

する予後調査研究と退院時処遇終了者に関

する予後調査研究を実施した。令和 4 年度

は、新たに触法精神障害者に対する向精神

薬処方に関する研究を実施した。医療観察

法病棟を退院した対象者の退院時向精神薬

処方状況を明らかとするとともに、向精神

薬処方が通院処遇移行後の予後に与える影

響を明らかとすることを目的に、令和 3 年

度に実施した通院処遇移行対象者に関する

予後調査研究で得られたデータと連結解析

した。 

上記研究については、いずれも国立精神・

神経医療研究センター倫理委員会より承認

を得て実施した（承認番号 B2020-031、

B2020-138、A2022-025）。  

 

Ｂ．研究方法  

1. 触法精神障害者に対する向精神薬処方

に関する研究  

1) 調査対象 

2019 年 9 月より 2021 年 12 月までの間

に、全国の医療観察法指定入院医療機関 32

施設（国立病院機構賀茂精神医療センター

を除く）の医療観察法病棟を退院した対象

者。 

2) 調査項目 

退院時年齢、性別、主診断・重複障害、

対象行為、アルコール・薬物問題の有無、

入院期間、入院処遇中行動制限の有無、退

院年月、退院時処遇・居住形態、退院時向

精神薬処方内容など 

3) 調査方法 

 重度精神疾患標準的治療確立事業（医療

観察法データベース事業）のデータの利活

用に関する研究事業の研究利活用委員会に

利活用申請を行い、承認を取得し、医療観

察法病棟退院患者の向精神薬処方等に関す

るデータの提供を受け解析した。 

また令和 3 年度に実施した通院処遇移行

対象者に関する予後調査研究（全国 31 施設

と協働し研究参加同意取得が得られた者に

関し、全国の社会復帰調整官の協力を得て

通院処遇期間中の予後データを収集）のデ

ータのうち、2019 年 9 月 1 日から 2021 年

6 月 16 日までの期間に医療観察法病棟を退

院した対象者のデータを、上記提供データ

と、退院年月、年齢（10 年齢階級別）、性別

（男女）、対象行為、精神科主診断（ICD-10）、
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退院区分（処遇、居住形態）で照らし合わ

せ連結可能であった者については、向精神

薬処方と通院処遇移行後の予後（再他害行

為、自殺企図、精神保健福祉法入院など）

の関連を分析した。 

上記研究については、国立精神・神経医

療研究センターホームページで研究の実施

についての情報を公開し、研究参加拒否の

機会を保障した。 

2.退院時処遇終了者に関する予後調査研

究 

1) 調査対象 

2021 年 3 月 10 日から 2022 年 7 月 15 日

までの間に、共同研究施設である全国 16 の

指定入院医療機関を退院時処遇終了となっ

た対象者のうち退院後の予後調査に同意の

得られた者である。調査対象期間は、各対

象者の退院日から 2022 年 7 月 15 日の間で

ある。 

2) 調査項目 

年齢、性別、精神科診断、対象行為、再

他害行為の有無、治療継続の有無、自殺未

遂・既遂の有無、物質使用の状況、精神保

健福祉法による入院の有無、精神保健福祉

サービスの利用状況、住居および就労の状

況等・退院後利用した医療・社会福祉資源

など 

3）調査方法 

退院時処遇終了者のうち、研究同意が取

得できた者について、調査票に記された調

査項目について、共同研究施設である指定

入院医療機関の担当者が電話で研究対象者

の退院後の治療担当者に聞き取り調査を行

い、その結果を回収した。 

 

Ｃ．研究結果  

1. 触法精神障害者に対する向精神薬処方

に関する研究  

1）医療観察法病棟退院患者の基本属性  

2019 年 9 月 1 日～2021 年 12 月 31 日に

医療観察法病棟を退院した 468 名のデータ

提供を受けた。性別は男性 348 名（74%）、

女性 120 名(26%)であった。年代別で見る

と、20 代 36 名(8%)、30 代 95 名(20%)、40

代 136 名(29%)、50 代 90 名(19%)、60 代 63

名(13%)、70 代 40 名(9%)、80 代 8 名(2%)で

あった。精神科主診断（国際疾病分類第 10

版(ICD-10)で分類）は、F2（統合失調症、

統合失調症型障害および妄想性障害）が

373 名（79.7%）、F3（気分障害）が 36 名

（7.7%）、F1（精神作用物質使用による精神

および行動の障害）が 25 名（5.3%）であっ

た。対象行為(第一選択のみ)は、殺人（未

遂含む）163 名（34.8%）、傷害 175 名（37.4%）、

放火（未遂含む）98 名（20.9%）が大半を占

めていた。 

2) 統合失調症圏の対象者の退院時抗精神

病薬処方内容による比較 

統合失調症圏（統合失調症または統合失

調感情障害）の対象者に限定して、抗精神

病薬処方内容で分類した対象者の退院時年

齢、性別、精神科重複障害、対象行為、入

院処遇期間、入院処遇中行動制限の有無、

退院時処遇・居住形態などの比較を行った

（表 1）。抗精神病薬処方内容別の分類は、

以下の 3 群とした。1 退院月にクロザピン

（Clozapine：以下、CLZ）が処方されてい

た群（ CLZ 群）、 2 退院月に持効性注射剤

（Long Acting Injection：以下、LAI）が

処方されていた群（LAI 群）、3 退院月に抗

精神病薬が処方されていたが、CLZ、LAI は

処方されていなかった群（非 CLZ・非 LAI

群）。  

退院月に抗精神病薬が処方されていた統

合失調症圏の患者数は 336 名であった。CLZ

群は 84 名、LAI 群は 89 名、非 CLZ・非 LAI

群は 163 名であった。 

CLZ 群では入院処遇期間中の隔離経験率
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が他の群と比較して高く（47.6%）、平均入

院処遇期間が CLZ 群では他の群と比較して

長かった（4.78 年）。LAI 群は他の群と比較

して、通院処遇移行率が高かった（95.5%）。 

3）抗精神病薬処方が通院処遇移行対象者

の予後に与える影響  

 医療観察法データベース事業研究利活用

事業より提供を受けた医療観察法病棟退院

患者の向精神薬処方等に関するデータと、

令和 3 年度に実施した通院処遇移行対象者

に関する予後調査研究参加同意者のデータ

のうち 2019 年 9 月 1 日から 2021 年 6 月 16

日までに医療観察法病棟を退院した対象者

のデータを、退院年月、年齢（10 年齢階級

別）、性別（男女）、対象行為、精神科主診

断（ICD-10）、退院区分（処遇、居住形態）

で照らし合わせたところ、139 名が連結可

能であった。そのうち、統合失調症圏かつ

退院月に抗精神病薬が処方されていた対象

者 103 名について分析した。表 2 では表 1

と同様に抗精神病薬処方内容により 3 群に

分類して抗精神病薬処方と通院処遇期間中

の予後の関連を分析した。 

103 名全体の平均通院処遇観察期間（通

院処遇終了者は処遇終了日まで、2021 年 7

月 15 日時点で通院処遇継続中であった対

象者は同日時点まで）は、340.6 日であっ

た。また全体で、通院処遇期間中の他害行

為、死亡、自殺企図はそれぞれ 2 件、医療

観察法再入院処遇は 1 件認めた。抗精神病

薬以外の退院時向精神薬処方についてみる

と、CLZ 群は気分安定薬処方者数の割合が

高かった(48.7%)。 

通院処遇期間中の精神保健福祉法入院、

非自発的入院、調整入院（通院処遇移行時

にそのまま精神保健福祉法入院）経験率は

いずれも CLZ 群で最も高かった（それぞれ

51.7%、22.6%、32.3%）。生存分析(Log Rank

検定)では、CLZ 群は非 CLZ 群（LAI 群＋非

CLZ・非 LAI 群）と比較して、精神保健福祉

法入院累積発生率が高かったが(p=0.003、

図 1)、調整入院者を除いた解析では、有意

な差は認めなかった（p=0.121、図 2）。  

2.退院時処遇終了者に関する予後調査研

究 

研究開始から 2022 年 7 月 15 日までの研

究参加対象者数は 10 名であった。平均入院

処遇期間は 1,358 日、性別は全員が男性、

平均年齢は 57.6 歳であった。退院時精神科

主診断は F0 が 2 名、F1 が 2 名、F2 が 6 名

であった。対象行為は殺人 1 名、放火 4 名、

放火未遂 1 名、傷害 4 名であった。退院後

の治療は 10 名中 8 名が継続中、1 名は中

断、1 名は終了（病死による）であった。調

査期間における再他害行為、自殺企図、ア

ルコール・薬物の摂取はいずれも認めなか

った。医療観察法による再処遇は認めなか

った一方で、精神保健福祉法による入院は

10 名中 8 名が経験していた。そのうち 7 名

は医療保護入院にて、処遇終了日から調査

日までの全日を精神科病棟に入院して過ご

していた。現在の居住形態は 10 名中 7 名

が入院中、1 名が介護保険施設、1 名が不明、

1 名が死亡であった。就労に至った者はい

ない。生計（複数選択可）は、貯蓄による

者が 1名、家族からの支援による者が 1名、

障害年金による者が 6 名、生活保護による

者が 3 名、その他が 4 名であった。入院医

療機関で作成されたクライシスプランの活

用については、そのまま活用している者が

2 名、加筆・修正して活用している者が 2

名、活用していない者が 4 名、その他の者

が 2 名（いずれも未作成）であった。 

 

Ⅾ．考察  

1) 触法精神障害者に対する向精神薬処方

に関する研究  

 医療観察法病棟では治療抵抗性統合失調
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症治療薬である CLZ 治療が積極的に実施さ

れていることが知られている 2)が、本研究

でも統合失調症圏の退院患者（そのうち抗

精神病薬が処方されていた者）の 25％が

CLZ を処方されていた。CLZ 群において平均

入院処遇期間が長期であったこと、行動制

限率が高かったことからは、CLZ 群は他の

群と比較して治療困難な症例が多いと推測

された。臨床的には病的体験や問題行動が

激しかった対象者が CLZ 導入により病状が

安定し退院につながったケースは少なくな

い。本研究結果は CLZ の治療効果を否定す

るものではなく、治療困難な症例に CLZ が

導入されたという結果を表していると推測

された。もっとも、ケースによっては対象

者の居住予定地域において CLZ 治療ができ

る指定通院医療機関が不足しており、受け

入れ先が見つからず入院処遇期間が長期化

しているなどの事情が生じている可能性は

推測される。今後、CLZ 導入前後における

対象者の行動制限率や精神病症状を比較す

るなどの研究が実施され、医療観察法医療

における CLZ 治療の効果検証が進むことが

望まれる。 

また持効性注射剤も 26.5％の対象者で

実施されていた。LAI 群の通院処遇移行率

が非常に高いこと、平均入院処遇期間が非

CLZ・非 LAI 群と比較して長くないことから

は、LAI 群は退院後も精神科治療の継続は

必要であるが、比較的病状は安定した対象

者が多いと推測された。 

CLZ 群は非 CLZ 群と比較して、通院処遇

期間中の精神保健福祉法入院累積発生率が

有意に高かった。もっとも、調整入院者を

除いた解析では、有意な差は認めなかった

が、調整入院群を除いた調査対象者数がや

や小さい（特に CLZ 群）ため評価は難しい。  

今後、CLZ や LAI が通院処遇期間中の予後

へ与える影響に関して、さらなる研究が望

まれる。 

2）退院時処遇終了者に関する研究  

研究対象者の診断は F0 が 20%、F1 が 20%

と、いずれも入院処遇者全体よりも高い割

合を占めていた。前者では治療反応性が、

後者では疾病性が失われることによって処

遇終了になったと考えられるのに対して、

60％を占める F2 では、治療反応性の限界の

ために処遇終了になったものと推測された。 

研究対象者のうち 80％（8 名）は処遇終

了と同時に精神保健福祉法による入院に移

行しており、うち 7 名は退院日から調査日

までの全期間を医療保護入院にて病棟で過

ごしていた。今回の調査期間では、再他害

行為やアルコール・薬物の摂取は認められ

なかったが、それは大半の研究対象者が入

院中であったためであると考えられた。 

退院後、クライシスプランを「そのまま

活用している」および「修正して活用して

いる」者 4 人の平均年齢が 41.5 歳であっ

たのに対して、「活用していない」者および

未作成であった者 6 名の平均年齢は 68.3

歳と、大きな差がみられた。医療観察法医

療に特徴的なツールを活用するうえで、年

齢が制約となっている可能性が示唆された。 

 

Ｅ．結論  

医療観察法病棟を退院した対象者のうち、

特に統合失調症圏の対象者の抗精神病薬処

方状況と、抗精神病薬処方と通院処遇期間

中の予後の関連について報告した。 

退院時処遇終了者に関する予後調査研究

は徐々に研究参加者数が増加してきた。退

院時処遇終了者の多くが医療観察法病棟退

院後、精神保健福祉法入院を継続していた。 

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし 
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Ｇ．研究発表  

1．論文発表  

 なし 

 

2．学会発表  

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし 

 

2. 実用新案登録  

なし 

 

3. その他 

 なし 
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表1　統合失調症圏の医療観察法病棟退院者の入院処遇情報の抗精神病薬処方内容による比較

退院時年齢　20s, n (%) 7 8.3 5 5.6 16 9.8 28 8.3
30s, n (%) 19 22.6 19 21.3 40 24.5 78 23.2
40s, n (%) 28 33.3 29 32.6 49 30.1 106 31.5
50s, n (%) 21 25.0 17 19.1 32 19.6 70 20.8
60s, n (%) 8 9.5 13 14.6 15 9.2 36 10.7
70s, n (%) 1 1.2 6 6.7 11 6.7 18 5.4

　性別　M, n (%) 65 77.4 73 82.0 117 71.8 255 75.9
F, n (%) 19 22.6 16 18.0 46 28.2 81 24.1

対象行為　殺人, n (%) 27 31.0 35 38.9 54 31.8 116 33.4
傷害, n (%) 35 40.2 36 40.0 64 37.6 135 38.9
放火, n (%) 15 17.2 11 12.2 36 21.2 62 17.9
強盗, n (%) 5 5.7 2 2.2 9 5.3 16 4.6

性犯罪, n (%) 5 5.7 6 6.7 7 4.1 18 5.2
精神科重複障害（F2除く）　F0, n (%) 1 1.2 1 1.1 0 0.0 2 0.6

F1, n (%) 1 1.2 1 1.1 4 2.5 6 1.8
F3, n (%) 1 1.2 1 1.1 0 0.0 2 0.6
F6, n (%) 1 1.2 0 0.0 0 0.0 1 0.3
F7, n (%) 10 11.9 6 6.7 10 6.1 26 7.7
F8, n (%) 8 9.5 3 3.4 11 6.7 22 6.5
F9, n (%) 1 1.2 0 0.0 3 1.8 4 1.2

医療観察法病棟入院中の隔離経験, n (%) 40 47.6 13 14.6 24 14.7 77 22.9
医療観察法病棟入院中の拘束経験, n (%) 9 10.7 5 5.6 8 4.9 22 6.5

平均入院処遇期間, years 4.78 3.02 2.99 3.45
退院時通院処遇移行者, n (%) 70 83.3 85 95.5 135 82.8 290 86.3

退院時通院処遇移行者の居住　家族同居, n (%) 7 10.0 16 18.8 22 16.3 45 15.5
単身生活, n (%) 11 15.7 23 27.1 30 22.2 64 22.1
施設入所, n (%) 37 52.9 33 38.8 64 47.4 134 46.2

一般精神科病棟入院, n (%) 15 21.4 13 15.3 18 13.3 46 15.9
不明, n (%) 0 0.0 0 0.0 1 0.7 1 0.3

退院時処遇終了者, n (%) 14 16.7 4 4.5 28 17.2 46 13.7
退院時処遇終了者の転帰　一般精神科病棟入院, n (%) 9 64.3 3 75.0 15 53.6 27 58.7

精神科通院, n (%) 3 21.4 0 0.0 9 32.1 12 26.1
精神科治療終了, n (%) 1 7.1 0 0.0 1 3.6 2 4.3

死亡, n (%) 1 7.1 1 25.0 3 10.7 5 10.9

表2　統合失調症圏の通院処遇移行対象者の予後の抗精神病薬処方内容による比較

退院時年齢　20s, n (%) 0 (0.0) 3 (9.1) 3 (7.7) 6 (5.8)
30s, n (%) 6 (19.4) 7 (21.2) 10 (25.6) 23 (22.3)
40s, n (%) 14 (45.2) 13 (39.4) 15 (38.5) 42 (40.8)
50s, n (%) 10 (32.3) 5 (15.2) 6 (15.4) 21 (20.4)
60s, n (%) 1 (3.2) 3 (9.1) 2 (5.1) 6 (5.8)
70s, n (%) 0 (0.0) 2 (6.1) 3 (7.7) 5 (4.9)

　性別　M, n (%) 23 (74.2) 24 (72.7) 26 (66.7) 73 (70.9)
F, n (%) 8 (25.8) 9 (27.3) 13 (33.3) 30 (29.1)

対象行為　殺人, n (%) 16 (51.6) 11 (33.3) 13 (33.3) 40 (38.8)
傷害, n (%) 8 (25.8) 13 (39.4) 11 (28.2) 32 (31.1)
放火, n (%) 3 (9.7) 6 (18.2) 13 (33.3) 22 (21.4)
強盗, n (%) 2 (6.5) 2 (6.1) 2 (5.1) 6 (5.8)

性犯罪, n (%) 2 (6.5) 1 (3.0) 0 (0.0) 3 (2.9)
平均入院処遇期間, days (中央値) 1887.4 (1371.0) 921.5 (863.0) 955.1 (904.0) 1224.9 (1001.0)

医療観察法病棟隔離経験, n 14 (45.2) 2 (6.1) 2 (5.1) 18 (17.5)
医療観察法病棟隔離拘束経験, n 4 (12.9) 0 (0.0) 1 (2.6) 5 (4.9)

抗不安薬処方者数, n (%) 16 (51.6) 15 (45.5) 23 (59.0) 54 (52.4)
気分安定薬処方者数, n (%) 19 (48.7) 9 (27.3) 11 (28.2) 39 (37.9)

抗うつ薬処方者数, n (%) 2 (6.5) 0 (0.0) 4 (10.3) 6 (5.8)
抗パ剤処方者数, n (%) 6 (19.4) 11 (33.3) 7 (17.9) 25 (23.3)

平均通院処遇観察期間, days (中央値) 341.0 (343.0) 312.7 (248.0) 363.8 (366.0) 340.6 (342.0)
通院処遇中の再他害・迷惑行為（軽微なもの含む）, n (%) 1 (3.2) 0 (0.0) 1 (2.6) 2 (1.9)

死亡, n (%) 0 (0.0) 1 (3.0) 1 (2.6) 2 (1.9)
自殺企図, n (%) 0 (0.0) 2 (6.1) 0 (0.0) 2 (1.9)

医療観察法再入院処遇, n (%) 1 (3.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.0)
精神保健福祉法入院, n (%) 15 (51.7) 5 (17.2) 9 (31.0) 29 (28.2)

非自発的入院, n (%) 7 (22.6) 2 (6.1) 4 (10.3) 13 (12.6)
調整入院, n (%) 10 (32.3) 3 (9.1) 5 (12.8) 18 (17.5)

CLZ: Clozapine   LAI: Long Acting Injection

CLZ: Clozapine   LAI: Long Acting Injection

CLZ群(n=84) LAI群(n=89) 非CLZ・非LAI群(n=163) 全体 (n=336)

CLZ群(n=31) LAI群(n=33) 非CLZ・非LAI群(n=39) 全体 (n=103)
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図1　精神保健福祉法入院累積発生率（Kaplan Meier法）

CLZ: Clozapine

図2　調整入院者を除いた精神保健福祉法入院累積発生率（Kaplan Meier法）

CLZ: Clozapine

非CLZ群
CLZ群

（日数）

CLZ群
非CLZ群

（日数）
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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

頻回/長期行動制限を受けた対象者の全国調査 

 

研究分担者 壁屋 康洋  国立病院機構榊原病院 

 

研究要旨： 

「複雑事例のプロファイリングとセグメント化に関する研究」1) の結果、医療観察法入院期間が 6年を

超える複雑事例中核群 2)であっても、(1) 共通評価項目の評定が初回入院継続申請時から退院申請時にか

けて低下した、即ち状態の改善が得られて通院処遇へ移行した群（以下、通院移行群）と、(2) 共通評価

項目の評定が初回入院継続申請時から退院申請時にかけて差が乏しい、即ち改善せずに医療観察法入院処

遇を終了すると同時に精神保健福祉法入院（以下、処遇終了-入院）へ至った群があることが確認された

3)。頻回/長期の行動制限は通院処遇へ移行するまでの期間、および処遇終了-入院されやすさに関わって

いることも明らかになった 1)ため、頻回/長期の行動制限と処遇終了-入院が課題となった。 

本研究 1年目の結果から、入院期間の長短に関わらず頻回/長期の行動制限（5回以上の隔離、28日以

上の隔離、1回以上の拘束のいずれか）を受けた群（以下、行動制限群 2)）でも、通院移行群は状態の改

善が得られており、処遇終了-入院群は改善が少ないことが明らかになった 4)。そのため、本研究 2年目

となる令和 4年度は、処遇終了-入院に至る要因の分析、ならびに運用の実態について分析することを目

的とした。 

2005年 7月 15日から 2019年 7月 31日の期間に医療観察法入院となり、2021年 7月 31日時点で退院

済みの対象者 2,993例のデータを用い、処遇終了-入院につながる要因と運用の実態を分析した。要因ご

とのカイ 2乗検定の結果、F0（器質性精神障害）や F7（知的障害）の主診断、60代以上の年代、頻回/長

期の行動制限が処遇終了-入院につながることに加え、入院施設間の差も認められた。主診断ごとに通院

移行までの日数と処遇終了-入院までの日数をヒストグラムで分布をみるとともに、ブルンナー=ムンツェ

ル検定で比較した結果、F0、F1（物質関連障害）、F7は処遇終了-入院の方が通院移行よりも短かった。

診断ごとに年代、頻回/長期の行動制限、施設要因をカイ 2乗検定にて処遇終了-入院との関連を調べ、さ

らにロジスティック回帰分析でオッズ比を求めたところ、F1において施設要因がオッズ比 9.418と高い

値になった。 

本研究の結果、対象者の年齢が上がると処遇終了-入院されやすい、F0、F1、F7は早く処遇終了-入院さ

れやすいことが明らかになった。さらに入院医療機関によって処遇終了-入院の運用に差があり、特に F1

では差が大きいことが示された。診断によって、特に F0、F1、F7での運用のばらつきが生じていることを

鑑みると、これらの疾患へのガイドラインを策定し、処遇終了の在り方も含めた指針として、多機関のコ

ンセンサスを作ることが求められる。しかし真に妥当な処遇判断の指針を作るには、処遇終了後の事例の
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経過を通院以降の事例と比較することが望ましい。そのためには、通院移行後・処遇終了後のデータの集

積と解析が必要であり、医療観察法医療の研究の次の大きな課題である。 

研究協力者（敬称略） 

 大鶴 卓 琉球こころのクリニック 

 久保彩子 国立病院機構琉球病院 

 前上里泰史 同上 

 諸見秀太 同上 

 高尾 碧 島根県立こころの医療センター 

 河野稔明 国立精神・神経医療研究センタ

ー精神保健研究所 

 高野真弘 国立病院機構榊原病院 

 

Ａ．研究目的 

「複雑事例のプロファイリングとセグメント

化に関する研究」1) では、「心神喪失等の状態で

重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法律（以下、医療観察法）」に基づく医療

における入院の長期化が課題として研究が進め

られた。しかしその結果、医療観察法入院期間

が 6 年を超える複雑事例中核群 2)であっても、

また入院が 6 年に満たなくとも頻回/長期の行

動制限（5 回以上の隔離、28 日以上の隔離、1 回

以上の拘束のいずれか）を受けた群（以下、行

動制限群 2)）であっても、(1) 共通評価項目の

評定が初回入院継続申請時から退院申請時にか

けて低下した、即ち状態の改善が得られて通院

処遇へ移行した群（以下、通院移行群）と、(2) 

共通評価項目の評定が初回入院継続申請時から

退院申請時にかけて差が乏しい、即ち改善せず

に医療観察法入院処遇を終了すると同時に精神

保健福祉法入院（以下、処遇終了-入院）へ至っ

た群があることが確認された 3)4)。さらに退院申

請時共通評価項目に見られる退院前の状態を比

較すると、処遇終了-入院群が処遇終了-通院群

（処遇終了と同時に精神保健福祉法の通院とな

った群）や通院移行群よりも評定が高い、即ち

状態が悪い項目が多いこと、行動制限による影

響と比べても処遇終了-入院という転帰の方が

退院申請時の状態との関連が大きいことが明ら

かとなった 4)。以上を踏まえると処遇終了-入院

とは「精神病症状、病識、対象行為の要因理解、

生活能力などの点で改善が得られず、医療観察

法医療を断念する形」4)と言える。精神保健福祉

法よりも多くの人員が投入された医療観察法指

定入院医療機関 5)から、断念して精神保健福祉

法での入院に至ることは、医療観察法入院医療

において、入院の長期化以上に重大な課題と考

えられる。この課題の解決のため、処遇終了-入

院に至る要因の分析、ならびに運用の実態につ

いて分析することが本研究の目的である。本研

究では性別、年代、診断、対象行為、入院医療

機関などの変数の影響を分析し、更に診断ごと

の通院移行と処遇終了-入院までの入院日数の

分布を比較することを通じ、処遇終了-入院の課

題、ひいては医療観察法入院医療の課題を掘り

下げる。 

 

Ｂ．研究方法 

1. 調査対象 

2005 年 7 月 15 日の医療観察法制度開始から

2019 年 7 月 31 日までの期間に医療観察法入院

処遇となり、2021 年 7 月 31 日時点で退院済み

の対象者のうち、重度精神疾患標準的治療法確

立事業（データベース事業）のデータの利活用

に関する研究事業(以下、利活用研究事業)より

提供を受けたデータ（n=2,993）。なお、利活用

研究事業運営事務局により（ア）オプトアウト

の申し出のあった事例、（イ）信頼性が担保でき
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ない、明らかな瑕疵を認めたデータが除外され

ている。 

 

2. 倫理的配慮 

2021 年策定の人を対象とする生命科学・医学

系研究に関する倫理指針に則り、利活用研究事

業運営委員会にてオプトアウトを行うとともに、

住所・氏名など個人を特定できる情報を削除、

連結不能匿名化されたデータを利活用研究事業

運営委員会より提供を受け、解析を行った。筆

頭著者の所属する国立病院機構榊原病院倫理審

査委員会の承認を得て研究を行った。 

 

3. 統計学的解析 

本研究 1 年目の結果 4)より、処遇終了-入院と

なった事例(n=219)では、単身(n=431)、家族同

居(n=436)、施設入所(n=685)、精神保健福祉法

入院(n=312)の 4 種の居住形態に分けた医療観

察法通院処遇への移行の全て、および処遇終了

-通院となった群(n=105)よりも、退院申請時共

通評価項目の計 44 の下位項目にて差が生じて

おり、処遇終了-入院という転帰が、「改善が得

られず、医療観察法医療を断念する形」である

ことが示されている。処遇終了と同時に精神保

健福祉法の通院となった事例（処遇終了-通院）、

処遇終了後に精神科医療を受けなかった事例

（処遇終了-医療なし）も医療観察法医療の大き

な課題であるが、これらは退院申請時の共通評

価項目の下位項目の評定が通院移行した各群と

差が認められなかった 4)。そのため処遇終了-通

院(n=145)と処遇終了-医療なし(n=34)は除外し、

4 種の居住形態を含めた医療観察法通院処遇へ

の移行（通院移行，n=2451）と、処遇終了-入院

(n=314)の 2 群を以下の分析対象とした。対象者

からの抗告が認められて退院した事例(n=15)、

入院中に死亡した事例(n=33)、退院区分の不明

確な事例（n=1）も解析から除外した。 

行動制限の解析では、同一日に隔離ないし拘

束の解除と開始を行っていた事例が複数あった。

これらの事例では電子カルテ上の処理の違いで

隔離・拘束の回数や日数が多くなり、行動制限

の回数や日数は連続値として単純比較できない。

村杉ら 2)による行動制限群の基準、「隔離 5 回以

上、隔離 28 日以上、拘束 1 回以上のいずれか」

によって群分けすると、この基準に合致するか

否かが不明瞭な事例は 5 例に留まる。そのため

行動制限に関する解析では、上記 5 例を除外し、

行動制限群に該当するか否かという形式での解

析とした。 

統計学的解析を以下の手順で実施した。 

 

1) 各要因と転帰との関連：処遇終了-入院につ

ながる要因を探索するため、a)性別、b)入院時

年代、c)主診断（ICD-10 F コード 1 桁）、d)対

象行為、e)入院決定年、f)退院年、g)入院医療

機関（再匿名化コード）、h)行動制限群の 8 種の

変数ごとに、医療観察法入院終了後の転帰に関

する 2 群（処遇終了-入院、通院移行）とのカイ

2 乗検定を行い、効果量として Cramer の連関係

数(Cramer’s V)を算出した。対象行為は、殺人

と殺人未遂を分けた他は既遂と未遂とを包括し

た群、また性暴力は包括した群とし、殺人・殺

人未遂・放火・強盗・性暴力・傷害の 6 群に分

けた。複数ある場合は上記種別の重い方（左側）

の群として分析した。 

 カイ 2 乗検定、残差分析にて有意となった要

因について、二項ロジスティック回帰分析にて

偏回帰係数とオッズ比を算出した。 

2) 主診断ごとの処遇終了-入院と通院移行まで

の入院日数の比較：主診断ごとに処遇終了-入

院と通院移行までの入院日数の比較を行うた

め、それぞれの入院日数をヒストグラムで示

し、ブルンナー=ムンツェル検定にて 2 群比較

を行った。なお、主診断ごとの分析では、主診

断×処遇終了-入院のカテゴリで n が 5 未満と

なる F4（不安障害圏）、F5（身体関連障害）、F

6（パーソナリティ障害圏）、F9（行動・情緒障

害）、G（てんかん等）は除外した。 



- 36 - 

 

3) 主診断ごとの各要因と転帰との関連：処遇

終了-入院に影響する要因と、医療観察法入院終

了後の転帰に関する 2 群（処遇終了-入院、通院

移行）とのカイ 2 乗検定を主診断ごとに行い、

カイ 2 乗検定の期待度数 5 未満のセルがある場

合は Fisher の直接確率検定も併せて行った。 

 解析にはエクセル統計 (BellCurve ○R  for 

Excel)を使用し、5％を基準として統計的有意差

の検定を行った。効果量として Cramer’s V を

参照した。 

 

Ｃ．研究結果 

1) 各要因と転帰との関連：各要因と医療観察

法入院終了後の転帰に関する 2 群（処遇終了-

入院、通院移行）とのカイ 2 乗検定の結果を表

1 に示す。各要因の効果量を、表 2 に Cramer’s 

V の順に並べて示す。 

a) 性別 転帰に関する 2 群と性別との関連に

ついてカイ 2 乗検定を行った結果、有意な関連

は認められなかった（χ 2(自由度 = 1) =  

0.038，p = 0.85，Cramer’s V = 0.004）。 

b) 入院時年代 転帰に関する 2 群と入院時年

代との関連についてカイ 2 乗検定を行った結果、

有意な関連が認められた（χ2(自由度 = 7) =  

144.267，p < 0.001，Cramer’s V = 0.228）。

残差分析の結果、20 代、30 代、40 代はいずれ

も処遇終了-入院が有意に少なく、退院例全体に

占める処遇終了-入院率が 10.5％であるのに対

し、処遇終了-入院率はそれぞれ 20 代：6.7%、

30 代：6.3%、40 代：8.4%となった。60 代、70

代、80 代は処遇終了-入院が有意に多く、処遇

終了-入院率はそれぞれ 60 代：19.5%、70 代：

24.1%、80 代:46.7%であった。 

c) 主診断 転帰に関する 2 群と主診断との関

連について、カイ 2 乗検定を行った結果、有意

な関連が認められた（χ 2(自由度 = 6) =  

198.088，p < 0.001，Cramer’s V = 0.269）。

残差分析の結果、F3（気分障害）と F2（精神病

性障害）で処遇終了-入院が有意に少なく、退院

例全体に占める処遇終了-入院率は F3：5.4%、

F2：9.2%である。F7（知的障害）と F0（器質性

精神障害）で処遇終了-入院が有意に多く、処遇

終了-入院率は F7：39.4%、F0：46.1%であった。 

診断は重複障害の有無によってもカイ 2 乗検

定を行った（χ2(自由度 = 1) =  5.630，p = 

0.018，Cramer’s V = 0.045）。退院例全体に占

める処遇終了-入院率は、重複障害有りでは処遇

終了-入院率は 12.8％、なしでは 9.9％であっ

た。 

d) 対象行為 転帰に関する 2 群と対象行為と

の関連について、カイ 2 乗検定を行った結果、

有意な関連が認められた（χ2(自由度 = 5) =  

15.256，p = 0.009，Cramer’s V = 0.074）。残

差分析の結果が有意となったのは放火のみで、

処遇終了-入院率は 13.8%であった。なお、対象

行為が 1 件か複数かでもカイ 2 乗検定を行った

が、統計的に有意とはならなかった（χ2(自由

度 = 1) =  0.977，p = 0.323，Cramer’s V = 

0.019）。 

e) 入院決定年 転帰に関する 2 群と入院決定

年との関連について、カイ 2 乗検定を行った結

果、有意な関連が認められた（χ2(自由度 = 15) 

=  35.970，p = 0.001，Cramer’s V = 0.114）。

残差分析の結果、2015 年と 2016 年がそれぞれ

処遇終了-入院が有意に少なく、退院例全体に占

める処遇終了-入院率はそれぞれ 5.2％、5.4％

であった。2007 年が有意に多く、退院例全体に

占める処遇終了-入院率は 15.8％であった。 

f) 退院年 転帰に関する 2 群と退院年との関

連について、カイ 2 乗検定を行った結果、有意

な関連は認められなかった（χ2(自由度 = 15) 

=  19.561，p = 0.189，Cramer’s V = 0.084）。 

g) 入院医療機関（再匿名化コード） 転帰に関

する 2 群と入院医療機関（再匿名化コード）と

の関連について、カイ 2 乗検定を行った結果、

有意な関連が認められた（χ2(自由度 = 31) =  

103.581，p < 0.001，Cramer’s V = 0.194）。

残差分析の結果、32 施設中 4 施設が有意に処遇
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終了-入院が少なく、退院例全体に占める処遇終

了-入院率は 0％～5.2%に留まる。逆に処遇終了

-入院が有意に多い施設は 5 施設あり、処遇終

了-入院率が 14.3%～27.1%に及ぶ。なお、入院

医療機関の退院数を実数で示すと施設の特定に

つながり得るため、表 1 では処遇終了-入院と

通院処遇の合計における処遇-終了の割合を示

す。表の値は処遇終了-通院などを除外している

ため、全数における処遇終了-入院率とは異なる。 

h) 行動制限群 転帰に関する 2 群と行動制限

群（入院以来 5 回以上の隔離・合計 28 日間以上

の隔離・1 回以上の拘束のいずれかを受けた対

象者）との関連について、カイ 2 乗検定を行っ

た結果、有意な関連が認められた（χ2(自由度 

= 1) =  122.071，p < 0.001，Cramer’s V = 

0.213）。退院例全体に占める処遇終了-入院率は

対照群が 8.2%に対し、行動制限群は 27.2％に及

ぶ。 

 カイ 2 乗検定、残差分析にて有意となった要

因について、処遇終了-入院との関連の大きさを

比較するため、二項ロジスティック回帰分析に

て偏回帰係数とオッズ比を算出した（表 3）。先

のカイ 2 乗検定にて、処遇終了-入院と通院移

行の 2 群とした転帰に掛け合わせた変数の数が

2（行動制限群）～32（入院医療機関）と大幅に

異なるところ、残差分析で有意となった変数を

それぞれ 1 としたダミー変数でロジスティック

回帰分析を行った。表 3 のように主診断分類：

F7（オッズ比 11.034）、入院時年代：80 代（オ

ッズ比 10.327）、主診断分類：F0（オッズ比 7.908）

の順に大きく、対象行為：放火は 5％水準で有

意とならなかった。 

2) 主診断ごとの処遇終了-入院と通院移行まで

の入院日数の比較：1) 各要因と転帰との関連

の結果、Cramer の連関係数やオッズ比から、主

診断は処遇終了-入院との関連が比較的大きか

った。主診断ごとの入院日数の比較を行うため、

主診断ごとに処遇終了-入院と通院移行までの

入院日数の分布を図 1 に示した。それぞれ入院

日数半年（182.5 日）単位で人数を集計し、通院

移行を上に、処遇終了-入院を下に伸びるヒスト

グラムとし、各群の中央値を線で示した。図 1

では診断ごとに n が大きく異なり、人数を示す

ヒストグラムの高さは診断分類ごとに変えてい

るが、診断ごとに通院移行と処遇終了-入院の人

数比を高さで示した。よって、処遇終了-入院の

割合が多い F0、F7 は下に伸びる処遇終了-入院

のヒストグラムが大きいが、処遇終了-入院の割

合が少ない F2、F3 は下に伸びる処遇終了-入院

のヒストグラムが小さい。横幅は日数であるが、

F0 から F8 までのヒストグラムが同じ幅になる

よう揃えた。グラフの x 軸より上（通院移行）

かつ、より左（入院日数が短い）方は早期の通

院移行で、望ましい結果と言える。x 軸より下

（処遇終了-入院）は「改善が得られず、医療観

察法医療を断念する形」であるため、グラフの

左方であることは、医療観察法医療を早く断念

していることを意味する。 

 サンプル全体の入院処遇日数についてシャピ

ロ=ウィルク検定により正規性を検定すると、統

計量 = 0.846（自由度 = 2993）、p < 0.001 に

て正規性が棄却された。よって診断分類ごとに

ブルンナー=ムンツェル検定にて 2 群比較を行

った。その結果を図 1 中に併せて示す。F0（器

質性精神障害；W = 2.209, P = 0.027）、Ｆ１

（物質関連障害；W = 3.313, P < 0.001）、Ｆ７

（知的障害 W = 7.026, P < 0.001 ）がそれぞ

れ処遇終了-入院群の方において入院日数が有

意に短い。F2（精神病性障害）、F3（気分障害）、

F8（心理的発達障害）は有意な差は認められな

かった。 

3) 主診断ごとの各要因と転帰との関連：処遇

終了-入院に影響する要因である a)入院時年代

（60 歳以上）、b)行動制限群、c)入院施設（処

遇終了-入院の多い 5 施設）と、医療観察法入院

終了後の転帰に関する 2 群（処遇終了-入院、通

院移行）とのカイ 2 乗検定を主診断ごとに行っ

た結果を表 4～9 に示した。クロス集計した際
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の度数を大きくするため、入院時年代は 60 歳

以上を、入院施設は処遇終了-入院の多い 5 施

設をそれぞれ 1 つの変数としてまとめた。カイ

2 乗検定の期待度数 5 未満のセルがある F3（気

分障害）、F7（知的障害）、F8（広汎性発達障害）

は Fisher の直接確率検定も併せて行った。表 7

～9 では有意水準は Fisher を参照されたい。 

 表 4～9 の結果を概括して表 10 に示す。F7、

F8 では n が少ないこともあり、Cramer’s V が

0.2 を超える値となっても、統計的に有意とな

らない。F0（器質性精神障害）と F3（気分障害）

は入院時年齢 60 代以上のみが有意となり、

Cramer’s Vはそれぞれ 0.291、0.169となった。

F1（物質関連障害）と F2（精神病性障害）は a)

入院時年代（60 歳以上）、b)行動制限群、c)入

院施設（処遇終了-入院の多い 5 施設）の 3 変数

がいずれも処遇終了-入院との有意な関連を示

した。3 変数の影響の強さを比較するため、ロ

ジスティック回帰分析にて偏回帰係数とオッズ

比を算出し、表 11、表 12 に示した。表 11、表

12 には、F1、F2 退院例全体の中で a)入院時年

代（60 歳以上）、b)行動制限群、c)入院施設（処

遇終了-入院の多い 5 施設）のそれぞれが該当

した際の処遇終了-入院の割合を示した。表 11

では F1 のうち a)入院時年代 60 歳以上 42 例中

9 例が処遇終了-入院、b)行動制限群 14 例中 3

例が処遇終了-入院、c)処遇終了-入院の多い 5

施設の 28 例中 6 例が処遇終了-入院となってお

り、いずれも 21.4％となっている。また表 11 よ

り F1 では Cramer’s V は入院時 60 歳以上の方

が高いものの、オッズ比は 9.418 と施設要因の

方が高くなった。 

 

Ｄ．考察 

本研究では処遇終了-入院に至る要因を分析

し、運用実態から課題を探るべく、1）各要因

と転帰との関連、2）主診断ごとの処遇終了-入

院と通院移行までの入院日数の比較、3) 主診

断ごとの各要因と転帰との関連を検証した。 

1）各要因と転帰との関連についてカイ 2 乗

検定および Cramer の連関係数によって解析し

た結果、診断では F0（器質性精神障害）と F7

（知的障害）に処遇終了-入院が多く、また高

齢になると処遇終了-入院が多いことが示され

た。入院処遇ガイドライン 6)には処遇終了のガ

イドラインは示されていないが、実態として認

知症などの器質性精神障害および知的障害、ま

た高齢者は処遇終了-入院とされやすくなって

いる。頻回/長期の行動制限を受けた群（行動

制限群）も処遇終了-入院とされやすいが、3) 
主診断ごとの各要因と転帰との関連の分析か

ら、F0 および F7 の中では行動制限群が処遇終

了-入院に関連していない（表 4、表 8）ことを

考えると、頻回/長期の行動制限からの処遇終

了-入院と、認知症や器質性精神障害および知

的障害からの処遇終了-入院は別の運用と考え

られる。 

本研究は利活用研究事業から再匿名化された

入院施設コードを得て分析したが、入院医療機

関によって運用に誤差以上の差が生じているこ

とは課題である。またクロザピンの使用開始や

医療観察法医療の成熟によって処遇終了-入院

が減少していることを期待したが、残念ながら

入院年は処遇終了-入院に関連しているが、退

院年は処遇終了-入院に関連していない。 

2) 主診断ごとの処遇終了-入院と通院移行ま

での入院日数の比較の結果、F0（器質性精神障

害）、F1（物質関連障害）、F7（知的障害）は早

く処遇終了-入院されやすい傾向が認められ

る。村田 (2015)が 2013 年末までの処遇終了退

院対象者 187 例を分析した結果によれば、処遇

終了理由の大半は「治療効果が乏しい」であっ

た 7)。しかし F0、F1、F7 の 3 種の診断群にお

いては、通院処遇へ移行する群よりも早く処遇

終了-入院されており、他と同様に治療を試み

た上での「治療効果が乏しい」ではなく、より

早い段階で治療効果に見切りをつけていると考

えられる。この方針に多機関のコンセンサスが
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あるのか、処遇終了-入院が多い F0、F7 だけで

なく、早くに処遇終了-入院される F1 にもガイ

ドラインの策定などを通じたコンセンサスが求

められる。 

3) 主診断ごとの各要因と転帰との関連を検

証した結果、特に F1（物質関連障害）にて施

設要因が大きいことが明らかになった。頻回/

長期の行動制限は F1、F2 いずれでも処遇終了-

入院と関連があり、治療困難から処遇終了-入

院となっている一群が存在するが、本研究 1 年

目の結果 4)のように、頻回/長期の行動制限を

経ても状態が改善して通院処遇へ移行する事

例、改善が得られずに処遇終了-入院される事

例とがある。F1、F2 にみられる施設要因は、

処遇終了-入院の運用のコンセンサスの不足を

意味している。 

本研究から明らかになったこととして、対象

者の年齢が上がると処遇終了-入院されやすい、

F0、F1、F7 は早く処遇終了-入院されやすいと

いうことであるが、この運用が妥当であるのか、

多機関のコンセンサスが求められる。現行の入

院処遇ガイドライン 6) では統合失調症をモデ

ルとした治療のガイドラインが示されている。

統合失調症は医療観察法入院処遇の 8 割を占め

る疾患であり、統合失調症のガイドラインから

始めることは当然であるが、法施行から 17 年

を経て、統合失調症以外の疾患、特に F0、F1、

F7 での運用のばらつきが生じていることを鑑

みると、これらの疾患へのガイドラインを策定

し、処遇終了の在り方も含めた指針として、多

機関のコンセンサスを作ることが求められる。 

一方で、どのようにしてこのコンセンサスを

得るかは大きな課題である。医療観察法制度発

足時は当時のエキスパートによって想定された

ものであろうが、現状は法施行から 17 年を経

たデータの蓄積がある。究極的には、処遇終了

後の事例の経過を通院以降の事例と比較するこ

とによって、真に妥当な処遇終了の指針が導か

れる。本研究も含め、利活用研究事業によって

医療観察法入院中のデータが集積された。しか

し入院治療の結果は通院移行後、ないし処遇終

了後にある。これら通院移行後・処遇終了後の

データの集積と解析は次の課題である。 

 

Ｅ．結論 

 本研究の結果、頻回/長期の行動制限が処遇終

了-入院につながりやすいだけでなく、診断や対

象者の年齢によって処遇終了-入院の運用に差

があることが明らかになった。特に F0、F7 は処

遇終了-入院されやすく、また F0、F1、F7 は通

院処遇へ移行する群よりも早くに処遇終了-入

院されやすいこと、特に F1 において施設によ

る影響が大きいことが明らかになった。長期入

院、あるいは頻回/長期の行動制限といった医療

観察法入院処遇の課題を解決することは重要で

あるが、それ以前に施設間格差を縮めなければ、

課題の解消はもとより、複雑事例や頻回/長期の

行動制限といった群の要因を探ること自体にも

支障をきたす。施設間格差の是正のため、多疾

患のガイドラインの策定が求められる。 

 本研究では処遇終了-入院の運用の施設間格

差が示され、コンセンサスの必要性が認められ

た。真に妥当な処遇判断のためには、通院移行

後・処遇終了後のデータの集積と解析が必要で

あり、医療観察法に関する研究の次の大きな課

題である。 
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 なし 
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a)性別：クロス集計表

処遇終了
-入院

通院処遇 合計

女 73 582 655
男 241 1869 2110

合計 314 2451 2765

χ 2
(自由度 = 1) =  0.038，p  = 0.85　n.s.

Cramer’s V  = 0.004

b)入院時年代：クロス集計表

年代
処遇終了
－入院

通院処遇 合計

20代 29 376 405
30代 50 689 739
40代 63 639 702
50代 62 426 488
60代 69 249 318
70代 27 60 87
80代 14 11 25
90以上 0 1 1
合計 314 2451 2765

χ 2
(自由度 = 7) =  144.267，p  < 0.001**

Cramer’s V  = 0.228

c)主診断分類：クロス集計表

主診断分類
処遇終了
－入院

通院処遇 合計

F0 41 34 75
F1 19 155 174
F2 218 2017 2235
F3 11 175 186
F6 3 9 12
F7 13 11 24
F8 7 35 42
合計 312 2436 2748

χ2(自由度 = 6) =  198.088，p < 0.001**
Cramer’s V  = 0.269

d)対象行為：クロス集計表

対象行為
処遇終了
－入院

通院処遇 合計

強盗 8 115 123
殺人 38 391 429

殺人未遂 51 449 500
傷害 112 855 967
性暴力 9 95 104
放火 96 546 642
合計 314 2451 2765

χ2(自由度 = 5) =  15.256，p = 0.009**
Cramer’s V = 0.074

表1　各要因と処遇終了-入院／通院移行の2群比較
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e)入院決定年：クロス集計表

入院決定年
処遇終了
－入院

通院処遇 合計

2005年 1 42 43
2006年 25 155 180
2007年 39 184 223
2008年 29 195 224
2009年 28 157 185
2010年 30 187 217
2011年 22 219 241
2012年 22 196 218
2013年 30 220 250
2014年 19 205 224
2015年 12 198 210
2016年 11 180 191
2017年 25 161 186
2018年 10 111 121
2019年 6 40 46
合　計 309 2450 2759

χ2(自由度 = 15) =  35.970，p = 0.001**
Cramer’s V = 0.114

f)退院年：クロス集計表

退院年
処遇終了
－入院

通院処遇 合計

2006年 1 28 29
2007年 15 70 85
2008年 14 113 127
2009年 30 165 195
2010年 25 142 167
2011年 14 132 146
2012年 24 167 191
2013年 26 158 184
2014年 18 191 209
2015年 31 243 274
2016年 19 190 209
2017年 27 200 227
2018年 22 218 240
2019年 14 169 183
2020年 18 159 177
2021年 16 106 122
合計 314 2451 2765

χ2(自由度 = 15) =  19.561，p = 0.189 n.s.
Cramer’s V  = 0.084
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120
118
119
122
103
102
113
111
132
127
115
121
101
129
114
123
107
126
104
110
125
116
108
105
117
124
133
131
130
128
106
109
合計

χ2(自由度 = 31) =  103.581，p < 0.001
Cramer’s V  = 0.194

g)入院医療機関（再匿名化コード）：処遇終了-入院
と通院処遇の合計数に対する処遇終了-入院の割合

入院施設コード 処遇終了-入院
処遇終了-入院＋通院処遇

0.090

0.283

0.182
0.054
0.126
0.052
0.098
0.169
0.154
0.043
0.125
0.064
0.115

0.111

0.129
0.088
0.090
0.169
0.061
0.127
0.000
0.250
0.085
0.205
0.176

0.000
0.114

0.148
0.240
0.000
0.000
0.000
0.111

       
   

h)行動制限群：クロス集計表

行動制限群有無
処遇終了
－入院

通院処遇 合計

行動制限群 88 201 289
対照群 213 2202 2415
合計 301 2403 2704

χ2(自由度 = 1) =  122.071，p < 0.001
Cramer’s V  = 0.213



- 44 - 

 

 
 

 

 

 

  

主診断 入院時年代 行動制限群 入院医療機関 入院決定年 対象行為 退院年 性別

各要因の効果量
Cramer’s V

0.269 0.228 0.213 0.194 0.114 0.074 0.084 0.004

各要因での残差分析で
有意になった群での、
退院例全体に占める処
遇終了-入院率
（全体では10.5％）

F3 5.5%
F2 9.2%
～
F7 39.4%
F0 46.1%

20代 6.7%
30代 6.3%
40代 8.4%
～
60代 19.5%
70代 24.1%
80代 46.7%

対照群
8.2%、行動
制限群
27.3％

入院医療機関に
より、少ない施
設は0%～5.2%、
多い施設は14.3
～27.1%

5.2%
～15.8%

放火あり群
13.8％

表2　各要因と処遇終了-入院／通院移行の2群比較　カイ2乗検定の効果量（Cramer's V）と有意差の生じた要因による処遇終了-入院
率

変数 偏回帰係数 オッズ比 退院例全体に占める処遇終了-入院率

2007年入院 0.915 2.498 15.8%

行動制限群 1.691 5.425 27.2%

主診断分類:F0 2.068 7.908 46.1%

主診断分類:F7 2.401 11.034 39.4%

対象行為：放火 0.221 1.248 13.8%

入院時年代:60代 1.097 2.994 19.5%

入院時年代:70代 1.676 5.342 24.1%

入院時年代:80代 2.335 10.327 46.7%

入院医療機関：再匿名化コード:101 1.586 4.882 27.1%

入院医療機関：再匿名化コード:113 0.749 2.114 14.3%

入院医療機関：再匿名化コード:118 0.580 1.786 17.3%

入院医療機関：再匿名化コード:125 1.555 4.734 25.0%

入院医療機関：再匿名化コード:133 1.047 2.849 24.0%

定数項 -3.196

表3　残差分析で有意となった項目のロジスティック回帰分析 偏回帰係数とオッズ比
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図1　主診断ごとの通院移行までの日数と処遇終了-入院までの入院日数分布、およびブルンナー=ムンツェル検定による比較
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a)入院時年代
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

60歳以上 24 10 34
60歳未満 17 24 41
合計 41 34 75

χ 2
(自由度 = 1) =  6.362，p  = 0.012*

Cramer’s V  = 0.291

b)行動制限群
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

行動制限群 10 5 15
対照群 30 27 57
合計 40 32 72

χ 2
(自由度 = 1) =  0.947，p  = 0.330 n.s.

Cramer’s V  = 0.115

c)入院医療機関
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

処遇終了-入院の
多い5施設 14 7 21
その他の施設 27 27 54
合計 41 34 75

χ 2
(自由度 = 1) =  1.695，p  = 0.193 n.s.

Cramer’s V  = 0.150

表4　F0（器質性精神障害）における
　　 a)入院時年代、b)行動制限群、c)入院施設のそれぞれと処遇終了-入院／通院移行との関連
     カイ2乗検定の効果量（Cramer's V）またはFisherの直接確率検定結果
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a)入院時年代
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

60歳以上 9 25 34
60歳未満 10 130 140
合計 19 155 174

χ 2
(自由度 = 1) =  10.506，p  = 0.001**

Cramer’s V  = 0.246

b)行動制限群
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

行動制限群 3 15 18
対照群 7 145 152
合計 10 160 170

χ 2
(自由度 = 1) =  4.229，p  = 0.039 *

Cramer’s V  = 0.158

c)入院医療機関
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

処遇終了-入院の
多い5施設 6 15 21
その他の施設 13 140 153
合計 19 155 174

χ 2
(自由度 = 1) =  7.650，p  = 0.006 **

Cramer’s V  = 0.210

表5　F1（物質使用障害）における
     a)入院時年代、b)行動制限群、c)入院施設のそれぞれと処遇終了-入院／通院移行との関連
     カイ2乗検定の効果量（Cramer's V）またはFisherの直接確率検定結果
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a)入院時年代
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

60歳以上 69 240 309
60歳未満 149 1777 1926
合計 218 2017 2235

χ 2
(自由度 = 1) =  64.427，p  < 0.001*

Cramer’s V  = 0.170

b)行動制限群
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

行動制限群 64 169 233
対照群 143 1808 1951
合計 207 1977 2184

χ 2
(自由度 = 1) =  98.387，p  < 0.001**

Cramer’s V  = 0.212

c)入院医療機関
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

処遇終了-入院の
多い5施設 70 315 385
その他の施設 148 1702 1850
合計 218 2017 2235

χ 2
(自由度 = 1) =  37.532，p  < 0.001**

Cramer’s V  = 0.130

表6　F2（精神病性障害）における
     a)入院時年代、b)行動制限群、c)入院施設のそれぞれと処遇終了-入院／通院移行との関連
     カイ2乗検定の効果量（Cramer's V）またはFisherの直接確率検定結果
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a)入院時年代
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

60歳以上 6 41 47
60歳未満 5 134 139
合計 11 175 186

χ 2
(自由度 = 1) =  5.307，p  = 0.021*

Cramer’s V  = 0.169
Fisher P = 0.032*

b)行動制限群
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

行動制限群 2 7 9
対照群 9 166 175
合計 11 173 184

χ 2
(自由度 = 1) =  4.442，p  = 0.035*

Cramer’s V  = 0.155
Fisher P = 0.093 n.s.

c)入院医療機関
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

処遇終了-入院の
多い5施設 2 23 25
その他の施設 9 152 161
合計 11 175 186

χ 2
(自由度 = 1) =  0.226，p  = 0.635 n.s.

Cramer’s V  = 0.035
Fisher P = 0.645 n.s.

表7　F3（気分障害）における
     a)入院時年代、b)行動制限群、c)入院施設のそれぞれと処遇終了-入院／通院移行との関連
     カイ2乗検定の効果量（Cramer's V）またはFisherの直接確率検定結果
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a)入院時年代
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

60歳以上 2 0 2
60歳未満 11 11 22
合計 13 11 24

χ 2
(自由度 = 1) =  1.846，p  = 0.174 n.s.

Cramer’s V  = 0.277
Fisher P = 0.482 n.s.

b)行動制限群
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

行動制限群 3 4 7
対照群 10 7 17
合計 13 11 24

χ 2
(自由度 = 1) =  0.509，p  = 0.476 n.s.

Cramer’s V  = 0.148
Fisher P = 0.659 n.s.

c)入院医療機関
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

処遇終了-入院の
多い5施設 4 1 5
その他の施設 9 10 19
合計 13 11 24

χ 2
(自由度 = 1) =  1.698，p  = 0.193 n.s.

Cramer’s V  = 0.266
Fisher P = 0.327 n.s.

表8　F7（知的障害）における
     a)入院時年代、b)行動制限群、c)入院施設のそれぞれと処遇終了-入院／通院移行との関連
     カイ2乗検定の効果量（Cramer's V）またはFisherの直接確率検定結果
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a)入院時年代
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

60歳以上 0 2 2
60歳未満 7 33 40
合計 7 35 42

χ 2
(自由度 = 1) =  0.420，p  = 0.517 n.s.

Cramer’s V  = 0.100
Fisher P = 1.000 n.s.

b)行動制限群
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

行動制限群 3 7 10
対照群 4 28 32
合計 7 35 42

χ 2
(自由度 = 1) =  1.680，p  = 0.195 n.s.

Cramer’s V  = 0.200
Fisher P = 0.328 n.s.

c)入院医療機関
処遇終了-

入院
通院処遇 合計

処遇終了-入院の
多い5施設 2 12 14
その他の施設 5 23 28
合計 7 35 42

χ 2
(自由度 = 1) =  0.086，p  = 0.770 n.s.

Cramer’s V  = 0.045
Fisher P = 1.000 n.s.

表9　F8（広汎性発達障害）における
     a)入院時年代、b)行動制限群、c)入院施設のそれぞれと処遇終了-入院／通院移行との関連
     カイ2乗検定の効果量（Cramer's V）またはFisherの直接確率検定結果
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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

入院複雑事例に対する効果的な治療や介入方法に関する研究 

 

研究分担者 村杉 謙次  国立病院機構小諸高原病院 

 

研究要旨： 

本研究は、医療観察法入院医療ならびに精神保健福祉法入院医療における、長期入院者及び長期/

頻回行動制限実施者などのいわゆる複雑事例に対する効果的な治療や介入方法について検討するこ

とを目的としている。 

令和 4年度の本研究においては、措置入院複雑事例に対する医療観察法医療の応用研究として 2

事例に介入を行った（研究 1）。また令和元年度から行っている医療観察法入院複雑事例に対する介

入方法の検討も継続し、case formulation（以下、CF）を用いた shared decision makingによる介

入（以下、SDM with CF）の新規事例への導入と（研究 2）、転院トライアルの新規事例への導入を行

った（研究 3）。 

 

研究 1：措置入院複雑事例研究については、2事例に介入を実施し、退院後 6か月・1年時点の評価が

未実施の限定的な評価であることを前提に、以下の結論が得られた。 

・措置入院複雑事例 2事例への担当多職種チーム（Multi-Disciprinaly Team：以下、MDT）アプローチ

により、2 事例共に治療が進展し退院に至っており、措置入院の枠組みにおいても、MDT アプローチ

は奏功することが示唆された。 

・協働意思決定度（9-Item Shared Decision Making：以下、SDM-Q-9）の上昇が治療を進展させる重要

な要素であり、SDM-Q-9 の上昇には、MDT が協働的に関わるという構造自体が重要な要素であると考

えられた。 

・2事例共に、退院後に服薬自己中断による病状悪化やギャンブルへの傾倒による借金などの問題が生

じており、通院での MDTアプローチの在り方についても検討していく必要がある。 

・今後精神保健福祉法病棟においても多職種が専従でき、MDTアプローチが普遍化するような制度改定

が期待される。 

 

研究 2：SDM with CF については、4事例の新規事例に介入を開始し、介入 3か月後の評価が 2事例

のみ、6か月後の評価は全例未実施の限定的評価であることを前提に、以下の傾向が認められた。 

・介入 3か月後評価を実施している 2事例において、治療同盟尺度（Working Alliance Inventory：

以下、WAI）の上昇が認められ、治療同盟の構築に SDM with CFが促進的に働いた可能性が示唆され
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た。 

 

研究 3：複雑事例の転院トライアルについては、3 事例の新規事例に導入を開始し、以下の結論が得

られた。 

・エッセン精神科病棟風土評価スキーマ（Essen Climate Evaluation Schema：以下、Essen CES）によ

る心理社会的環境の変化を評定した 1 事例において、転院元 MDT の「患者への脅威」が低下してお

り、転院による複雑事例を担当する MDTの心理的負担の軽減が示唆された。 

・転院トライアル新規導入事例においては、転院元・転院先医療機関のみではなく、第 3の医療機関が

加わる形の転院トライアルを行い、『客観的視点の担保』『複雑事例の治療に関わる医療機関の燃えつ

きや抱え込みの防止』などの効果が期待できるものと考えられた。 

・各指定入院医療機関の医療水準の均霑化や治療文化の醸成不足、処遇終了率のばらつきといった課

題についても、同一地方厚生局の管轄内のブロックごとに取り組むことによって、効率的に解消する

ことのできる可能性も考えられた。 

 

 令和 4年度の本研究を通し、以下の課題・方針が明確になった。 

・精神保健福祉法複雑事例に対する通院医療での MDTアプローチの在り方について検討する。 

・医療観察法入院複雑事例に対する SDM with CF、転院等の各介入の事例数を増やし、有効性の評価

と共に使い分け方法についても検証していく。 

・地域ごとのブロック会議を開始・継続し、各指定入院医療機関の医療水準の均霑化や治療文化の醸

成不足、処遇終了率のばらつき、複雑事例の社会復帰困難といった課題の解消に取り組んでいく。 
 

研究協力者（順不同、敬称略） 

平林直次 国立精神・神経医療研究セ  

ンター病院 

小河原大輔 同上  

村田昌彦 国立病院機構榊原病院 

壁屋康洋 同上  

田口寿子 神奈川県立精神医療センタ  

     ー 

瀬戸秀文 福岡県立精神医療センター  

大宰府病院 

久保彩子 国立病院機構琉球病院 

前上里泰史 同上  

本村啓介 国立病院機構さいがた医療  

センター 

野村照幸 同上  

藤崎直人 同上  

高尾 碧 島根県立こころの医療セン  

ター 

中林充子 北海道大学医学部附属病院  

髙橋未央 国立病院機構小諸高原病院  

斎藤勝仁 同上  

 

Ａ．研究目的  

超長期入院者及び長期 /頻回行動制限

実施者等のいわゆる複雑事例の背景や病

態の解明、分類、治療・ケアに関するエ

ビデンスの蓄積は、医療観察法医療のみ

ならず、精神科医療全体の機能向上に寄

与するものと考えられる。令和元年度よ

り、医療観察法入院複雑事例に対する介
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入方法として、shared decision making

 （以下、SDM with CF）や転院の有効性

について検討してきた。 

令和 4 年度の本研究においては、医療

観察法入院複雑事例に対する SDM with 

CF ならびに転院の導入事例数を増やす

と共に、精神保健福祉法入院医療上の複

雑事例と考えられる措置入院複雑事例に

対する医療観察法医療の応用研究を行っ

た。なお、本研究の実施にあたっては、

研究分担者の所属する国立病院機構小諸

高原病院に設置された倫理委員会および

研究代表者の所属する国立精神・神経医

療研究センターの倫理委員会の承認を得

ている。 

 

研究 1：措置入院複雑事例に対する医療

観察法入院医療の応用  

Ｂ．研究方法  

対象となる措置入院複雑事例として、

医療観察法入院複雑事例研究において複

雑事例中核群として抽出された条件に合

わせ、長期措置入院群（入院期間 3 か月

超）、長期/頻回行動制限群（計 2 回以上・

累積 28 日間以上の隔離、1 回以上の拘束）、

複数回措置入院群（2 回目以上の措置入

院）の 3 群を設定した。これらに該当す

る患者に文書同意を得た上で、医療観察

法 多 職 種 チ ー ム （ Multi-Disciprinaly 

Team：以下、MDT）アプローチによる介入

を行ない、その有効性を評価する。具体

的な介入方法は本人参加型の MDT 会議、

ケースフォーミュレーションに基づく治

療、ケアマップによる治療課題の共有、

クライシスプランの作成、ケアコーディ

ネーターの設定とする（図 1）。医療観察

法ピアレビュー事業を参考に、 MDT によ

る 各 介 入 の 実 施 状 況 を は か る た め の

fidelity 尺度も設定する（表 1）。  

使用する評価尺度は、共通評価項目、

機 能 の 全 体 的 評 定 尺 度 （ Global 

Assessment of Functioning：以下、GAF）、

簡 易 精 神 症 状 評 価 尺 度 （ Brief 

Psychiatric Rating Scale：以下、BPRS）、

協 働 意 思 決 定 度 (9-Item Shared 

Decision Making：以下 SDM-Q-9）、治療同

盟尺度（Working Alliance Inventory：

以下、 WAI）、自己効力感尺度（ General 

Self Efficacy Scale：以下、GSES）、顕

性攻撃性尺度（ The Overt Aggression 

Scale：以下、OAS）であり、介入前後での

評定を行う（表 2）。対象患者からの入院

治療に対する印象の聞き取りや、退院後

1 年間の再入院、再自傷・他害行為の有無

についても調査する。  
 

研究 2：複雑事例に対する SDM with CF

による介入  

Ｂ．研究方法  

令和 4 年度の本研究においては、新た

に 4 事例に SDM with CF による介入を開

始した。4 事例の概要は表 3 に示す通り

であるが、4 事例には、重複障害、クロザ

ピン抵抗性、内省困難等の共通する複雑

事例化要因が存在している。これらの事

例に対し SDM with CF による介入を行い、

介入前後で各種評価尺度を用い効果判定

を行う。case formulation（以下、CF）

は対象事例と研究協力者の面接の中で、

対象事例の希望を中心に据える形で作成

し、作成した CF に基づき、今後 3 か月の

治療計画をたて、対象事例の MDT が治療

を実施する。 

評価に用いた尺度は、 SDM-Q-9、 GSES、

BPRS、WAI、日本語版精神科多職種チーム

医療アセスメントツール（以下、CPAT-J）

の 5 つであり、介入前後での評定を実施

した。 

 

研究 3：複雑事例の転院トライアル  
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Ｂ．研究方法  

令和 4 年度の本研究においては新たに

3 事例の転院トライアルを開始した。3 事

例の概要は表 4 に示す通りであるが、3 事

例共に重複障害を持ち、暴力リスクも高

く、 MDT との治療同盟の構築が困難な事

例であった。これらの事例については、

転院元と転院先の 2 つの医療機関に加え

第 3 の医療機関が加わることで客観的視

点が担保される可能性と、治療施設に向

けられる本人・両親からの批判・陰性感

情を軽減できる可能性を念頭に、同じ地

方厚生局の管轄内にある 3 施設の連携に

よる転院トライアルの形とした。 

評価方法は従来までの転院トライアル

と同様、エッセン精神科病棟風土評価ス

キーマ（The Essen Climate Evalution 

Schema ：以下、Essen CES）と共通評価

項目を用い、転院前後での転院元・転院

先施設の心理社会的環境の変化とトライ

アル事例の変化を評価した。 

 

研究 1：措置入院複雑事例に対する医療

観察法入院医療の応用  

Ｃ．研究結果  

2 事例を対象に研究を開始した。1 事例

目は 40 代男性で、統合失調症に自閉症ス

ペクトラム障害と軽度知的障害が重複し

ており、妄想に基づく器物損壊により措

置入院となった、長期措置入院群かつ長

期 /頻回行動制限群に該当する事例であ

る。ストレス耐性・コミュニケーション

能力の低さが目立ち、暴言・対物暴力が

頻発し、長期間の隔離処遇を余儀なくさ

れ、入院期間が 3 か月を超過したタイミ

ングで介入を開始した。CF（図 2）に基づ

く MDT による介入に対し、本人は「もっ

と早くこういう関りをしてほしかった」

と述べるなど、 MDT が関わることへの肯

定的感情や安心感が醸成されると共に、

薬剤調整は行わない中においても、情動

は安定し、暴言・対物暴力も消失した。

措置入院に至った経緯について、他罰的

な捉えから、自身の行動を認め、「もう二

度と同じことはしない」と一定の内省深

化も得られ、隔離解除、医療保護入院へ

の切り替え、クライシスプラン（図 2）の

作成を経て、介入開始 2 か月後に自宅に

退院となった。各種評価尺度による介入

前後の評価においては、共通評価項目に

おいて精神病性症状が 2→0 点、アドヒア

ランスが 1→0 点と改善しており、GAF が

25→35 点、OAS が 4→2 点とそれぞれ改善

が得られた（表 5）。BPRS は不安・非協調

性・情動の平板化において若干の改善が

得られた（図 3）。SDM-Q-9 は『良く当て

はまる』が 0→44％、『概ね当てはまる』

が 0→56％へと大幅に改善が得られた（図

4）。GSES は 5 点（低い傾向にあり）のま

まで変化はなかったが、 WAI は本人評価

で『目標の一致』が、MDT 評価において『課

題の一致』において改善が得られた。事

例 1 については、外来通院と服薬を継続

する中において、安定した状態が続いて

いたが、徐々にデイケアに参加できなく

なり、訪問看護や保健師訪問も拒否する

ようになっていった。またクライシスプ

ランを本人・両親共に活用できず、服薬

自己中断に至り、病状悪化に伴う器物損

壊により、退院後 5 か月目に医療保護入

院となっている。  

2 事例目は 30 代男性で、統合失調症に

注意欠陥多動性障害が重複しており、妄

想に基づく自傷行為・対人暴力により措

置入院となった、長期措置入院群に該当

する事例である。CF に基づく MDT による

介入開始後、クロザピンの導入に至り、

病状の安定と共に介入開始 3 か月後に退

院となっている。各種評価尺度による介

入前後の評価においては、共通評価項目
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においてアドヒアランスが 1→0 点と改

善しており、GAF が 61→65 点、OAS が 1

→0 点とそれぞれ改善が得られた（表 6）。

BPRS は不安・罪責感・緊張において若干

の改善が得られた（図 5）。SDM-Q-9 は『良

く当てはまる』が 0→44％、『概ね当ては

まる』が 22→56％へと大幅に改善が得ら

れたが（図 6）、GSES は 13→12 点（介入

前後とも高い傾向にある）とほぼ変化は

なかった。事例 2 については、退院後グ

ループホームに入所し、クロザピンの内

服を継続し病状悪化は生じていないもの

の、作業所への通所は朝起きられないこ

とを理由に不参加が続いている。またギ

ャンブルへの傾倒による借金も生じてお

り、地域生活を維持する上での阻害要因

となっている。  

 

研究 2：複雑事例に対する SDM with CF

による介入  

Ｃ．研究結果  

SDM with CF の新規導入 4 事例におい

て、表 3 に示すような評価尺度上の推移

を示している。介入開始時期の遅い 2 事

例については、評価時期に至っておらず、

評価を開始した 2 事例についても、3 か

月後のみの評価となっている。SDM-Q-9と

GSES については、改善はみられないか、

むしろ悪化しているが、WAIについては、

99→121、96→122 と改善している。  

 今後、CPAT-J による評定も含め、4 事

例全ての評価を行い、 SDM with CF の

効果を総合的に判定していく。 

 

研究 3：複雑事例の転院トライアル  

Ｃ．研究結果  

転院トライアルの新規導入 3 事例の共

通点については、『重複障害』『職員への

暴力』が挙げられる。事例 3 においては、

転院元 MDT の Essen CES 評定において『他

の患者を恐れている患者がいる（P=0.07）』

『スタッフの中には、時にある患者に恐

れを感じることがある（P=0.07）』が低下

していた。また、転院元・転院先 MDT や

研究分担者間での Web 会議を繰り返すこ

とにより、密な情報共有が可能となり、

転院前後での治療の停滞はなく、スムー

ズに治療方針が受け継がれる形になった。

加えて転院により対象事例と転院先 MDT

との関係構築やみたて直しが行われ、他

害行為に至るシナリオも再検討された。

両親、前主治医、付添人等も含めた Web 会

議も開催され、治療の阻害要因となって

いた両親の医療観察法医療に対する拒否

的態度が軟化し、対象事例に減薬プログ

ラムを実施する方針も具体化するに至っ

ている。 

事例 4・5 については、治療の基盤づく

りを主眼に転院トライアルを開始した。

2 事例共に転院を機にクロザピンの導入

に至っているものの、現時点においては、

十分な病状の改善や治療同盟の構築には

至っていない。第 3 者的視点からの介入

としては、SDM with CF の導入や複数回・

複数施設の転院を提案しつつ、今後も連

携していく方針としている。 

 

Ｄ．考察  

1） 精神保健福祉法医療への応用につい

て 

令和 4 年度の本研究において、精神保

健福祉法医療上の複雑事例と考えられる

措置入院複雑事例に対する介入研究を 2

事例に導入した。2事例共に介入開始後、

治療が進展し退院に至っており、評価尺

度の中では SDM-Q-9 における点数の増加、

すなわち協働意思決定度の上昇が認めら

れている。2 事例のみのデータであるこ

と、退院後 6 か月・ 1 年時点の評価が未

実施の限定的な評価であることを前提に
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考察すると、 MDT が関わるという構造自

体が協働意思決定度上昇の大きな要因で

あり、協働意思決定度の上昇が治療の大

きな促進要因であると考えられた。また

2 事例共に、通院医療の枠組みの中で、服

薬自己中断による病状悪化やギャンブル

への傾倒による借金などの問題が生じて

おり、通院移行後に MDT の関与が薄くな

ることによる影響も想定された。通院で

の MDT アプローチの在り方についても検

討していく必要があり、医療観察法通院

複雑事例について検討している大鶴班と

の連携が有意義であると考えられた。  

措置入院の枠組みにおいても、 MDT ア

プローチは十分に奏功することが示唆さ

れたものの、医療観察法病棟と比較する

と人的および物的医療資源に乏しい精神

保健福祉法病棟において、全ての措置入

院事例に対し MDT を構成することは非現

実的であると考えられる。現状において

は措置入院複雑事例に該当する事例に優

先して MDT アプローチを導入することが

現実的な手法であると考えられ、今後精

神保健福祉法病棟においても多職種が専

従でき、 MDT アプローチが普遍化するよ

うな制度改定が期待される。 

 

2) 複雑事例に対する介入方法について  

SDM with CF の新規導入 4 事例の効果

判定において、現時点においては 2 事例

が未評価の状況である。評価を開始した

2 事例においても未評価の部分が多く、

限定的な評価とはなるが、2 事例共に治

療同盟尺度の上昇が認められている。令

和 3 年度に導入した 3 事例においては、

治療同盟尺度のみではなく、協働意思決

定度や自己効力感も上昇しており、今後

実施予定の評定を含め、総合的に効果判

定を行っていく必要がある。 

転院トライアル新規導入 3 事例の共通

点として『重複障害』『職員への暴力』が

存在し、それらの要素が『関係構築困難』

につながっていることが挙げられる。こ

れらの 3 事例に対し、転院元・転院先医

療機関のみではなく、研究分担者が所属

する第 3 の医療機関が加わる形の転院ト

ライアルを開始した。事例 3 においては、

転院元 MDT の Essen CES 評定の結果から、

複雑事例を担当する MDT の心理的負担の

軽減が示唆された。また、転院元・転院

先 MDT や研究分担者間での Web 会議を繰

り返す中で、治療の進展が得られている。

事例 4・5 については、Essen CES 評定に

よる転院元・転院先施設の心理社会的環

境の変化については評価できていないも

のの、クロザピンの導入等による治療の

基盤作りという転院の目的は概ね達成で

きている。短期間の転院となる見込みで、

長期的な治療効果を測ることは困難であ

るものの、今後も第 3 者視点からの連携

を継続していく方針となっている。 

同一地方厚生局の管轄内 3 医療機関に

よる転院トライアルについては、総じて

『客観的視点の担保』『円滑な治療の進捗

管理』『複雑事例の治療に関わる医療機関

の燃えつきや抱え込みの防止』『本人・家

族の医療機関に対する陰性感情の軽減』

等の効果が期待できるものと考えられた。

治療に多大な労力を要する複雑事例を同

一ブロック内の複数施設で、コンサルテ

ーションや SDM with CF、転院等の手法

を用いつつ連携して対応することで、複

雑事例の社会復帰促進や指定入院医療機

関の燃えつき防止等につながる可能性が

考えられた。さらには各指定入院医療機

関の医療水準の均霑化や治療文化の醸成

不足、処遇終了率のばらつきといった課

題についても、同一地方厚生局の管轄内

のブロックごとに取り組むことによって、

効率的に解消することのできる可能性も



- 59 - 

 

考えられた。現在、全国の指定入院医療

機関の中で、ブロック会議を設ける流れ

ができつつあり、当院の所属するブロッ

ク会議内においても複雑事例や処遇終了

事例の検討を開始している（図 7）。また

これまで別の枠組みで実施していた複数

施設による合同研修会についても令和 5

年度以降、ブロック会議参加施設を中心

に行う流れとしている。同ブロック会議

において複雑事例への対応を検討する上

で、今村班がコンサルテーションの事業

化を視野に入れ作成したものを参考に、

図 8 に示す複雑事例対応申込用紙を試作

した。今後この用紙を用いた実際の複雑

事例への対応についても具体的に実践し

ていく予定である。  

 

Ｅ．結論  

令和 4 年度においては、医療観察法医

療の精神保健福祉法医療への応用方法の

検討を見据えた措置入院複雑事例に対す

る介入研究を開始した。また、令和元年

度より開始している医療観察法入院複雑

事例に対する転院トライアルと SDM 

with CF による介入の新規事例への導入

を行った。その結果、以下の結論が得ら

れた。 

・措置入院複雑事例 2 事例への MDT アプロ

ーチにより、2 事例共に治療が進展し退院

に至っており、措置入院の枠組みにおい

ても、MDT アプローチは十分に奏功するこ

とが示唆された。  

・協働意思決定度の上昇が治療を進展させ

る重要な要素であり、協働意思決定度の

上昇には、MDT が協働的に関わるという構

造自体が重要な要素であると考えられた。 

・2 事例共に、退院後に服薬自己中断によ

る病状悪化やギャンブルへの傾倒による

借金などの問題が生じており、通院での

MDT アプローチの在り方についても検討

していく必要がある。  

・今後精神保健福祉法病棟においても多職

種が専従でき、MDT アプローチが普遍化す

るような制度改定が期待される。 

・SDM with CF の新規導入事例においては、

治療同盟尺度の上昇が認められ、治療同

盟の構築に SDM with CF が促進的に働い

た可能性が示唆された。 

・転院トライアル新規導入事例においては、

転院元・転院先医療機関のみではなく、第

3 の医療機関が加わる形の転院トライア

ルを行い、『客観的視点の担保』『複雑事例

の治療に関わる医療機関の燃えつきや抱

え込みの防止』等の効果が期待できるも

のと考えられた。  

   これらの結論をもとに、以下の方針が策   

定された。 

・精神保健福祉法複雑事例に対する通院医

療での MDT アプローチの在り方について

検討する。 

・医療観察法入院複雑事例に対する SDM 

with CF、転院等の各介入の事例数を増や

し、有効性の評価と共に使い分け方法に

ついても検証していく。 

・地域ごとのブロック会議を継続し、各指

定入院医療機関の医療水準の均霑化や治

療文化の醸成不足、処遇終了率のばらつ

き、複雑事例の社会復帰困難といった課

題の解消に取り組んでいく。 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし 

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表  

  なし 

 

2．学会発表  

 1) 村杉謙次：シンポジウム 医療観察法     

入院複雑事例の社会復帰について考
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える. 第 17 回医療観察法関連職種研

修会, Web 開催, 2022.6.3 

2) 髙橋未央，野村照幸，村杉謙次，平林

直次：医療観察法病棟複雑事例に対

する共同意思決定の有効性について

の報告～ケースフォーミュレーショ

ンを用いて～. 第 18 回日本司法精神

医学会大会（ハイブリッド形式） , 

2022.7.9-7.10 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし 

 

2. 実用新案登録  

なし 

 

3. その他  

なし 
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表1 研究実施医療機関による自己評価

施設名(　 　　                            　　　　　　　   　)

記入日  （２０　　　　年　　　　月　　　日）

下記の項目について、該当する欄に「○」を記入してください。

１．介入開始時インテーク多職種チーム会議
ほぼ実施して

いる
だいたい実施

している
あまり実施して

いない
ほとんど実施
していない

介入開始時インテークのための担当多職種チーム会議を開催しているか？
措置入院届を見ながら措置症状、診断名、入院目的を確認しているか？ 1 2 3 4
介入開始から2週間以内にケアマップを作成しているか？ 1 2 3 4
介入開始から2週間以内にケースフォーミュレーションシートを作成しているか？ 1 2 3 4
自傷他害のリスクについて評価しているか？ 1 2 3 4

２．担当多職種チーム会議　（対象患者の参加と目標設定）
ほぼ実施して

いる
だいたい実施

している
あまり実施して

いない
ほとんど実施
していない

多職種チーム会議に対象患者も参加し、対象患者も含めて下記事項を検討・決定しているか？
治療目標の共有 1 2 3 4
定期的（月2回以上） 1 2 3 4
緊急時（暴言・暴力、自殺念慮、自殺未遂、自傷、無断退去など） 1 2 3 4
外出・外泊開始時（目的の再確認と目標設定） 1 2 3 4
ケアマップを用いた入院治療の行程管理（現時点における目標達成度の評価と、今後の課題と目標の設定） 1 2 3 4

３．担当多職種チーム会議における各職種の出席状況 すべての職種 4職種以上 3職種以上 2職種のみ

すべての職種が担当多職種チーム会議に参加しているか？ 1 2 3 4

４．対象者の理解を深めるための工夫
ほぼ実施して

いる
だいたい実施

している
あまり実施して

いない
ほとんど実施
していない

担当多職種チーム会議では、ホワイトボード等を用いているか？ 1 2 3 4
担当多職種チーム会議の決定事項は、当日、対象患者の理解度に合わせて文書に整理して対象患者に手渡しているか？ 1 2 3 4

５．行動制限の最小化・最適化
ほぼ実施して

いる
だいたい実施

している
あまり実施して

いない
ほとんど実施
していない

行動制限や観察責任レベルの決定時には、担当多職種チーム会議を開催しているか？ 1 2 3 4
行動制限や観察責任レベルの見直しのために担当多職種チーム会議を定期的に開催しているか？ 1 2 3 4
上記の会議に、対象患者本人は参加しているか？ 1 2 3 4
上記の会議を通して、担当多職種チームと対象患者は治療課題を共有しているか？ 1 2 3 4
行動制限の原因となった症状に対して、職種別の治療課題を設定し、行動制限中から治療に取り組んでいるか？ 1 2 3 4

６．院内ケア会議
ほぼ実施して

いる
だいたい実施

している
あまり実施して

いない
ほとんど実施
していない

退院調整・地域ケア計画作成を目的とした、院内ケア会議は開催されているか？ 1 2 3 4
必ず保健師が参加することになっているか？ 1 2 3 4
介入開始から少なくとも2ヶ月以内から開催されているか？ 1 2 3 4
必ず対象患者本人が参加し、また、発言できる機会をあたえられているか？ 1 2 3 4
家族や退院予定地域の関係機関の担当者の参加を、病棟として積極的に働きかけているか？ 1 2 3 4
最終的なクライシスプランを提示し、対象患者、家族、関係機関が、その内容を確認し、合意する手続きを行っているか？ 1 2 3 4

７．クライシスプランの作成
ほぼ実施して

いる
だいたい実施

している
あまり実施して

いない
ほとんど実施
していない

セルフモニタリング・クライシスプラン作成に対象患者本人が参加し、再発徴候、再発時の介入計画を作成しているか？ 1 2 3 4
外出・外泊時などにクライシスプランを使用して、緊急時の連絡方法を実際に練習し、クライシスプランの修正につなげているか？ 1 2 3 4

８．クロザピン投与
ほぼ満たして

いる
だいたい満た

している
あまり満たして

いない
ほとんど満たし

ていない

医療機関登録要件を満たしており、クロザピン処方が可能であるか？ 1 2 3 4
原則、入院3ヶ月以内に治療抵抗性の評価を終え、クロザピン投与を検討しているか？ 1 2 3 4
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表
3
 
S
D
M
 
w
i
t
h
 
C
F
の

新
規

導
入

事
例

事
例

※
年
齢

性
別

診
断

複
雑
事
例
化
要
因

S
D
M
-
Q
-
9

前
・
後

G
S
E
S

前
・
3
ヶ
月
・

6
ヶ
月

W
A
I

前
・
3
ヶ
月
・

6
ヶ
月

4
6
0
代

男
性

S
c
・

A
S
D

治
療

抵
抗

性
：
疾
病
否
認
、
服
薬
ア
ド
ヒ
ア
ラ
ン
ス
不
良
。
思
考
の
柔
軟
性
に
乏
し
く
、
内
省
を
含
め
た
心
理
社
会

的
教

育
が

困
難
。

退
院

地
調

整
：
本
人
と
チ
ー
ム
の
意
向
が
異
な
る
。

2
⇒
2

2
⇒
3
⇒
？

9
9
⇒
1
2
1
⇒
？

5
4
0
代

男
性

S
c
・

A
S
D

治
療

抵
抗

性
：
ク
ロ
ザ
ピ
ン
内
服
中
で
あ
る
が
、
副
作
用
の
た
め
増
量
が
順
調
に
で
き
な
い
。

退
院

地
調

整
：
退
院
へ
の
意
欲
に
乏
し
い
。
退
院
地
へ
の
拘
り
あ
り
。

4
⇒
0

1
⇒
0
⇒
？

9
6
⇒
1
2
2
⇒
？

6
2
0
代

男
性

S
c
・

A
S
D
・

A
D
H
D

治
療

抵
抗

性
：
ク
ロ
ザ
ピ
ン
と
ア
ト
モ
キ
セ
チ
ン
を
併
用
。
ス
ト
レ
ス
脆
弱
性
が
高
く
不
調
く
り
か
え
し
て
い
る
。

内
省

・
洞

察
困
難
。

治
療

同
盟

：
構
築
困
難
（
虐
待
歴
あ
り
）

9
⇒
？

2
⇒
？

2
3
0
⇒
？

7
4
0
代

男
性

S
c

治
療

：
ク

ロ
ザ
ピ
ン
内
服
中
。
課
題
に
対
し
回
避
傾
向
、
内
省
困
難
。

退
院

地
調

整
：
退
院
へ
の
意
欲
に
乏
し
い
。

8
⇒
？

1
1
⇒
？

1
7
6
⇒
？

※
事

例
番

号
は

平
成

元
年

度
か

ら
の

累
計

S
c
：

統
合

失
調

症
　

A
S
D
：

自
閉

症
ス

ペ
ク

ト
ラ

ム
障

害
　

A
D
H
D
：

注
意

欠
陥

多
動

性
障

害
　

？
：

評
価

未
実

施

S
D
M
 
w
i
t
h
 
C
F
：
s
h
a
r
e
d
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
m
a
k
i
n
g
 
w
i
t
h
 
c
a
s
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n

S
D
M
-
Q
-
9
：
9
-
I
t
e
m
 
S
h
a
r
e
d
 
D
e
c
i
s
i
o
n
 
M
a
k
i
n
g
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
 
 
 
 

G
S
E
S
：
G
e
n
e
r
a
l
 
S
e
l
f
 
E
f
f
i
c
a
c
y
 
S
c
a
l
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W
A
I
：
W
o
r
k
i
n
g
 
A
l
l
i
a
n
c
e
 
I
n
v
e
n
t
o
r
y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表
4
 
転
院
ト
ラ
イ
ア
ル
の
新
規
導
入
事
例

事
例

※
年
齢

性
別

診
断

複
雑
事
例
化
要
因

転
院
状
況

現
状

第
3
者
的
視
点
・

介
入

3
4
0
代

男
性

S
c
 
・
A
S
D

重
複
障
害
、
頻
回
措
置
入
院
、
両
親
の
疾
病
否
認
、
職
員
へ
の
暴
力
、
関
係
構
築

困
難

A
病
院
→
B
病

院
隔
離
・
減
薬

プ
ロ
グ
ラ
ム

両
親
と
M
D
T
の
関
係
構
築

支
援

4
4
0
代

男
性

S
c
 
・
S
U
D

・
M
R
・

A
D
H
D

重
複
障
害
、
再
入
院
・
再
処
遇
、
職
員
へ
の
暴
力
、
関
係
構
築
困
難

C
病
院
→
D
病

院
→
C
病
院

拘
束
・
C
L
Z

必
要
に
応
じ
S
D
M
 
w
i
t
h

C
F
検
討

5
3
0
代

男
性

S
c
・
A
S
D
・

A
D
H
D
・

P
D

重
複
障
害
、
頻
回
措
置
入
院
、
職
員
へ
の
暴
力
、
性
的
逸
脱
行
為
、
関
係
構
築
困

難
D
病
院
→
E
病

院
（
予
定
）

拘
束
・
C
L
Z

複
数
回
の
転
院
可
能
性
の

検
討

※
事

例
番

号
は

平
成

元
年

度
か

ら
の

累
計

S
c
：

統
合

失
調

症
　

A
S
D
：

自
閉

症
ス

ペ
ク

ト
ラ

ム
障

害
　

S
U
D
：

物
質

使
用

障
害

　
M
R
：

精
神

遅
滞

　
A
D
H
D
：

注
意

欠
陥

多
動

性
障

害
　

C
L
Z
：

ク
ロ

ザ
ピ

ン

M
D
T
：

M
u
l
t
i
-
D
i
s
c
i
p
r
i
n
a
l
y
 
T
e
a
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
D
M
 
w
i
t
h
 
C
F
：

s
h
a
r
e
d
 
d
e
c
i
s
i
o
n
 
m
a
k
i
n
g
 
w
i
t
h
 
c
a
s
e
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
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表5　共通評価項目・GAF・OASの変化（事例1）

共通評価項目 介入開始時 退院時
1．精神病性症状 1 0
2．内省・洞察 2 2
3．アドヒアランス 1 0
4．共感性 1 1
5．治療効果 1 1
6．非精神病性症状 1 1
7．認知機能 2 2
8．日常生活能力 2 2
9．活動性・社会性 2 2
10．衝動コントロール 1 1
11．ストレス 2 2
12．自傷・自殺 1 1
13．物質乱用 0 0
14．反社会性 0 0
15．性的逸脱行動 0 0
16．個人的支援 0 0
17．コミュニティ要因 2 2
18．現実的計画 2 2
19．治療・ケアの継続性 2 2
GAF 25 35
OAS 4 2

                GAF：Global Assessment of Functioning
                OAS：The Overt Aggression Scale
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表6　共通評価項目・GAF・OASの変化（事例2）
介入開始時 退院時

共通評価項目

        1．精神病性症状 0 0
        2．内省・洞察 1 1
        3．アドヒアランス 1 0
        4．共感性 1 1
        5．治療効果 0 0
        6．非精神病性症状 1 0

        7．認知機能 0 0
        8．日常生活能力 2 2
        9．活動性・社会性 1 2
      10．衝動コントロール 2 2
      11．ストレス 1 1
      12．自傷・自殺 1 0
      13．物質乱用 0 0
      14．反社会性 0 0
      15．性的逸脱行動 0 0
      16．個人的支援 1 1
      17．コミュニティ要因 0 0
      18．現実的計画 1 0
      19．治療・ケアの継続性 1 0

GAF 61 65

OAS 1 0

                 GAF：Global Assessment of Functioning
OAS：The Overt Aggression Scale      
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図8 複雑事例対応申込用紙                                            

複雑事例対応申込用紙 

医療観察法複雑事例対応事業（仮）のご利用にあたり、以下の情報を可能な範囲でご記入ください。 

 

記入日：     年   月   日 

施設名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

対象者担当 MDT：Dr         主 Ns       副 Ns        

CP              OT             PSW                

希望する対応方法：□コンサルテーション・□SDM with CF・□転院・□処遇終了判断 

 

◆対象者（申込時の情報） 

ニックネーム：            

年齢：    歳    

性別： １.男性  2.女性  

 

入院期間の合計：  年  ヶ月（転入後  年  ヶ月） 

治療ステージ： 1.急性期  2.回復期  3.社会復帰期  

  

主診断：番号【  】 下位分類（つけている場合）【               】 

副診断：番号【  】 下位分類（つけている場合）【               】 

    1.中毒性精神病    6.統合失調感情障害   11.知的障害 

   2.アルコール精神病  7.精神病性障害     12.心理的発達の障害 

3.アルコール依存症  8.躁うつ病       13.その他（         ） 

4.統合失調症     9.うつ病 

5.妄想性障害     10.パーソナリティ障害  

 

  IQ：                        

 対象行為：１.殺人 ／ 2.放火 ／ 3.強盗 ／ 4.強姦 ／ 5.強制わいせつ ／ 

 6.傷害 ／ 7.その他＊（                  ）   

            ＊未遂の場合はその他欄に記載してください 

その他の特記事項：                                

                                         

                                         

                                         

 
                                            

◆現在の本人の状態 

 

 

 

  

      

        

       

 

 

 

 

                       

                             

 

 

 

 

人柄、病状、病識、内省、対人関係、家族関係、生活スキル、治療プログラム、地域調整等

について 
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◆現在課題や問題となっていること、これまでの取り組み 

 

◆初回実施形態の希望：  

 対面実施 ／ Web 会議システムでの遠隔実施 ／ 施設同士で検討したい 

◆対象者への同意：  同意を得ている ／ まだ得ていない ／ 得られなかった  

◆対象者が参加することは可能か：  可能 ／ 不可能 ／ わからない 

◆派遣チーム・スタッフ・転院先施設に求めること、要望 

 

◆連絡先 

・代表者連絡先（窓口となる人） 

氏名：             職種：          

電話番号：         メールアドレス：         @           

 

 

ご記入ありがとうございます。派遣チームが決まりましたら、事務局よりご連絡いたします。 

 

 

知りたい治療法や介入技法、希望する実施スケージュール、派遣を依頼したい施設名など 
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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

施設内および施設間のコンサルテーションの実施方法に関する研究 

 

研究分担者 今村 扶美  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

本研究は、医療観察法指定入院医療機関の施設間コンサルテーション（以下、コンサルテーション）

の仕組みの事業化に向けて、実施の手続きやマニュアルを作成し、事務局機能のモデルを示すことを

目的としたものである。施設間コンサルテーションは、対象者と担当多職種チーム（以下、MDT）が他

施設の MDTからの助言を継続的に得ながら、事例の見立て直し、治療目標の設定と介入、実施したこ

との振り返りと評価を一定期間継続し、退院促進を図る取り組みである。コンサルテーションの実施

により、担当 MDTの機能が向上し、複雑事例（長期入院、頻回・長期の行動制限、重複障害、再入院・

再処遇事例などの特徴を有する事例）および治療困難事例に対して治療促進的に作用することが示さ

れている（今村、2021）。 

令和 3年度は、コンサルテーション事業の試行モデルを整備するとともに、事務局の役割や実施方

法に関する手順書や各種フォーマットを作成した。また、6施設 7病棟の協力を得て、コンサルテー

ション派遣登録、コンサルテーション申し込み、それらを踏まえての施設間マッチングのプロセスま

でを進めた。令和 4年度は、マッチングされた 3ペア間（5施設 6病棟）において、実際にコンサル

テーションの試行を行った。試行を経て、コンサルテーションの事業化を想定した事務局の機能モデ

ルが実際に活用しうるものであることが確認された。また、試行協力者へのアンケート結果からは、

コンサルテーションの事業化におよび利用に対して前向きな意見が多く聞かれた一方で、事業の意義

や目的を周知する必要性、手順の明示の必要性、準備や実施方法の簡略化、希望時の速やかな実施、

ピアレビュー事業との連動に関する要望など、いくつかの課題も浮かび上がった。 

複雑事例に対する施設間コンサルテーションに関する一連の研究は、実施法の構築から始まり、効

果検証を経て、事業化に向けての事務局機能の整備段階まで進んだ。事業化に際しては、事業の目的

や意義、利用方法について周知して積極的な利用を促すとともに、ピアレビュー事業や MDT変更や転

院など他の退院促進事業との連携、再鑑定や処遇終了申請のシステム等との連動を図り、機能的に活

用していくことが期待される。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

中根  潤  国立病院機構下総精神医療

センター 

本村啓介  国立病院機構さいがた医療

センター 

野村照幸 同上 

髙橋未央 国立病院機構小諸高原病院 

壁屋康洋 国立病院機構榊原病院 
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來住由樹 岡山県精神科医療センター 

鈴木敬生  国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

島田明裕 同上 

小河原大輔 同上 

網干 舞 同上 

島田隆生 同上 

朝波千尋 同上 

山口まりこ 同上 

稲森晃一 同上 

 

Ａ．研究目的  

医療観察法指定入院医療機関の施設間コ

ンサルテーション（以下、コンサルテーシ

ョン）は、対象者と担当多職種チーム（以

下、MDT）が他施設の MDT からの助言を継続

的に得ながら、事例の見立て直し、治療目

標の設定と介入、実施したことの振り返り

と評価を一定期間継続し、退院促進を図る

取り組みである。すでに、コンサルテーシ

ョンの実施により、担当 MDT の機能が向上

し、複雑事例（長期入院、頻回・長期の行

動制限、重複障害、再入院・再処遇事例な

どの特徴を有する事例）および治療困難事

例に対して治療促進的に作用することが示

されている（今村、2021）。   

本研究は、複雑事例・治療困難事例を対

象としたコンサルテーションを事業化し、

幅広い事例に対して活用していくために、

事業の全体像および実施の手続きを整備す

ること、コンサルテーション事業のための

事務局機能を示すことを目的とする。 

なお、本研究では既に得られた成果を参

考にした事業モデルの構築と試行を目的と

していることから、国立精神・神経医療研

究センター倫理委員会において付議不要確

認の手続きをとり（付議不要依頼番号 21-

006）、臨床活動の一環として実施するもの

を報告することとした。 

 

Ｂ．研究方法  

1. 参加施設と実施期間 

コンサルテーション事業の試行は、研究

分担者および研究協力者らが所属する 6 施

設、7 病棟（下総精神医療センター、さいが

た医療センター、小諸高原病院、榊原病院、

国立精神・神経医療研究センター病院）の

協力を得て実施する。実施期間は令和 3 年

12 月から令和 4 年 10 月末日である。 

2. 実施方法  

1) 事前準備 

研究協力施設に「A.コンサルテーション

派遣登録用紙」と、「B.コンサルテーション

申込用紙」の記入を依頼し、仮想事務局で

ある研究班への提出を求める。コンサルテ

ーションの申込みと実施にあたっては、対

象となる対象者の同意を得た上で診療情報

のやり取りを行う必要があるが、同意が得

られない場合にはそれを必須要件とせず、

個人情報を含まない医療一般について検討

する形をとる。用紙 Aと Bの情報をもとに、

仮想事務局はコンサルテーションのマッチ

ングを行い、該当派遣施設に依頼をする。

派遣を受諾した施設には、事例に合わせ多

職種で構成される派遣チームを構成する。

仮想事務局は依頼施設にコンサルテーショ

ンの申し込みが受諾された旨を伝え、派遣

チームと依頼チームにコンサルテーション

実施のためのマニュアルや資料を送付する。 
2) コンサルテーションの実施方法 

依頼チームは派遣チームに対して、コン

サルテーションの対象となる事例について

事前の情報提供を行う。両チームは直接連

絡を取り合い、日程等を調整の上、初回コ

ンサルテーションを施設訪問による対面会

議またはオンラインシステム等を用いた遠

隔会議で実施する。コンサルテーションは

依頼チーム、派遣チームとも 3〜5 職種の多
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職種が参加する。初回コンサルテーション

では事例についての理解を深め、課題を明

確にするとともに、治療目標の設定や介入

計画について検討する。2 回目以降のコン

サルテーションは遠隔会議で実施する。こ

こでは介入の進捗状況の確認や、新たな課

題と介入方法の策定を行い、問題の改善や

退院促進を図る。なお、コンサルテーショ

ンの実施頻度は概ね 1〜2 ヶ月ごとに 1 回、

全 4 回程度を目安として回数と頻度、日程

を設定することとした。 

3) 実施後の報告 

コンサルテーション終了後、派遣チーム

と依頼チームはそれぞれ報告書とアンケー

トを仮想事務局に提出する。 

3. コンサルテーション事業モデルの検討  

コンサルテーション事業試行の実施結果

をふまえ、事業モデルの検討と提案を行う。 

 

（倫理面への配慮）  

本研究は国立精神・神経医療研究センタ

ー倫理委員会において付議不要確認の手続

きをとり（付議不要依頼番号 21-006）実施

している。 

 

Ｃ．研究結果  

1. 事業試行モデルの作成  

コンサルテーションの事業化を想定し、

研究班と研究協力施設で構成される試行モ

デルを作成した。本モデルでは、研究班が

仮想事務局となり、研究協力施設から派遣

登録とコンサルテーションの申込みを受け

ることとした（図 1-1）。仮想事務局は、コ

ンサルテーションの申込内容を踏まえて施

設のマッチングを行い、派遣登録施設にコ

ンサルテーションの実施を依頼し、了承を

得る仕組みを整えた（図 1-2）。 

2. フォーマット類の整備  

コンサルテーションの仮想事務局業務の

明確化と効率化、各施設間におけるコンサ

ルテーションの実践の均てん化を図ること

を目的として、各種フォーマットを作成し

た（表 1）。全体の流れを概観する説明書類

のほか、コンサルテーションの派遣登録や

申し込みを行う用紙、コンサルテーション

実施の際の進行表などである。試行の際に

は、作成した各種フォーマットを活用し、

使用感等のフィードバックを受けた。 

3. コンサルテーションの試行  

 上記試行モデルおよびフォーマットを

用いて、実際にコンサルテーションの試行

を行った。具体的には、榊原病院に対して

岡山県精神科医療センター、小諸高原病院

に対してさいがた医療センター、国立精神・

神経医療研究センター病院 9 病棟に対して

同 8 病棟がコンサルテーションチームを派

遣した。 

 試行の結果、立案した事業モデルや事務

局機能、各種フォーマットが実際に活用し

うるものであることが確認された。試行協

力者に依頼したアンケートにおいては、事

業化した場合にコンサルテーションのチー

ムを派遣すると思うとの回答が 76％、事業

化したらコンサルテーションを利用すると

思うとの回答が 62％との結果が得られた。

一方で、試行を踏まえて課題として感じた

こととしては、事業の意義や目的の周知、

手順の明示、準備や実施方法の簡略化、希

望時の速やかな実施、ピアレビューとの連

動などの意見が聞かれた。 

 

Ｄ．考察  

1. 事務局の役割  

コンサルテーションの事業化にあたって

は、コンサルテーションが必要な事例に適

切に実施されるように、全体のマネジメン

トを担う事務局の設置が必要と考えられる。

研究班が試行を通して仮想事務局を担った
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中で、事業化された場合に事務局に求めら

れると考えられた役割として、派遣可能施

設の登録、申込施設と派遣施設のマッチン

グ、実施状況の把握、実施実績のまとめの

4 つが挙げられる。 

1）派遣可能施設の登録 

事務局はコンサルテーションの要請があっ

た場合に MDT を構成して派遣する意思のあ

る施設を一定数確保し、本試行で用いた「A.

コンサルテーション派遣登録用紙」のよう

な形でそれぞれの特徴や強みなどの情報を

管理している必要がある。コンサルテーシ

ョンを実施できる MDT の要件は明確ではな

いが、各職種のスタッフが一定の経験と知

識・スキルを持ち、複雑事例を担当し困難

を感じている相手 MDT に対して適切な承認

と励まし、具体的な問題解決策の提案など

を通じて動機づけを高めていけることが望

まれる。確保すべき施設数の目安としては、

予算や移動に伴う負担を軽減するという観

点からは、できるだけ近隣地域でのマッチ

ングができるように全国を 5～6 程度にエ

リア分けし、それぞれに 1～2 施設確保され

ていると運用がしやすくなると考えられる。 

2）申込施設と派遣施設のマッチング 

派遣申込の内容と派遣登録施設の情報から

事務局がコンサルテーションのマッチング

を行う。マッチング作業において用いるこ

とのできる情報は限られており、また事務

局で臨床的な判断をすることは難しいと考

えられることから、いくつかの具体的な判

断基準および優先順位を設けておくとよい

と考えられる。たとえば、同エリア内での

マッチング、特定の課題（クロザピン導入、

行動制限解除、特定の治療プログラムの導

入など）に対して助言可能な施設の派遣、

ピアレビューの組合せからコンサルテーシ

ョンへの連動などである。事務局がマッチ

ング作業について相談が必要な場合に、助

言する臨床現場のスタッフを確保しておく

ことも有効と考えられる。 

3）実施状況の把握 

本試行モデルではマッチング後の具体的な

調整は施設間に委ねているが、事務局は実

施状況を把握する必要がある。具体的には、

開始と終了、回数と期間、コンサルテーシ

ョンの結果などである。これらについては、

報告書を通じて把握できるようにするとと

もに、必要に応じて派遣施設または申込施

設の担当者と連絡を取り合うことが想定さ

れる。 

4）実施実績のまとめ 

年度ごとに実施実績をまとめ、関係機関で

コンサルテーションの実情や有用性を情報

共有されることが望まれる。派遣実績のあ

る施設を中心にメンバーを構成した検討会

を年１回程度開催し、コンサルの実施から

得られた知見を事業概要や実績とともに公

表するといった方法が考えられる。 

2. ピアレビューとの連動  

コンサルテーションを実施するにあたっ

ては、担当 MDT または対象者が希望して申

し込む自主的な経路が想定される。一方で、

コンサルテーションの潜在的なニーズはあ

りながらも自発的に手を挙げるまでには至

らない施設や、何らかの理由で利用に消極

的な施設が出てくることも考えられる。こ

ういった場合においても必要な事例にコン

サルテーションを実施できるように、ピア

レビュー事業との連携が有効と考えられる。

ピアレビュー内での事例検討などにおいて

その後の継続的なコンサルテーションが有

用と考えられた場合には、コンサルテーシ

ョン事業の仕組みを活用して同施設間で引

き続き定期的な事例検討を実施するといっ

た形が考えられる。あるいは、ピアレビュ

ーの組み合わせとは別に、他施設とのコン

サルテーションを申込むようにピアレビュ
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ワーから進言することも考えられる。コン

サルテーションの実施には一定の時間と労

力がかかることから、原則的には担当 MDT

にニーズがあり希望があることが前提とな

るが、ニーズの発掘のために後押しや促し

が必要な場合もあると考えられる。医療観

察法制度全体の課題になりつつある複雑事

例の退院促進に対してコンサルテーション

が効果的に活用されるように、ピアレビュ

ーとの連携や実施までの経路を整理するこ

とが必要と考えられる。 

3. 持続可能な仕組みづくり  

 コンサルテーションに取り組む上で、担

当 MDT のチーム機能の向上や対象者への退

院促進的な効果といったものが治療者およ

び対象者の動機付けになるといえる。一方

で、治療者らは通常業務に加えて資料作成

や対面実施を含めた複数回の会議の実施と

いった作業に取り組む必要がある。また、

派遣施設の MDT からも学びが多く得られた

という感想は多く聞かれるが、自施設での

臨床実践に加えて、外部の事例に時間と人

員を確保することの一定の負担は避けられ

ない。負担は担当 MDT および派遣 MDT だけ

でなく、業務をカバーする病棟全体におよ

ぶため、コンサルテーションを円滑に実施

する上で病棟の理解とサポートは必須とい

える。こうしたことから、これらの業務負

担に対して一定のインセンティブを付与す

るなど、持続可能なシステムづくりについ

て検討が必要と思われる。 

 

4. 事業の周知および他の退院促進事業と

の連動  

コンサルテーションとともに、クリティ

カルパスの活用、ケースフォーミュレーシ

ョンの実践、共同意思決定に基づくケース

フォーミュレーションを用いた介入、戦略

的な転院といった複雑事例や治療困難事例

に対して有用性を検証している介入方法に

ついて、研修等を通じて医療観察法入院医

療機関の関係者に広く周知していく必要が

ある。コンサルテーションについては事務

局からの事業の実績と知見についての積極

的な発信も望まれる。先に述べたように、

コンサルテーションの実施には担当 MDT お

よび派遣 MDT のみならず、彼らをサポート

する病棟スタッフ全員の協力が必要となる。

担当 MDT が必要時に事業を活用できるよう

に、後方支援に回るスタッフにも事業の必

要性や有効性が周知されることが必要であ

る。 

 

Ｅ．結論  

令和 4 年度は、令和 3 年度に整備した実

施モデルに基づき、研究班が仮想事務局と

なり、3 ペアの施設でコンサルテーション

の試行を行った。その結果、作成した実施

モデルが実際に活用しうるものであること

が確認された。事業化に際しては、複雑事

例を抱えた施設の主体的な利用を促す仕組

みを作るとともに、他の退院促進事業との

連携を図り、機能的に活用していくことが

期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし 

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表  

 なし 

 

2．学会発表  

 鈴木敬生：コンサルテーション研究と困 

難状況への対応例. 令和 4 年度チーム医 

療研修「医療観察法 MDT 研修」, Web 開 

催, 2022.10.1 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし 

 

2. 実用新案登録  

なし 

 

3. その他 

なし 
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（研究代表者：平林直次）従来対応が難

しいとされた複雑事例に対する心理社
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 図1-1　事務局への登録と申込み

図1-2　マッチングとコンサルの実施

番号 名称
1 コンサルテーションの流れ
2 コンサルテーション派遣登録用紙
3 コンサルテーション申込用紙
4 コンサルテーション派遣諾否回答用紙
5 生育歴や病歴等の情報（任意形式）
6 ケース不ォーミュレーションシート
7 共通評価項目記入シート
8 コンサルテーション進行表と議事録
9 コンサルテーション実施報告書
10 試行に関するアンケート

表1　コンサルテーション事業試行用に作成したフォーマット



- 83 - 

 

 

令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

直接通院の実態および通院処遇複雑事例の特徴に関する全国調査 

 

研究分担者 大鶴 卓  国立病院機構琉球病院 

 

研究要旨： 

本研究は、通院処遇の通院複雑事例の実態調査を主目的とし、令和 3年度に研究計画を作成し全国

調査を行い、令和 4年度に通院複雑事例の特徴を明らかにする計画で研究を進めた。 

通院複雑事例は多問題を有した状態で通院処遇が開始しており、重複診断の有無では判断できない

と考えられた。通院複雑事例はクラスター解析により、アドヒアランス不良群、通院複雑事例中核群、

自傷・自殺リスク群の 3群に分類でき、その特徴を明らかにした。通院複雑事例中核群は、通院処遇

ガイドラインで示されている標準的なクリティカルパスでは対応が難しい群であり、さらに検討を進

めガイドラインを改定する必要がある。また、過去の研究成果も踏まえ本研究班が通院複雑事例を定

義したが、エキスパートの意見を聴取するなどして通院複雑事例を明確に定義する必要がある。 

処遇終了者の予後調査研究は沖縄県、島根県の 96例を対象とし通院処遇終了後最長 5年間追跡し、

高い回収率であった。全ての問題行動の発生は、通院処遇が終了した後に増えることはなく、重大な

他害行為の発生は通院処遇終了後 3年間はなく、処遇終了後 5年間で 1名 1件にとどまっていた。ク

ロザピン（Clozapine:以下、CLZ）治療の継続率は通院処遇終了後に渡り持効性注射剤（Long Acting 

Injection: LAI）治療より高く、CLZ治療を受けている対象者は通院処遇終了後も問題行動の発生の

頻度および方向性について低減が維持できていると考えられた。問題行動等の発生は、同一対象者に

よる繰り返しまたは、同一対象者によって多方向性に発生する傾向がみられ、これらの通院処遇中お

よび通院処遇終了後に治療や支援が困難となりやすい対象者（通院複雑事例）について、予測性を向

上させ必要な介入を同定するため、その特徴や対応などについて、さらに研究を進める必要がある。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

久保彩子 国立病院機構琉球病院 

前上里泰史 同上 

諸見秀太 同上 

知花浩也 琉球こころのクリニック 

高尾  碧  島根県立こころの医療セン

ター  

壁屋康洋 国立病院機構榊原病院 

 

Ａ．研究目的  

｢心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律｣

（以下、医療観察法）が施行され、医療観

察法の処遇を受けた対象者は、従来の精神

保健福祉法よりも手厚い治療や支援体制を

受け、適切かつ円滑な社会復帰が期待され
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ている。これまでの研究により、頻回/長期

行動制限や長期入院の傾向を持つ、いわゆ

る “入院複雑事例”が抽出され、その類型

化と治療戦略に関する研究が進んでいる。

しかし、通院処遇では、原則 3 年間で処遇

を終了できず通院処遇を延長する例、再入

院・再処遇例など、いわゆる“通院複雑事

例”に関する調査は行われていない。 

本研究は、通院処遇の通院複雑事例の実

態調査を主目的とし、全国調査を行い通院

複雑事例の特徴、類型化を明らかにするこ

とを目的とした。処遇終了者の予後調査研

究は、医療観察法の処遇を終了した者がそ

の後に地域で抱える課題を明らかにするこ

とを目的として行った。 

 

Ｂ．研究方法  

1. 調査対象 

通院複雑事例の実態調査は、調査時点で

指定を受けている全国の指定通院医療機関

657 施設を対象とし、平成 30 年 7 月 15 日

～令和 3 年 7 月 15 日までを調査対象期間

とした。 

処遇終了者の予後調査研究は、平成 17 

年 7 月 15 日～令和 4 年 7 月 15 日まで、沖

縄県および島根県内の指定通院医療機関で

医療観察法による処遇を受け、かつ処遇を

終了したのち同じ医療機関で引き続き治療

を受けている医療観察法処遇終了者（以下、

処遇終了者）を本研究の対象者とした。 

2. 調査項目 

通院複雑事例の実態調査は以下の項目を

調査した。 

1) 性別 

2）年代 

3) 処遇の形態（移行通院／直接通院） 

4） 主診断・副診断（国際疾病分類第 10 版） 

5) 医療観察法処遇の契機となった対象行

為 

6）通院処遇期間内の出来事(エピソード) 

・通院処遇期間が 3 年を超えた事例 

・措置入院となった事例 

・6 カ月以上医療保護入院となった事例 

・物質使用の問題行動があった事例 

・逮捕、拘留されるような問題行動を起こ

した事例 

・通院処遇中に再入院となった事例 

7）通院処遇開始時の共通評価項目の評点、

および初回の出来事が起きた月の共通評価

項目の評点  

 処遇終了者の予後調査研究は、令和 3 年

度の医療観察法通院処遇から処遇終了後の

医療及びケア体制に関するアンケート（表

1）を継続して使用した。 

3. 調査方法 

通院複雑事例の実態調査は、全国の指定

通院医療機関に医療観察法通院複雑事例に

関する調査表、個別表を郵送で送付し、通

院処遇の担当者に記入を依頼し、郵送にて

回収した。回収データは琉球病院で解析し

た。 

処遇終了者の予後調査は、通院処遇を行

っており、本調査開始時点で回答が得られ

た指定通院医療機関（沖縄県内 8 施設、島

根県内 5 施設）に対し、医療観察法通院処

遇から処遇終了後の医療及びケア体制に関

するアンケートを郵送で送付し、通院処遇

担当者に同意を得て記入を依頼し、郵送に

て回収した。 

4．解析方法  

 収集されたデータの解析には、エクセル統

計(BellCurve○R  for Excel)を使用し、5％

を基準として統計的有意差の検定を行った。 

 

（倫理面への配慮）  

本研究は琉球病院臨床研究倫理審査委員

会の承認を受けて実施した。 
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Ｃ．研究結果  

1．通院複雑事例の実態調査 

 657 の指定通院医療機関に調査票を送付

し、381 機関（57.9％）から回答を得た。調

査該当事例は 57 事例（42 機関）回収でき、

下記統計解析を行った。 

1）問題行動がない事例と通院複雑事例の

共通評価項目の比較（図 1） 

令和 2 年度に収集した問題行動がない通

院処遇事例 115 例と令和 3 年度に収集した

通院複雑事例 57 例について、通院処遇開始

時の共通評価項目評点をノンパラメトリッ

ク検定で統計解析を行った。その結果、通

院複雑事例の通院処遇開始時評点は、問題

行動がない事例と比較し、19 項目中 13 項

目の評点が有意に高かった。 

2）重複診断の有無に関する共通評価項目

の比較（図 2） 

 通院複雑事例で重複診断なし 42 例、重複

診断あり 15 例について通院処遇開始時の

共通評価項目評点をノンパラメトリック検

定で統計解析を行った。その結果、重複診

断ありはなしに比べ 19 項目中 3 項目の評

点が有意に高かった。 

3）階層クラスター分析（図 3、4） 

 57 例中欠損値のあった 15 例は除外し、

42 例をクラスター解析し 3 群に分類でき

た。1 群は 18 例、2 群は 21 例、3 群は 3 例

であり、各群の数に偏りが大きいため統計

的解析は実施しなかった。共通評価項目の

特徴から 1 群はアドヒアランス不良が起こ

り病状・生活・衝動性などが悪化した群、

2 群は、多項目の共通評価項目の評点が高

い状態で通院処遇が開始され、病状やアド

ヒアランス以外が悪化した群、3 群は自傷・

自殺リスク群と考えられた。 

4）各群の転帰（図 5） 

 通院処遇期間の最終エピソードの転帰を

各群でまとめた。その結果、1 群は通院処

遇期間が 3 年を超えた事例、2 群は逮捕、

拘留されるような問題行動を起こした事例

の割合がやや高い傾向はあったが、各群の

転帰に大きな差はなかった。 

2．処遇終了者の予後調査研究  

1）社会学的特性、精神科診断（表 2） 

本研究対象条件を満たし、研究対象とな

った対象者は、合計 96 名（男性 78 名、女

性 18 名）であり、処遇終了時の年代別では

40 歳代が最も多かった。 

対象行為では、殺人・殺人未遂 20 名

（20.8%）、傷害 45 名（46.9%）、放火 22 名

（22.9%）、強盗 3 名（ 3.1%）、強制わいせつ

5 名（5.2%）、強制性交等 1 名（1.0％）で

あった。男性では傷害が 41 人と最も多く、

次いで殺人・殺人未遂 15 名、放火 14 名と

続いたが、女性では放火が最も多く 8 名で

あり、次いで殺人・殺人未遂 5 名、傷害 4

名であった。 

処遇開始状況は直接通院が 16 名（17.4%）、

移行通院が 76 名（82.6%）であった。処遇

終了の形態は満期終了が 53 名（62.4%）、早

期終了が 31 名（36.5%）、延長終了が 1 名

（1.2%）であった。 

精神科主診断は、F2 が 84 名と最も多く

を占め、主診断が F2 の対象者のうち、副診

断として F7 合併が 17 名、F1 合併が 8 名、

F8 合併が 2 名、F3 合併が 1 名であった。 

2）処遇終了後の支援状況（表 3） 

通院頻度は、処遇開始時は月 2 回以上～

4 回未満が 41.7%、月 4 回以上が 35.4%と多

かったが、処遇終了 5 年後には、月 1 回以

上～2 回未満が最も多く 53.7%を占め、処遇

終了後に減少していた。各期間に精神保健

福祉法の入院があった対象者は、処遇開始

時で 29.2%と最も多く、その後は徐々に減

ったが、処遇終了 5 年後には 24.4%と増加

した。通院処遇開始時に調整入院が行われ

た対象者は 96 名中 10 名であった。 
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ケア会議（又はそれに準ずる会議）を開

催している対象者は、処遇中は 90%以上が

開催を維持したが、処遇終了 1 年後に 35.4%

と大きく減少しており、開催頻度は処遇終

了後に減少した。また、クライシス・プラ

ンやモニタリングシートの活用も処遇終了

後に減少した。 

3）問題行動および転帰（表 3） 

全期間で重大な他害行為の発生は処遇終

了後 3 年～4 年で 1 件 1 名発生し、その後

再処遇となった。全期間の問題行動は、通

院不遵守 18 件 13 名、服薬不遵守 28 件 17

名、性的逸脱行為 5 件 4 名、自殺既遂 3 件

3 名、自殺未遂 3 件 3 名、自傷 7 件 4 名、

その他の問題行動 43 件 20 名であった。そ

の他の問題行動含め全ての問題行動を合わ

せると全期間で 108 件 36 名、処遇中 40 件

23 名、処遇終了後 68 件 25 名であった。ま

た、問題行動は同一対象者が繰り返し発生

させる、もしくは 1 期間に複数重なって発

生する傾向を認めた。 

転帰は、処遇終了時に指定通院医療機関

で精神保健福祉法の通院医療を継続する対

象者が 77.3%を占めた。また処遇終了時に

精神保健福祉法の入院をしていた者は 9 名

であった。全期間で、事故による死亡が 1

名、病死による死亡が 3 名、自殺による死

亡は 3 名であった。 

4) CLZ 治療および LAI 治療の治療継続率 

 本調査では各処遇終了者に対し、各期間

でクロザピン（Clozapine: 以下、CLZ）治

療 お よ び 持 効 性 注 射 剤 （ Long Acting 

Injection: 以下、LAI）治療の有無を調査

した。通院処遇開始時に CLZ 治療を行って

いた 18 名を CLZ 群、LAI 治療を行っていた

13 名を LAI 群として、それぞれの治療継続

率を Kaplan-Meiyer 法を用いて比較した

（図 6）。その結果、通院処遇開始から通院

処遇終了 5 年後までの治療継続率は、CLZ

群が LAI 群に比較し有意に高かった。 

5) CLZ 群と非 CLZ 群の問題行動発生の比較 

問題行動発生の有無について、CLZ 以外

の治療を行っている群を非 CLZ 群とし、CLZ

群と比較するため、期間を通院処遇中およ

び通院処遇終了後 3 年以内、通院処遇終了

後 5 年以内と分け、問題行動があった対象

者数をクロス集計表にまとめ、独立性の検

定（カイ二乗検定）を行った。なお、１対

象者あたり問題行動が複数あった場合、ま

たは繰り返しあった場合でも「問題行動あ

り」として 1 回のカウントとした。その結

果、どの期間においても CLZ 群と非 CLZ 群

において、問題行動のあった対象者の数に

有意差は認めなかった。 

 発生した問題行動の種類について、 CLZ

群および非 CLZ 群に分けて比較した（図 7）。

CLZ 群は通院中に問題行動があった 2 名と

も服薬および通院不遵守を併せた医療不遵

守であり、通院処遇終了後に問題行動があ

った 3 名のうち 2 名が医療不遵守であり、

残り 1 名がその他の問題行動であった。 

非 CLZ 群は通院中問題行動があった 20

名のうち医療不遵守 12 名であったのに対

し、自殺企図が 2 名、自傷が 3 名、その他

の問題行動が 17 名であった。また同群で通

院処遇終了後に問題行動があった 20 名の

うち、医療不遵守が 19名、自殺企図が 3名、

自傷が 4 名、その他の問題行動が 24 名で

あった。 

 

Ｄ．考察  

1．通院複雑事例の実態調査 

1）通院複雑事例の特徴 

 通院複雑事例は、問題行動がない通院処

遇事例と比較し、通院処遇開始時の共通評

価項目評点が 19 項目中 13 項目で有意に高

い結果となった。また、通院複雑事例で重

複診断の有無は通院処遇開始時の共通評価
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項目評点で有意差のある項目は少なかった。

このことより、通院複雑事例は多問題を有

した状態で通院処遇が開始されており、通

院複雑事例は重複診断の有無では判断でき

ないと考えられた。 

2）クラスター分類の特徴 

 通院複雑事例はクラスター解析により 3

群に分類できた。1 群は最初にアドヒアラ

ンス不良が起こり、それが病状悪化に繋が

り、生活・衝動性などの周辺症状も悪化し

た特徴があると考えられた。この群はアド

ヒアランスを維持するために手厚い支援体

制を整えること、アドヒアランスが不良と

なり病状が悪化した際は、クライシス・プ

ランなどを用いて早期に改善を目指すこと、

生活・衝動性なども悪化し地域生活維持が

困難となった際は、精神保健福祉法による

入院を検討することなどの対応が必要であ

る。 

 2 群は、多項目の共通評価項目の評点が

高い状態で通院処遇が開始され、病状やア

ドヒアランスの悪化はないが、生活・活動

性・衝動性・ストレス・物質乱用など多項

目が悪化した特徴があると考えられた。こ

の群は、通院開始時から病状・病識・アド

ヒアランスの評点が高いことより、元々病

状や病識の課題があったと考える。さらに、

通院開始時に共感性・認知機能・生活能力・

ストレス・物質乱用・反社会性などの個人

要因、公私の支援や治療計画などの環境要

因の評点も高いことより、病状以外の個人

や環境に多くの課題があったと考えられる。

また、エピソード後に病状やアドヒアラン

ス以外の多項目が悪化していることより、

病状以外の課題が大きく、その悪化により

対応が困難となっていると考えられた。こ

の群は、通院複雑事例の中核群と考えられ、

通院処遇ガイドラインで示されている標準

的なクリティカルパスでは対応が難しい群

である。 

3 群は自傷・自殺リスク群と考えられた。

ただし、3 例しか収集できておらず、その

特徴や対応を検討することはできなかった。 

2．処遇終了者の予後調査研究 

1）転帰および問題行動 

全期間において重大な他害行為の発生が

処遇終了後 3～4 年後に 1 件 1 名あり、そ

の後再入院となった。竹田による令和 3 年

度の指定入院医療機関退院後の予後に関す

る全国調査では、重大な再他害行為の累積

発生率が 3 年で 1.2%と低い数値であると報

告されているが、本調査では通院処遇終了

後 3 年間の重大な他害行為の発生はなく、

処遇終了後 5 年間でも 1 名 1 件にとどまっ

ており、再他害行為の発生は通院処遇が終

了した後も低く抑えられていると考えられ

た。また軽微な問題を含めすべての問題行

動の発生は、通院処遇が終了し手厚い支援

体制が変化した後も増えることはなく、医

療観察法から一般精神医療へ移行した後の

治療・支援が有効に機能していると考えら

れた。 

 その一方、問題行動等の発生が、同一対

象者による繰り返しまたは、同一対象者に

よって多方向性に発生する傾向がみられ、

問題行動発生が一定の対象者に偏って発生

すると考えられる。これら対象者群が通院

処遇中および通院処遇終了後に治療や支援

が困難となりやすい群（通院複雑事例）で

あると予想され、今後はその特徴などにつ

いてさらに詳細な検討を進める必要がある。 

2) CLZ治療の継続率および問題行動発生の

傾向 

LAI 治療はアドヒアランスの課題解決の

ため導入されると考えられるが、内服治療

である CLZ 群が LAI 群より処遇終了後も治

療継続率が高かったことは興味深い結果で

ある。 
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また、CLZ 群は非 CLZ 群と比較し、処遇

中から処遇終了後に渡り、問題行動発生に

差がなかった。CLZ 治療は治療抵抗性統合

失調症に導入される治療であり、CLZ 群は

処遇が困難となりやすい患者群と予想され

る。実際、琉球病院医療観察法病棟開棟以

降入院した主診断が統合失調症である対象

者 165 名について、初回入院継続申請時の

共通評価項目の社会復帰関連指標について、

CLZ 治療群 48 名と、CLZ 治療をしなかった

群 117 名に分けて、t 検定を用いて比較し

たところ（図 8）、CLZ 治療群が CLZ 治療を

しなかった群より社会復帰関連指標が有意

に高かった。この結果より、本調査の CLZ

群は非 CLZ 群と比較し、通院処遇移行後の

問題行動のリスクが高い群と予想できるが、

CLZ 治療により通院処遇移行後の問題行動

が低減できていると推測できる。 

CLZ 群、LAI 群の問題行動発生の経過およ

び種類について表 4 にまとめた。発生した

問題行動の種類について、CLZ 群は医療不

遵守がほとんどである一方、LAI 群を含め

た非 CLZ 群では、問題行動が医療不遵守に

限らず多岐に渡り持続する傾向が認められ、

病状のコントロールが不十分な結果、多方

向性および持続した問題行動の発生が抑制

できていないと考えられる。 

治療継続率および問題行動発生の傾向か

ら、CLZ 治療は処遇終了後のケア密度が減

じた状況においても、治療継続が維持され

問題行動の低減を維持する可能性が示唆さ

れた。一方、LAI 群は問題行動の発生を十

分にコントロールできているとは言えず、

アドヒアランス不良を解決するより先に、

その課題の背景にある治療抵抗性統合失調

症の可能性を慎重に見極め症状のコントロ

ールを十分に行うことが、地域処遇移行後

の問題行動発生を抑制するために重要であ

ると考えられた。 

3）対象調査数及び回収数 

令和 3 年度までの調査で沖縄県から 79

名、島根県から 17 名の調査回答が得られ

た。法務省保護統計発表によれば、令和 3

年末時点で、通院処遇をすでに終了した対

象者は、沖縄県で 99 名、島根県で 20 名で

あり、本調査は処遇終了者のうち沖縄県で 

73.7%、島根県で 85.0%を調査していると推

定され、高い回収率であった。 

 

Ｅ．結論  

 通院複雑事例は多問題を有した状態で通

院処遇が開始しており、重複診断の有無で

は判断できないと考えられた。通院複雑事

例はクラスター解析により、アドヒアラン

ス不良群、通院複雑事例中核群、自傷・自

殺リスク群の 3 群に分類できた。通院複雑

事例中核群は、通院処遇ガイドラインで示

されている標準的なクリティカルパスでは

対応が難しい群であり、その対応について

は、さらに検討を進めガイドラインを改定

する必要がある。また、過去の研究成果も

踏まえ本研究班が通院複雑事例を定義した

が、エキスパートの意見を聴取するなど行

い通院複雑事例を明確に定義する必要があ

る。 

 処遇終了者の予後調査研究は沖縄県、島

根県の 96 例を対象とし通院処遇終了後最

長 5 年間追跡し、高い回収率であった。全

ての問題行動の発生は、通院処遇が終了し

た後に増えることはなく、重大な他害行為

の発生は通院処遇終了後 3 年間はなく、処

遇終了後 5 年間で 1 名 1 件にとどまってい

た。CLZ 治療の継続率は通院処遇終了後に

渡り LAI 治療より高く、CLZ 治療を受けて

いる対象者は通院処遇終了後も問題行動の

発生の頻度および方向性について低減が維

持できていると考えられた。問題行動等の

発生は、同一対象者による繰り返しまたは、
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同一対象者によって多方向性に発生する傾

向がみられ、これらの通院処遇中および通

院処遇終了後に治療や支援が困難となりや

すい対象者（通院複雑事例）について、予

測性を向上させ必要な介入を同定するため、

その特徴や対応などについて、さらに研究

を進める必要がある。 
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年代 男性(人) % 女性（人） % 計 %
20～29 6 6.3 0 0 6 6.3            
30～39 11 11.5 3 3.1 14 14.6          
40～49 22 22.9 5 5.2 27 28.1          
50～59 22 22.9 3 3.1 25 26.0          
60～69 11 11.5 6 6.3 17 17.7          
70～79 6 6.3 0 0.0 6 6.3            
80～ 0 0.0 1 1.0 1 1.0            
計 78 81.3 18 18.8 96 100%
主診断 男性（人） % 女性（人） % 計 %
F0 1 1.0 0 0.0 1 1.0
F1 1 1.0 0 0.0 1 1.0
F2 70 72.9 14 14.6 84 87.5
F3 2 2.1 3 3.1 5 5.2
F6 1 1.0 0 0.0 1 1.0
F7 1 1.0 0 0.0 1 1.0
F8 1 1.0 0 0.0 1 1.0
不明 1 1.0 1 1.0 2 2.1
対象行為 男性（人） % 女性（人） % 計 %
殺人・殺人未遂 15 15.6          5 5.2 20 20.8
傷害 41 42.7          4 4.2 45 46.9
放火 14 14.6          8 8.3 22 22.9
強盗 2 2.1            1 1.0 3 3.1
強制わいせつ 5 5.2            0 0 5 5.2
強制性交等 1 1.0            0 0 1 1.0

表2　対象者属性
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  開始時～1年後 終了前1年～終了 終了～1年後 終了１～２年後 終了2～３年後 終了３～４年後 終了４～５年後

n 96 88 79 65 60 48 41
通院頻度
通院なし 9 6 10 8 5 4 3
月1回未満 0 2 7 5 7 6 5
月1回以上～2回未満 9 24 29 27 27 23 22
月2回以上～4回未満 40 31 19 17 15 14 7
月4回以上 34 22 7 7 3 1 1
頻度不明 4 3 7 1 3 0 3

入院あり 28 21 19 14 10 6 10
措置入院 1 0 1 1 1 0 0
調整入院 10 ー ー ー ー ー ー

あり 90 79 28 24 15 10 7
平均開催数/年 5.88 4.95 3.17 2.19 2.28 1.53 0.64

あり 61 48 23 21 17 10 8

あり 56 41 19 11 10 5 4

重大な他害 0 0 0 0 0 1(傷害) 0
通院不遵守 2 3 5 1 2 2 3
服薬不遵守 4 5 6 3 3 3 4
性的逸脱 1 2 1 0 1 0 0
自殺既遂 1 1 0 1 0 0 0
自殺未遂 0 1 0 1 0 0 1
自傷 2 1 1 1 1 0 1
その他の問題行動 9 8 11 7 3 3 2
全ての問題行動 19 21 24 14 10 9 11

精神保健福祉法通院 68 63 56 52 42 35
精神保健福祉法入院 9 7 6 6 3 3
医療観察法再入院 0 0 0 0 1 0
死亡・事故 1 0 0 0 0 0
死亡・病死 0 1 1 1 0 0
死亡・自殺 2 0 1 0 0 0
通院先変更 9 5 0 1 2 2
その他 0 2 0 0 0 1

表3　支援状況・問題行動・転帰

転帰

精神保健福祉法入院の有無

ケア会議

クライシスプランの活用

モニタリングシートの活用

問題行動
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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

医療観察法再鑑定の必要性に関する調査および検討 

 

研究分担者 五十嵐 禎人  千葉大学社会精神保健教育研究センター 

 

研究要旨： 

医療観察法 52 条鑑定の実態を把握したうえで、指定入院医療機関からの退院と同時に処遇終了と

なる事例の指定入院医療機関からの申立ての基準や審判における判断基準を明らかにするために研

究を行った。令和 4 年度は、令和３年度の本研究で医療観察法 52 条鑑定ありと回答した 5 施設を対

象として、52条鑑定事例に関する情報を収集し、医療観察法 52条鑑定の実態把握を行った。 

4 施設（回収率 80.0％）から 4 事例の回答を得た。収集できた 52 条鑑定事例から得られた情報の

範囲では、退院・入院継続の審判では、医療観察法による医療の必要性の評価で問題とされる疾病性、

治療反応性、社会復帰要因は、要件というよりは、要素として評価されている可能性が示唆された。

また、指定入院医療機関から処遇終了の申立てを行う場合に考慮すべきことについて、事例に基づい

て考察した。疾病性だけを理由とした申立ては適切とはいえないこと、治療反応性の評価がもっとも

重要であること、治療が尽くされていることを確認するためには他の指定入院医療機関によるコンサ

ルテーションの活用や 52条鑑定の積極的な実施が有用と思われることを指摘した。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

椎名明大 千葉大学社会精神保健教育

研究センター 

 

Ａ．研究目的 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」の施行によって、他

害行為を行った精神障害者のうち心神喪失

等の状態で重大な他害行為を行った者に対

しては、特別法による処遇が保証されるこ

とになった。医療観察法の施行直後は、指

定医療機関の不足や審判や鑑定結果のばら

つきなどの問題が指摘されていたが、施行

後 17 年以上が経過し、制度の運用は安定し

てきている。入院期間は当初の想定より長

期化しているものの、司法の関与のもとに、

早期に社会復帰する対象者の増加や地域処

遇中の再他害行為の少なさなど対象者の円

滑な社会復帰の促進という医療観察法の目

的が達成されていることが示唆されている 

1)2)。また、医療観察法病棟では、多職種協

働チームによる治療計画に基づく医療など

により、従来の精神科医療では社会復帰困

難とされてきた患者であっても、治療が奏

功して社会復帰可能となる事例が少なくな

いことが明らかになっている 3)。 

医療観察法の対象者は、（1）重大な他害
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行為を行っていること、（2）心神喪失者等

と認定され刑を免れていること、（3）医療

観察法による医療が必要であること（疾病

性、治療反応性、社会復帰要因の 3 要件を

満たしていること）、の 3 つの条件を満たし

ていることが必要とされている。医療観察

法では、対象者の処遇は、裁判官と精神保

健審判員（精神科医）による合議体によっ

て構成される審判によって決定される。検

察官による申立てに基づいて行われる当初

審判（医療観察法 42 条）では、先の 3 つ条

件のうち、（1）（2）については合議体を構

成する裁判官によって、（3）については医

療観察法鑑定書をもとに、社会復帰調整官

の作成する生活環境調査報告書、精神保健

参与員・検察官・対象者・付添人の意見を

参考として、裁判官と精神保健審判員との

合議によって判断される。 

医療観察法による医療のうち、入院によ

る医療は、指定入院医療機関の医療観察法

病棟で提供される。医療観察法病棟入院中

の対象者の退院・入院継続については、退

院許可等の審判（医療観察法 51 条）によっ

て行われるが、その結果は、（1）入院継続

（51 条 1 項 1 号）、（2）退院を許可し、地

域処遇へ移行する（51 条 1 項 2 号）、（3）

退院を許可し、医療観察法による医療を終

了する（51 条 1 項 3 号）の 3 種類がある。

また、医療観察法 52 条は、退院または入院

継続に関する審判について、裁判所が審判

のために必要と認める場合には、対象者に

対する医療観察法による医療の必要性につ

いて、精神保健判定医等に鑑定（以下、「医

療観察法 52 条鑑定」と略記する）を命ずる

ことができる旨を規定している。 

指定入院医療機関は対象者が前記の 3 要

件（疾病性、治療反応性、社会復帰要因）

を欠く場合には、退院許可を申立て、地方

裁判所は処遇審判を行う。指定入院医療機

関からの退院と同時に処遇終了となる事例

の割合は、指定入院医療機関ごとにまた地

域ごとにばらつきが存在することが知られ

ている 4)。医療機関の特性や地域性の存在

を考えると、ある程度のばらつきは許容さ

れるとしても、ばらつきを最小化するため

の努力は必要である。しかし、指定入院医

療機関や裁判所における処遇終了判断の基

準、審判のあり方は示されていない。また

裁判所の合議体は指定入院医療機関の意見

を基礎に審判を行うとされており、退院申

立てに関する合議体のチェック機能は限定

的である。ドイツにおける精神病院収容処

分の長期収容者の収容継続要件の厳格化な

らびに収容要件確認のための鑑定の鑑定人

を治療者から独立した専門家に限定すると

いう確認手続の厳密化は、長期入院対策や

処遇終了の適正化に重要な示唆を与える 5)。

こうした確認手続の厳密化という観点から、

医療観察法 52 条に基づき治療者から独立

した第 3 者による鑑定を実施することの必

要性が指摘されている 4)。 

しかし、医療観察法 52 条鑑定について

は、実施件数を含め、その実態は明らかで

はなく、その実態を把握するための調査が

必要である。 

本研究の目的は、医療観察法 52 条鑑定の

実態を把握したうえで、指定入院医療機関

からの退院と同時に処遇終了となる事例の

指定入院医療機関からの申立ての基準や審

判における判断基準を明らかにすることで

ある。 

令和 4 年度は、令和医療観察法 52 条鑑

定の実態把握を目的として調査を行った。 

 

 

Ｂ．研究方法 

1. 調査対象 

対象は、令和 3 年度の本研究で医療観察
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法 52 条鑑定を経験したと回答した指定入

院医療機関に入院中に 52 条鑑定を受けた

入院対象者の診療録に記載された情報であ

る。 

2. 調査方法 

令和 3 年度の調査で医療観察法 52 条鑑

定の経験ありと回答のあった指定入院医療

機関のうち研究協力への同意のあった施設

を対象に事例の詳細に関する調査を行った。 

調査票を作成し、当該対象者について、

指定入院医療機関の医師に以下の項目につ

て回答を依頼した。 

性別、年代（当初審判時、52 条鑑定時）、

精神科診断名（指定入院医療機関における）、

対象行為の概要、入院後の治療経過、52 条

鑑定実施にいたる経緯、52 条鑑定実施後の

経過 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は千葉大学医学研究院倫理審査委

員会より承認を得て実施した（承認番号 M

10396）。 

 

Ｃ．研究結果 

1) 52 条鑑定の実施状況について 

52 条鑑定は、退院・入院継続の申立て（49

条、50 条）に関する審判を行う際に行われ

る。裁判所の統計（最高裁判所事務総局刑

事局：平成 18 年、23 年、28 年、令和 2 年

における刑事事件の概況.法曹時報収載）に

基づき医療観察法施行から 2020 年までの

退院・入院継続の申立ての件数と 52 条鑑定

の実施件数を表に示した。 

2) 52 条鑑定の実態について 

調査対象とした 5 施設のうち 4 施設から

回答があり、4 件の 52 条鑑定事例の情報を

取集することができた。収集した 52 条鑑定

事例 4 例の概要を以下に示す。 

（事例 A） 

【診断名】アスペルガー症候群（ICD-10  

F84.5） 

【対象行為】傷害 

【52 条鑑定人】他施設の医師 

過去に医療観察法による入院処遇となり

治療反応性を理由に処遇終了・精神科病院

転入院となった事例。再他害行為により入

院処遇となった。対象者・家族の医療に対

する不信感があり、病棟内では、対象者に

よる性的逸脱行動が問題となっていた。 

当初審判の統合失調症の診断から、アス

ペルガー障害へと変更され、入院 5 ヶ月後

に疾病性を理由に処遇終了申立が行われた。

裁判所は、疾病性がないとの判断に躊躇を

覚えること、社会復帰要因について、他害

リスクが高まった場合の介入方法が想定さ

れていないことなどから 52 条鑑定の実施

を決定した。52 条鑑定の結果は、統合失調

症を否定する根拠はなく、疾病性がないと

はいえないこと、これまでの治療経過なら

びに対象者・家族の医療不信が強いことか

ら、医療観察法の医療を継続することによ

る精神障害の改善、症状の増悪の抑制は期

待できず、治療反応性は乏しいというもの

であった。社会復帰調整官と付添人による

調整が行われ、自宅に退院し、自立支援施

設の訪問ケアを受ける体制が確保された。

裁判所は、52 条鑑定の結果も踏まえ治療反

応性を理由に処遇終了とした。 

（事例 B） 

【診断名】統合失調症（ICD-10 F20） 

【対象行為】傷害 

【52 条鑑定人】他施設の医師 

家族の治療への理不尽な介入（使用する

抗精神病薬を指定し、担当医や病棟に恫喝

の面会や電話を繰り返す）が問題となった

事例で、入院 3 年後に、これ以上の改善が

見込めないという理由で処遇終了申立が行

われた。また、処遇終了後については、以
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前通院していた病院への転入院のための調

整が行われていた。裁判所は、52 条鑑定を

実施し、その結果も踏まえ、十分な治療反

応性はないことを確認し、以前通院してい

た病院への転入院を前提として処遇終了と

した。 

（事例 C） 

【診断名】統合失調症（ICD-10 F20.9） 

【副診断】小児性愛（ICD-10 F65.4）、軽

度精神遅滞（ICD-10 F70） 

【対象行為】強制わいせつ 

【52 条鑑定人】他施設の医師、指定通院

医療機関所属 

当初審判で統合失調症、軽度精神発達遅

滞、小児性愛の診断を受けている事例で、

入院 2 年後（3 回目の審判）に指定入院医

療機関から、統合失調症の可能性が低いこ

と、再他害行為防止のための体制構築が必

要である旨の意見を付して入院継続の申立

をしたところ、地方裁判所では、統合失調

症の診断を前提として疾病性、治療反応性

を検討し入院継続の決定となった。対象者

側から抗告がなされ、抗告審で、疾病性・

治療反応性について十分な審理を尽くして

いないという理由で差し戻しとなり 52 条

鑑定が行われた。統合失調症の治療でもま

だやれることがあるという 52 条鑑定の鑑

定人の見解をもとに、審判では、通院決定

とされ、対象者は鑑定人の所属する指定通

院医療機関に転入院した。 

（事例 D） 

【診断名】自閉症スペクトラム障害（ICD-

10 F84.9） 

【副診断】統合失調症（ICD-10 F20.9） 

【対象行為】殺人未遂 

【52 条鑑定人】他施設の医師、指定入院

医療機関所属 

当初審判では、統合失調症に広汎性発達

障害が合併していると判断された事例であ

る。指定入院医療機関の多職種協働チーム

は、統合失調症の診断に否定的であったが、

統合失調症を否定することもできず、主診

断を自閉症スペクトラム障害、副診断を統

合失調症として治療を継続していた。入院

1 年 7 ヶ月後（3 回目の審判）に入院継続の

申立を行ったところ、精神保健審判員から、

治療反応性がないので入院継続はできない

という意見があり、52 条鑑定となった。52

条鑑定の結果は、主診断は統合失調症であ

り、今後も適切な治療により改善が見込ま

れることなど具体的な治療の方向性を指し

示すものであった。裁判所は、鑑定結果に

基づき、入院継続の決定を行った。 

 

Ｄ．考察 

1) 52 条鑑定事例の件数と本調査の意義 

退院・入院継続に関する審判では、指定

通院医療機関の管理者の意見を基礎として

審判を行うこととされている。審判にあた

り裁判所が、指定入院医療機関の管理者の

意見だけで医療観察法による医療の必要性

の要否を判断できると考えた場合には、52

条鑑定を行うまでもなく、審判決定が行わ

れる。こうした事情もあって、52 条鑑定が

実施される事例はきわめて少ない。医療観

察法施行から 2020 年までの約 16 年間で、

52 条鑑定が実施されたのは、11 件にすぎ

ず、52 条鑑定実施率は、高い年でも 0.29％

に止まる。本研究で収集できた 52 条鑑定事

例は 4 例に過ぎないが、52 条鑑定実施事例

全体の 36.4％をしめている。本研究の結果

は、少数とはいえ、52 条鑑定の実態を初め

て明らかにするものであり、意義のあるも

のと思われる。 

2) 52 条鑑定実施の経緯 

本研究で収集した 52 条鑑定事例のうち、

指定入院医療機関から処遇終了を申立てた

のが 2 例（事例 A,B）、入院継続を申立てた
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のが 2 例（事例 C,D）であり、審判の結果

は、処遇終了が 2 例（事例 A,B）、通院処遇

への移行が 1 例（事例 C）、入院継続が 1 例

（事例 D）であった。 

今回収集できた事例の範囲では、52 条鑑

定が実施される経緯は、以下の 2 つに大別

されよう。 

（1）精神科診断の困難な場合 

当初審判やその際に行われた医療観察法

鑑定と入院後に行われた指定入院医療機関

の多職種協働チームの間で精神科診断に相

違が生じている場合。今回収集できた事例

（事例 A,D）では、統合失調症と自閉スペ

クトラム症との鑑別・合併が問題となって

いた。こうした事例で、どちらの見解が適

切かどうかについて、裁判所が判断に困っ

た場合に、公正中立な立場からの意見を求

めて、52 条鑑定が実施される。 

（2） 治療反応性や社会復帰要因の評価

に懸念がある場合 

対象者の病識や治療意欲に問題があった

り（事例 C）、家族等の支援者から治療の進

展を阻害するような不適切な介入が行われ

たり（事例 A,B）するなどの問題があり、退

院に向けての調整に支障をきたしている事

例。現状以上の治療反応性が望めるかの判

断や退院後や処遇終了後の対象者の治療・

生活状況や再他害行為のリスクなどに関す

る懸念があり、裁判所だけでは十分な判断

ができないと考えられる場合に、公正中立

な立場からの意見を求めて、52 条鑑定が実

施される。 

 

3) 52 条鑑定実施事例からみた医療観察法

による医療の必要性の判断 

 医療観察法による医療の必要性について

は、疾病性、治療反応性、社会復帰要因の

3 つの要件を満たすことが必要とされてい

る。ただし、これら 3 つの要件は、独立し

た構成概念とは必ずしもいえず、相互に関

連した部分も少なくない。要件として、１

つでも一定の水準以下になれば、そのこと

だけで、医療観察法による医療の必要性が

ないと評価するよりは、それぞれを要素と

考え、それらを総合的に評価する方が臨床

的な判断との整合性はより高いように思わ

れる 6)7)。もっとも、医療観察法の入口であ

る当初審判においては、要素と考えると治

療反応性が拡大解釈され、社会復帰要因が

きわめて高い場合には、入院による医療の

対象となる可能性があり、その場合には、

治療なき拘禁が生じるリスクが指摘されて

いる 8)。したがって、当初審判において、

それぞれを要件として、慎重に判断するこ

とには、一定の合理性がある。 

今回収集できた 52 条鑑定事例からみる

かぎりでは、裁判所は、たとえば疾病性が

なくなったというようにひとつの要件を満

たさなくなったという理由だけで、退院許

可や処遇終了決定を行っているわけではな

いことが示唆される。むしろ、指定入院医

療機関からの疾病性がないという理由によ

る申立てに対しても、治療反応性や社会復

帰要因などにも目配りし、52 条鑑定を実施

したうえで、処遇終了を決定している。今

回収集できた事例の範囲ではあるが、退院・

入院継続に関する審判に関しては、医療観

察法による医療の必要性は、3 要件という

よりは 3 要素として判断されている可能性

が示唆される。 

4) 指定入院医療機関よりの処遇終了申立

の際に考慮されるべきこと 

 退院・入院継続の審判では、医療観察法

による医療の必要性は、指定入院医療機関

の管理者の意見を基礎として判断される。

52 条鑑定は、裁判所が、指定入院医療機関

の管理者の意見だけでは十分な判断が行え

ない場合に行われるものであり、指定入院
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医療機関の管理者の意見に対して裁判所が

懸念や疑義をもった場合に実施されるもの

といえる。 

指定入院医療機関に入院している対象者

は、当初審判で医療観察法の入院による医

療が必要と判断された人であり、対象者の

社会復帰に向けての課題が同定されている。

指定入院医療機関から退院や処遇終了を申

立てる場合には、退院・処遇終了決定を行

うにふさわしい状態に対象者があることが

確認されていることが望ましいと思われる。

そのためには、指定入院医療機関における

治療・支援によって、当初審判で同定され

た課題が改善され、入院を継続してもこれ

以上の改善は望めず、退院・処遇終了後に

想定される生活環境においても改善された

状態が維持される見込みがたっていること

を確認する必要がある。特に、処遇終了を

申立てる事例は医療観察法の経過としては

特殊な存在である。通院処遇への移行が想

定される事例以上に、医療観察法による医

療の必要性をより厳密に精査したうえで、

申立てを行うことが望ましいといえよう。 

52 条鑑定事例は少数ではあるが、裁判所

が指定入院医療機関の管理者の意見のどの

ような点に懸念や疑義をもつのか、52 条鑑

定の結果も受けて、裁判所がどのように決

定を行ったのかなどを示すものである。以

下、今回収集することができた 52 条鑑定事

例をもとに、指定入院医療機関から処遇終

了申立てを行う場合に考慮されるべきこと

について考察する。 

 当初審判で認定された精神疾患の存在が

否定された場合、疾病性の要件を満たさず、

医療観察法による医療の必要性がなくなっ

たと考えることは論理的にはありえるかも

しれない。しかし、事例 A の示すように、

裁判所は、そのような判断方法はとらない

ようである。事例 A や D の示すように、統

合失調症と自閉スペクトラム症の鑑別を完

全に行うことは困難であり、両者が合併し

ている事例も少なくない。事例 A の 52 条

鑑定人も指摘するように、統合失調症と自

閉スペクトラム症の鑑別が困難な事例につ

いて、統合失調症である可能性を完全に否

定することはできない。指定入院医療機関

からの処遇終了申立を疾病性だけを理由と

して行うことは適切とはいえないであろう。

なお、精神科診断が変更された場合には、

それに伴って治療反応性や社会復帰要因の

評価も変化する。精神科診断が変更された

場合には、新たな精神科診断のもとでの治

療反応性や社会復帰要因の評価を行うのが

適切と思われる。 

 今回収集できた事例をみても、退院・入

院継続の審判にあたり、裁判所は、対象者

が退院や処遇終了後にどのような生活環境

におかれるのか、治療継続や危機介入のた

めにどのような支援体制が構築されるのか

について強い関心をもっている。これは、

社会復帰要因に関する評価であり、退院・

処遇終了後の受け皿の選択を意味している。

退院・処遇終了後の受け皿の選択は、指定

入院医療機関だけで行えるものではなく、

社会復帰調整官による生活環境調整による

ところも大きい。また、事例 C のように 52

条鑑定を契機として退院先が決まることも

ある。指定入院医療機関としては、対象者

の社会生活能力についてアセスメントを繰

り返し、どの程度までの回復が可能である

かを見極めておく必要があると思われるが、

この評価は、治療反応性とも密接に関連し

た評価といえよう。 

 治療反応性は多義的な用語である。治療

反応性には、病状の悪化の防止も含むとさ

れており、アルコール依存症のように一般

的には非自発的治療になじまないような精

神疾患であっても、そのことだけで、医療
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観察法による医療の必要性がないと判断し

てはならないとされている（令和 3 年 8 月

30 日最高裁判所第 2 小法廷決定）。 

治療反応性の評価にあたっては、時間軸

を考慮する必要がある。当初審判における

治療反応性の評価は、医療観察法鑑定等で

得られた情報に基づく見込みであり実際の

治療は実施されていない状況での評価であ

るのに対して、退院・入院継続の審判での

治療反応性の評価は、指定入院医療機関に

おいて実際に治療を行ったうえでの評価で

ある。治療に難渋し、入院が長期化してい

る対象者に関して、指定入院医療機関から

処遇終了の申立てを行う場合には、治療反

応性の評価がもっとも重要であり、現在の

精神科医療の水準で対象者に行える治療が

尽くされており、これ以上の改善が望めな

いことが確認されたうえで、処遇終了の申

立てを行うことが望ましいといえよう。 

治療が尽くされていることの確認のため

には、ケースフォーミュレーションを行い、

評価と治療を繰り返すことになる。しかし、

事例 B のように、裁判所が、治療を担当し

ている指定入院医療機関の評価だけでは十

分ではないと考えて 52 条鑑定が実施され

ることがある。また、事例 D では、指定入

院医療機関での治療経験の豊富な鑑定人が

52 条鑑定を行っており、その結果は、対象

者の治療に難渋していた指定入院医療機関

の多職種協働チームに治療の方向性を指し

示す有益な内容のものであった。治療が尽

くされているかどうかの確認のためには、

このように治療者から独立した第三者的な

立場からの評価が有益な場合は少なくない

と思われる。現在、複雑事例について、他

の指定入院医療機関によるコンサルテーシ

ョンが行われているが、治療に難渋してい

る対象者の治療・評価にあたっては、こう

したコンサルテーションを受け、その助言

を治療・評価に活かすことは、治療が尽く

されていることを確認するためにも有用な

手段といえよう。 

治療が尽くされていることを確認するた

めには、一定の時間をかけることも重要で

ある。ただし、その確認のために入院期間

が長引きすぎても、今度は、治療なき拘禁

のリスクが生じることになる。治療やそれ

に対する反応は個々の事例によっても異な

ることを考えれば、治療が尽くされている

ことの確認は、両者のバランスを考慮した

うえで、個々の事例ごとに行われるべきも

のといえよう。 

5) 52 条鑑定の活用について 

 現在、52 条鑑定の実施率はきわめて低い。

しかし、事例 A や D では、52 条鑑定の実施

により、対象者の診断・治療をめぐる問題

が整理・改善されていた。52 条鑑定は、治

療者とは独立した専門家による医療観察法

による医療の必要性に関する評価である。

裁判所が、指定入院医療機関の管理者の意

見に疑義や懸念を感じ、カンファレンスな

どを行っても疑義や懸念が解消されない場

合には、積極的に 52 条鑑定を実施すること

が、対象者のより適切な処遇につながるこ

とが示唆される。 

Ｅ．結論 

52 条鑑定を経験した指定入院医療機関

を対象として 52 条鑑定事例に関する情報

を収集した。4 施設から 4 事例の 52 条鑑定

事例を収集した。収集できた 52 条鑑定事例

から得られた情報の範囲では、退院・入院

継続の審判では、医療観察法による医療の

必要性の評価で問題とされる、疾病性、治

療反応性、社会復帰要因は、要件というよ

りは、要素として評価されている可能性が

示唆された。また、指定入院医療機関から

処遇終了の申立てを行う場合に考慮すべき

ことについて、事例に基づいて考察した。
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疾病性だけを理由とした申立ては適切とは

いえないこと、治療反応性の評価がもっと

も重要であること、治療が尽くされている

ことを確認するためには他の指定入院医療

機関によるコンサルテーションを活用や

52 条鑑定の積極的な実施が有用と思われ

ることを指摘した。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

1．論文発表  

五十嵐禎人：責任能力の判定と処遇のた

めのアセスメント 刑事責任能力鑑定と

医療観察法鑑定をめぐって．司法精神医

学, 2022; 17(1): 24-32 

 

2．学会発表 

東本愛香，西中宏吏，野村照幸，五十嵐

禎人：出院者の支援に関するクライシ

スプランを用いた実践事例．第 18 回日

本司法精神医学会大会, Web 開催，会期

2022.7.9-8.8 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

1．特許取得 
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2．実用新案登録 

なし 

 

3．その他 

なし 
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後 2 年の現状と課題について．判例タイ
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7) 五十嵐禎人：医療観察法におけるリスク
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8) 椎名明大：医療観察法に関する精神鑑定．
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令和 4年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究 

分担研究報告書 

 

医療観察法鑑定書の作成方法に関する研究 

 

研究分担者 岡田 幸之  東京医科歯科大学大学院 精神行動医科学分野 

 

研究要旨： 

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（以下、医療観察

法）」において審判はそのケースごとの運用を決定づける重要な役割を果たしている。しかし、その

審判に資される医療観察法の鑑定および鑑定書の作成方法はこれまで各鑑定医に任されてきた。そこ

で本研究では、医療観察法の鑑定書の作成に関する方法論の提案を目的とすることにした。令和 4年

度にはその具体的な方法として、鑑定書を提出する際にまとめとして添付する「鑑定書総括用書式」

を作成することを提案し、その作成方法の解説および作成例 9例を提示した「手引き」を完成した。 

研究協力者（順不同、敬称略） 

茨木丈博 神奈川県立精神医療センタ

ー 

大澤達哉 東京都立松沢病院 

木下英俊 同上  
荒川育子 同上 

賀古勇輝 北海道大学病院附属司法精

神医療センター 

柏木宏子 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

加藤愛理 同上 

久保彩子 国立病院機構琉球病院 

椎名明大 千葉大学社会精神保健教育

研究センター 

 

Ａ．研究目的  

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下、医療観察法）」において審判はその

ケースごとの運用を決定づける重要な役割

を果たしている。しかし、その審判に資さ

れる医療観察法の鑑定および鑑定書の作成

方法はこれまで各鑑定医に任されてきた。 

この鑑定書が精神医学的に信頼性の高い

ものでなければならないことは言うまでも

ない。それは法的に公正であるということ

にもつながる。そして鑑定書を作成するに

は大変な手間がかかる。対象者にとっては

2〜 3 ヶ月という貴重な時間をかけて行わ

れる。経済的にみても多額の費用がかけら

れている。このような負担のもとで作成さ

れるのであるから、鑑定書は最大限にその

利用価値が引き出されるべきある。この制

度の処遇を通じて、さらにはその処遇を終

えてからも、先々まで役に立てられること

が望まれる。 

 このような観点から、1 精神医学的な信

頼性の高さ、2 法的な公正性の高さ、3 実務



- 113 - 

 

的な利用価値の高さ、の 3 点にかなう鑑定

書が作成されることを目標として、方法論

を確立することにした。 

 

Ｂ．研究方法  

1. 鑑定の「総括用書式」の開発  

一般的に信頼性の高さや公正性を追求す

るならば、画一的なものを目指すべきだと

いう面が出てくる。しかし実際の鑑定では

ケースごとに多様な整理が必要である。対

象者の精神障害の種類による違いはもちろ

ん、その人がどのような人生を歩んできて、

障害を抱えながらどのように暮らしてきた

のか、対象行為に至る具体的な状況やその

行為時と行為後の事情がどのようなもので

あったかなど、書き込まなければならない

情報や評価というものは、個人ごとに全く

異なる。それらを漏れなく拾いながら、同

時に画一的であるような書式を用意するこ

とは困難である。またそのようなものを追

求しすぎると、結局、汎用性を損ない、鑑

定医にとってとても使いにくいものになっ

てしまう。 

 こうした点を中心に検討をすすめ、それ

までは「鑑定書書式」としてきた第３版か

ら大幅に改訂をすることにした。あまり細

かいことまでは定めずにできるだけ自由度

の高いものにしつつ、しかし要点は確実に

おさえることにした。このことを実現しや

すいように、鑑定書自体はそれぞれの鑑定

医に作成をまかせることにして、鑑定書を

提出する際にまとめる「総括用紙」を作る

ことにした。 

 鑑定書の項目としては 1 基本情報（1A

氏名、1B 性別、1C 生年月日、1D 鑑定書提

出時の満年齢、1E 審判種別、1F 対処行為

内容、1G 対象行為日）、2 精神障害の診断

（2A 対象行為当時の診断名と症状、2B 鑑

定時現在の診断名と症状）、3 疾病性（3A

対象行為当時の症状と思考、感情、行動、

対象行為の関係、3B 鑑定時現在の症状と

思考、感情、行動の関係、3x 現在の精神

障害と対象行為当時同様の機序の存否区

分）、4 治療反応性（4A 今後の具体的な治

療・支援の方策、4B そのアプローチによ

って見込まれる治療効果、4x 見込まれる

治療効果の評価区分）、5 社会復帰要因

（5A 現在の状態、5B 環境等の状況、5C 特

記事項、5D 総合的な評価、5x 社会復帰要

因・社会復帰阻害要因の評価区分）、6 結

論（6x 結論区分）、7 鑑定事項・主文、か

らなる。また任意で機序ないしフォーミュ

レーションの概要図を作成することも提案

している。 

 

2. 手引きの開発  

 書式の提案だけでは利用方法は理解され

にくい。そこでこの書式の目的、意義、記

入方法を示した手引きを作成した。この手

引きには、実際に書式の記入をしてみると

どのようになるかということを例示した、

モデル作成例を 9 例掲載した。 

 

（倫理面への配慮）  

本研究は、鑑定書を裁判所に提出する際

に利用する「総括用書式」の作成方法を検

討、開発するものであり、倫理的配慮の必

要な研究対象等やデータを扱うものではな

い。また成果物である鑑定書作成の手引き

に掲載した作成例は全て架空事例である。 

また本研究にあたって申告すべき利益相

反はない。 

 

Ｃ．研究結果  
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1. 総括用書式  

既述の総括用書式が本研究の第一の成果

である。とくに医療観察法の 3 要件につい

てはまとめとして評価区分を作成した。具

体的には以下の評価区分である。 

＜3x 疾病性：現在の精神障害と対象行為当

時と同様の機序の存否区分＞ 

・対象行為時の精神障害は鑑定時現在も認

められ、同様の機序の構造は持続している。 

・対象行為時の精神障害は鑑定時現在も認

められるが、＜症状等＞の軽快・消褪等に

より、同様の機序の構造は認められなくな

っている。 

・対象行為時の精神障害は鑑定時現在は認

められない。 

・その他（     ） 

＜ 4x 見込まれる精神障害への治療効果の

評価区分＞ 

・反応性はない（あるいは反応性はほとん

どなく、治療の効果は基本的に期待できな

い）。  

・反応性は不明（どのような効果がどの程

度期待できるか等は、現時点では不明）。  

・反応性がある 

・治療は悪化や進行の防止の意味にとどま

る。 

・治療によって有意な症状改善や病状安定

後の再発・再燃防止の効果等が期待できる。 

・その他（          ）  

＜5x 社会復帰要因・社会復帰阻害要因の評

価区分＞ 

・医療観察法の専門的な医療を受けさせな

ければ、同様の行為を行う具体的・現実的

な可能性がある。 

・医療観察法の専門的な医療を受けさせな

ければ、同様の行為を行う可能性はあると

は言えるが、その可能性は具体的・現実的

とまでは言えない。 

・医療観察法の専門的な医療を受けさせな

ければ、同様の行為を行う可能性があると

は言えない。 

・その他（     ） 

こうした区分表記によって鑑定意見がよ

り明示されるようになった点が特徴の一つ

である。 

 

2. 手引き 

本研究では、総括用書式だけではなく、

その利用にあたっての手引きを作成した。

とくにモデル作成例を掲載したので、利用

者はよりイメージを持ちやすくなっている。

ただし、この作成例はあくまでも作成のイ

メージを示すものであって、その内容にあ

る、鑑定意見の考え方、とくに決定の基準

のようなものを示しているわけではないと

いうことには注意が必要である。そこで注

意書きとして「※モデル作成例はあくまで

も作成方法の理解を促す目的で作成しまし

た。※鑑定の意見のあり方を提示あるいは

推奨する目的で作成されているわけではあ

りません。」と記した。 

 

Ｄ．考察  

本研究の成果物である医療観察法の鑑定

の「総括用書式」およびその使用のための

「手引き」は、これまで鑑定医に完全に委

ねられてきた鑑定結果の報告について一定

の方法を示すことになる。無論、こうした

ものは一旦定めればそれでよいというもの

ではない。実際に活用をしてみるなかでよ

り改善をすべき点は必ず見つかるであろう。

今後はそういった意見などを積極的に収集

して、さらに改訂を進める必要がある。  
なお書式と手引きを広めるにあたっては

関係各所にも説明などをしていく必要があ

る。そうした作業も今後進めていく予定で

ある。 
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Ｅ．結論  

医療観察法において審判はそのケース

ごとの運用を決定づける重要な役割を果

たしている。しかし、その審判に資され

る医療観察法の鑑定および鑑定書の作成

方法はこれまで各鑑定医に任されてきた。 

本研究では、医療観察法の鑑定書を提

出する際に利用する総括書式を 4回にわ

たる改訂を経て開発した。そして、その

総括書式とその作成方法の解説、および

総括書式の作成例9ケース分（モデル作成

例）をまとめた手引きを完成した。  

鑑定の報告方法と書式の統一を提案は、

言うまでもなく行政的意義の高いもので

ある。また多様な障害の多様な場面（初

回審判、再入院審判、処遇終了審判など）

を想定して完成したモデル作成例は現場

での効果的な利用が見込めるものと思わ

れる。  

なお、今後、医療観察法の現場にこの書

式の利用を広めるにあたっては、厚生労働

省、検察庁、裁判所等に確認をとることが

望ましいと考えている。 

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし 

 

Ｇ．研究発表  

1．論文発表  

 なし 

 

2．学会発表  

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

1. 特許取得  

なし 

 

2. 実用新案登録  

なし 

 

3. その他 

なし 
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有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 ■   □ ■ 

国立精神・神経医療研究セ

ンター 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                  ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

           ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和５年３月１１日 
厚生労働大臣 殿 
                                                                                              
                              機関名  国立病院機構榊原病院 

 
                      所属研究機関長 職 名  院長 
                                                                                      
                              氏 名  村田 昌彦        
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                              

２．研究課題名  医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究            

３．研究者名  （所属部局・職名） 主任心理療法士                                

    （氏名・フリガナ）  壁屋康洋（カベヤヤスヒロ）                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立病院機構 榊原病院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                  ） 

 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

           ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和５年２月２７日 
厚生労働大臣 殿 
                                                                                              
                              機関名 独立行政法人国立病院機構 

小諸高原病院 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 村杉 謙次         
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                              

２．研究課題名  医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究            

３．研究者名  （所属部局・職名） 独立行政法人国立病院機構 小諸高原病院・院長                                

    （氏名・フリガナ） 村杉 謙次・ムラスギ ケンジ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 ■   □ ■ 国立病院機構小諸高原病院 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                  ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

           ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和５年４月１４日 
厚生労働大臣 殿 
                                                                                              
                           機関名 国立研究開発法人 

国立精神・神経医療研究センター 
 
                    所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                            氏 名  中込和幸            
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                              

２．研究課題名  医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究            

３．研究者名  （所属部局・職名）病院 臨床心理部・臨床心理室長                                 

    （氏名・フリガナ）今村 扶美・イマムラ フミ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 □   ■ ■ 

国立精神・神経医療研究セ

ンター 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                  ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

           ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和５年３月７日 
厚生労働大臣 殿 
                                                                                              
                              機関名 国立大学法人千葉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名    中山 俊憲     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                              

２．研究課題名  医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究            

３．研究者名  （所属部局・職名） 社会精神保健教育研究センター・教授                

    （氏名・フリガナ） 五十嵐 禎人 （イガラシ ヨシト）                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 
 ■   □ ■ 千葉大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名称：                  ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

           ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 １月 １２日 
                                         
 

厚生労働大臣 殿 
                  
                              機関名 国立大学法人東京医科歯科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  田 中 雄 二 郎       
 

   次の職員の令和４年度 厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                                        

２．研究課題名  医療観察法における専門的医療の向上と普及に資する研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名）  大学院医歯学総合研究科 ・ 教授                                

    （氏名・フリガナ）  岡田 幸之 ・ オカダ タカユキ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


